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はじめに 
 
 国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」という。）は、平成 13年 4月の設立以来、

その使命を果たすため、研究方針に従い、研究開発活動を推進してきた。 

また、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「国土交通省研究開発評価指針」等を

踏まえ、その設置目的や研究目的・目標に即して、機関運営と研究開発の実施・推進の両

面から「研究開発機関等の評価」を実施している。 

今年度は、「国土技術政策総合研究所研究評価委員会」を令和 3年 12月 15日に開催し

た。令和 5年度実施予定の機関評価に向けて、国総研の今後の活動の方向性や平成 30年

度に設定した評価基準の見直しに関するご意見・ご助言等を頂いた。 

本報告書は、今年度実施した国土技術政策総合研究所研究評価委員会の結果等をとりま

とめたものである。 

 

 

国土交通省国土技術政策総合研究所長 
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第１章 国土技術政策総合研究所研究評価委員会について

１ 研究評価委員会の目的 

国土技術政策総合研究所（以下「国総研」という。）の研究体制、研究開発課題等の外部評

価を行うことを目的とする。 

なお、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等を踏まえ、国総研では 5年に 1度、研究

開発機関等の評価（以下「機関評価」という。）を実施することとしており、次回は令和 5年

度に実施する予定である。 

２ 研究評価委員会の実施状況及び今後の予定について 

令和 5年度実施予定の機関評価に向けて、令和元年度研究評価委員会より計画的な運営を行

っている。令和元年度及び令和 2年度には、「国土技術政策総合研究所研究方針」を参考と

し、研究評価委員からの意見を踏まえて平成 30年度に設定した評価基準（以下「機関評価基

準」という。）に基づいた国総研全体の研究・活動について議論を行った。中間年度である令

和 3年度には情勢の変化を鑑みて機関評価基準の見直しに向けた検討を行った。令和 4年度に

は、機関評価基準の見直しを含め機関評価に向けて必要な事項を議論することとしている。 

３ 研究評価委員会の体制 

研究評価委員会は、国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則に基づき、以下の構成

としている。 

委員長 角 哲也 京都大学防災研究所 教授 

委員  有吉 善則 （一社）住宅生産団体連合会 建築規制合理化委員会委員長、 

大和ハウス工業株式会社  取締役常務執行役員 

法令遵守・品質保証推進本部長 

委員  伊香賀 俊治  慶應義塾大学理工学部 教授 

委員  石山 宏二 （一社）日本建設業連合会 土木工事技術委員会 土木技術開発部会 

部会長、（株）西松建設 技術研究所 所長 

委員  井出 多加子  成蹊大学経済学部経済経営学科 教授 

委員  大口 敬   東京大学生産技術研究所 教授 

委員  古関 潤一   東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授 

委員  谷口 綾子   筑波大学大学院システム情報工学研究科 教授 

委員  羽生 冬佳   立教大学観光学部 教授 

委員  兵藤 哲朗   東京海洋大学学術研究院流通情報工学部門 教授 

（令和 3年 12月現在、委員は五十音順敬称略） 
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第２章 令和３年度国土技術政策総合研究所研究評価委員会及びその結果 

本章は、令和 3 年度国土技術政策総合研究所研究評価委員会における議事内容並びに委員長及

び各委員からいただいた意見についてとりまとめたものである。 

１ 開催日及び出席委員  

令和 3 年 12 月 15 日に研究評価委員会を開催し、角委員長並びに有吉委員、伊香賀委員、石

山委員、大口委員、古関委員、谷口委員及び兵藤委員にご出席いただいた。 

２ 議事内容 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則に基づき、令和 3 年度に分科会にて実施し

た研究開発課題の評価結果に関する報告を行った。 

また、令和 5 年度実施予定の機関評価に向けて、国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研

の今後の活動の方向性や情勢の変化に鑑みた機関評価基準の見直し等に関する意見をいただい

た。 

３ 研究評価委員会の結果 

委員長よりいただいた総括意見、委員よりいただいた主な意見は以下のとおりである。 

（総括意見） 

 これまでの国総研の活動については、平成 30 年に設定した機関評価基準に基づき、社会ニ

ーズに的確に対応した形で、適切に実施されていると評価する。

 新たな技術展開を目指し新たな政策の創出につなげるために、省庁間連携や産学官連携など、

分野横断的な連携を幅広く実施しているかを評価することを、評価基準として更に強化され

たい。

 実験施設について、評価基準の本文においては利活用と適切な管理に留まっているが、研究

所の基盤となるものであるため、社会ニーズを踏まえ、新設や更新も進められたい。

 新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや大規模災害のような危機に際しても、機

関としてのＢＣＰをしっかりと実施されたい。

 超長期的な視点でどのように研究を進めていくかについて評価基準に取り込むことを検討さ

れたい。評価基準の中で「将来的」との記載はあるが、もう少し明確になるよう工夫された

い。

 地方整備局のニーズを踏まえたデータ活用技術やＴＥＣ―ＦＯＲＣＥでの経験等を、国総研

として集約して現場にフィードバックするという役割について、評価基準の中で更に明確に

することを検討されたい。

（主な意見） 

 テーマとして取り組む際のリスクを含めた重要性、緊急性を評価し、メリハリの効いた取組

として欲しい。これからの日本で顕在化するだろう課題、将来予測を元にテーマに重み付け
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を行い、スケジュールや予算、人材確保の判断材料としてはどうか。 

 国土交通行政で扱う社会インフラは 100 年あるいはそれ以上のオーダーで行う必要があるも

のである。そのため、ＤＸの推進やカーボンニュートラルの実現などをただ追うだけではな

く、長い目で見たときに、これらがどのような意味を持つかを大所高所から考えることが重

要であるとともに、先読みをした研究も評価されるような評価基準が必要と考える。

 国土強靱化に向けたテーマなど緊急性を要するテーマに関しては、研究成果をどのタイミン

グで社会実装するかという目標が重要である。同様に、カーボンニュートラルの実現につい

ては 2050 年と期限が打ち出されているが、その実現に向けて、いつまでに何をしないとい

けないのかを明確にすべきと考える。

 地方整備局などの現場では様々な課題を抱えている。実態は現場にあるので、課題解決に向

けどのような形で国総研が支えるかが重要と考える。

 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動を通して得られた現場経験等を、国総研が集約して一般化し、現

場にフィードバックするというような役割も重要と考える。

 旧土木研究所以来、戦後高度成長期に研究、開発、試験してきた過去の資料データをデジタ

ルアーカイブ化し、国民の資産、人類の資産としてオープンデータ化することで様々な発見

が出てくると考える。

 ＤＸの推進には産学官の連携が重要、特に民間の技術を取り込むことが重要であるため、民

間の技術研究所等との交流の活発化が必要と考える。

 機関連携に加えて人材交流も重要かつ効果的と考える。大学では、客員、特任、併任ポスト

など多様な人事制度を運用しているので、参考にしてはどうか。

 研究方針に記載されている「先人の研究蓄積や経験・ノウハウを伝承」に関して、それを伝

承できるような、長期間在籍し多くの災害現場で調査等の経験を積んだ「コア」となる人材

を育成できているかどうかも評価軸の一つになると考える。

 国際活動について、過年度の研究評価委員会での意見を踏まえたものになりつつあると評価

できる。

いただいたご意見に留意して機関評価基準の見直しの検討を進めるとともに、住宅・社会資

本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そして将来にわたって安

全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指して研究を進めて参りたい。

ー 3 ーー 2 ー



第２章 令和３年度国土技術政策総合研究所研究評価委員会及びその結果 

本章は、令和 3 年度国土技術政策総合研究所研究評価委員会における議事内容並びに委員長及

び各委員からいただいた意見についてとりまとめたものである。 

１ 開催日及び出席委員  

令和 3 年 12 月 15 日に研究評価委員会を開催し、角委員長並びに有吉委員、伊香賀委員、石

山委員、大口委員、古関委員、谷口委員及び兵藤委員にご出席いただいた。 

２ 議事内容 

国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則に基づき、令和 3 年度に分科会にて実施し

た研究開発課題の評価結果に関する報告を行った。 

また、令和 5 年度実施予定の機関評価に向けて、国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研

の今後の活動の方向性や情勢の変化に鑑みた機関評価基準の見直し等に関する意見をいただい

た。 

３ 研究評価委員会の結果 

委員長よりいただいた総括意見、委員よりいただいた主な意見は以下のとおりである。 

（総括意見） 

 これまでの国総研の活動については、平成 30 年に設定した機関評価基準に基づき、社会ニ

ーズに的確に対応した形で、適切に実施されていると評価する。

 新たな技術展開を目指し新たな政策の創出につなげるために、省庁間連携や産学官連携など、

分野横断的な連携を幅広く実施しているかを評価することを、評価基準として更に強化され

たい。

 実験施設について、評価基準の本文においては利活用と適切な管理に留まっているが、研究

所の基盤となるものであるため、社会ニーズを踏まえ、新設や更新も進められたい。

 新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや大規模災害のような危機に際しても、機

関としてのＢＣＰをしっかりと実施されたい。

 超長期的な視点でどのように研究を進めていくかについて評価基準に取り込むことを検討さ

れたい。評価基準の中で「将来的」との記載はあるが、もう少し明確になるよう工夫された

い。

 地方整備局のニーズを踏まえたデータ活用技術やＴＥＣ―ＦＯＲＣＥでの経験等を、国総研

として集約して現場にフィードバックするという役割について、評価基準の中で更に明確に

することを検討されたい。

（主な意見） 

 テーマとして取り組む際のリスクを含めた重要性、緊急性を評価し、メリハリの効いた取組

として欲しい。これからの日本で顕在化するだろう課題、将来予測を元にテーマに重み付け

ー 2 ー

を行い、スケジュールや予算、人材確保の判断材料としてはどうか。 

 国土交通行政で扱う社会インフラは 100 年あるいはそれ以上のオーダーで行う必要があるも

のである。そのため、ＤＸの推進やカーボンニュートラルの実現などをただ追うだけではな

く、長い目で見たときに、これらがどのような意味を持つかを大所高所から考えることが重

要であるとともに、先読みをした研究も評価されるような評価基準が必要と考える。

 国土強靱化に向けたテーマなど緊急性を要するテーマに関しては、研究成果をどのタイミン

グで社会実装するかという目標が重要である。同様に、カーボンニュートラルの実現につい

ては 2050 年と期限が打ち出されているが、その実現に向けて、いつまでに何をしないとい

けないのかを明確にすべきと考える。

 地方整備局などの現場では様々な課題を抱えている。実態は現場にあるので、課題解決に向

けどのような形で国総研が支えるかが重要と考える。

 ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動を通して得られた現場経験等を、国総研が集約して一般化し、現

場にフィードバックするというような役割も重要と考える。

 旧土木研究所以来、戦後高度成長期に研究、開発、試験してきた過去の資料データをデジタ

ルアーカイブ化し、国民の資産、人類の資産としてオープンデータ化することで様々な発見

が出てくると考える。

 ＤＸの推進には産学官の連携が重要、特に民間の技術を取り込むことが重要であるため、民

間の技術研究所等との交流の活発化が必要と考える。

 機関連携に加えて人材交流も重要かつ効果的と考える。大学では、客員、特任、併任ポスト

など多様な人事制度を運用しているので、参考にしてはどうか。

 研究方針に記載されている「先人の研究蓄積や経験・ノウハウを伝承」に関して、それを伝

承できるような、長期間在籍し多くの災害現場で調査等の経験を積んだ「コア」となる人材

を育成できているかどうかも評価軸の一つになると考える。

 国際活動について、過年度の研究評価委員会での意見を踏まえたものになりつつあると評価

できる。

いただいたご意見に留意して機関評価基準の見直しの検討を進めるとともに、住宅・社会資

本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そして将来にわたって安

全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指して研究を進めて参りたい。

ー 3 ーー 3 ー



ー 4 ー

 

 

 

資料 

令和 3年度 国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

議事次第・会議資料 
 

ー 4 ー



ー 4 ー

 

 

 

資料 

令和 3年度 国土技術政策総合研究所研究評価委員会 

議事次第・会議資料 
 



 
 

令令和和３３年年度度  国国土土技技術術政政策策総総合合研研究究所所研研究究評評価価委委員員会会  
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２．本日の議事について 

３．議事 

１）令和３年度研究評価委員会分科会の評価結果報告 

＜説明 10分、部会主査・質疑応答 20分＞ 

２）機関評価基準の見直しにむけた検討 

＜説明 35分、質疑応答 35分＞ 
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本本日日のの議議事事ににつついいてて  
  

  

  

１１．．本本日日のの議議事事ににつついいてて  

１）令和３年度研究評価委員会分科会の評価結果報告 

２）機関評価基準の見直しに向けた検討 
  

  

２２．．令令和和３３年年度度研研究究評評価価委委員員会会分分科科会会のの評評価価結結果果報報告告（（資資料料２２））  

 国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則に基づき、令和３年度に分科会にて

実施した研究開発課題の評価結果に関する報告を行います。 

 
  

３３．．国国総総研研全全体体のの研研究究・・活活動動にに対対すするる評評価価（（資資料料３３））  

令和５年度実施予定の機関評価に向けて、国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研

の今後の活動の方向性や情勢の変化に鑑みた機関評価基準の見直しに関するご意見・ご

助言等をお願いします。 

 

 

４４．．本本日日のの議議事事のの進進行行 

１）令和３年度研究評価委員会分科会の評価結果報告（30分） 

資料の説明：10分、部会主査・質疑応答：20分 

２）機関評価基準の見直しにむけた検討（70分） 

資料の説明：35分、質疑応答：35分 

３）講評（5分） 

 

 

５５．．結結果果ののととりりままととめめ及及びび公公表表  

評価委員会の結果は審議内容、コメントシート等をもとに、後日とりまとめ、議事

録とともに公表する。 

なお、議事録における発言者名については個人名を記載せず、「委員長」、「委員」、

「事務局」、「国総研」等として表記する。 

資料１ 
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1

研研究究評評価価委委員員会会

第第一一部部会会（（土土木木分分野野）） 第第二二部部会会（（建建築築分分野野）） 第第三三部部会会（（港港湾湾・・空空港港分分野野））

○○ 「「事事項項立立てて研研究究課課題題」」ににつついいてて必必要要性性、、効効率率性性、、有有効効性性のの観観点点かからら研研究究評評価価（（事事前前・・終終了了時時・・
追追跡跡））をを実実施施

○○ 平平成成2288年年度度よよりり研研究究のの質質のの向向上上やや国国総総研研のの研研究究内内容容のの周周知知等等をを目目的的にに意意見見交交換換（（中中間間報報告告、、
評評価価対対象象外外案案件件））をを導導入入

研究評価委員会の構成・役割分担

○○ 研研究究開開発発のの実実施施・・推推進進面面とと機機関関運運営営面面かからら過過去去５５年年分分のの
取取組組をを国国土土交交通通省省研研究究開開発発評評価価指指針針にに基基づづきき評評価価

ⅠⅠ  研研究究開開発発のの実実施施・・推推進進面面
研究開発機関等が実施・推進した研究開発の実績に加え、災害対

応等の社会活動等への貢献、産学官連携活動、標準化、基準化や政
策・施策への寄与等に関連する活動の評価を行う。

ⅡⅡ  機機関関運運営営面面
研究目的・目標の達成や研究開発環境の整備等のためにどのよう

な運営を行ったかについて、各研究開発機関等の設置目的等に即し
て適切に評価項目を選定し効率性の観点も重視しつつ評価を行う。

○○ 機機関関評評価価基基準準※※11にに基基づづいいたた国国
総総研研全全体体のの研研究究・・活活動動をを評評価価

○○ 機機関関評評価価基基準準のの検検討討

機関評価（５年に１度） 毎年度の研究・活動の評価
（機関評価の年以外）

研研究究評評価価委委員員会会 分分科科会会

評価結果の報告

※1 平成30年度機関評価では、研
究方針を基に新たな基準を作成し
た。

2

国総研研究評価委員会の⽬的・役割

• 国の研究開発評価に関する大綱的指針等に基づき、機関等の評価を実施する。
（５年に１度．次回は令和５年度．）

• 国総研研究評価委員会設置規則に基づき、分科会で評価する研究開発課題に
ついて報告をうける。（毎年）

• 国総研の活動等について評価を行う。（機関評価の年以外）

目目的的・・役役割割

・事項立て研究課題
の事前評価 等

・前年度補正予算に
より実施している研究
課題についての意見
交換

上上期期分分科科会会
［［7月月］］

研研究究評評価価委委員員会会本本委委員員会会
［［12月月］］

・事項立て研究課題
の終了時評価

下下期期分分科科会会
［［10､､11月月］］

・分科会の評価結果報告

・機関評価基準の検討

＜＜令令和和３３年年度度ののススケケジジュューールル＞＞

・委員長の選任
・分科会主査の指名

・研究評価委員会について

研研究究評評価価委委員員会会本本委委員員会会
［［6月月］］

※ 評価結果は報告書や議事録等により公表
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［［12月月］］

・事項立て研究課題
の終了時評価

下下期期分分科科会会
［［10､､11月月］］

・分科会の評価結果報告

・機関評価基準の検討

＜＜令令和和３３年年度度ののススケケジジュューールル＞＞

・委員長の選任
・分科会主査の指名

・研究評価委員会について

研研究究評評価価委委員員会会本本委委員員会会
［［6月月］］

※ 評価結果は報告書や議事録等により公表
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○平成30年度の機関評価を振り返り、次期機関評価への計画的な本委員会の運営が必要。

○令和元、２年度の本委員会は、平成30年度機関評価で作成した「機関評価基準」を基に議論。

○中間年度である3年目には必要に応じて、評価基準の見直しを検討。

○分科会で評価した研究開発課題の結果を本委員会に報告

研究評価委員会の進め⽅

機機関関評評価価をを踏踏ままええたた研研究究評評価価委委員員会会のの進進めめ方方

機機関関評評価価基基準準 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧

平平成成3300年年度度 平成25年度～平成29年度を対象とした機関評価

令令和和元元年年度度 〇 〇 〇 〇

令令和和２２年年度度 〇 〇 〇 〇

令令和和３３年年度度 必要に応じて、情勢の変化に鑑みた評価基準の見直しを検討

令令和和４４年年度度 機関評価に向けて必要な事項を議論（機関評価に向けた準備期間）

令令和和５５年年度度 平成30年度～令和４年度を対象とした機関評価

①～④ ：研究開発の実施・推進面 ⑤～⑧ ：機関運営面

3

（参考）機関評価について

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「国土交通省研究開発評価指針」等を踏まえ、公正かつ透明性のあ
る研究開発評価を行い、評価結果を研究活動、研究体制の整備・運営等に的確に反映することを目的とする。

１１ 評評価価のの目目的的

令和5年度の研究開発評価においては、平成30年度から令和4年度までを対象として、「研究開発機関等の
評価」を実施する。

２２ 評評価価のの対対象象

平成29年11月に改訂した「国土技術政策総合研究所研究方針」を参考とし、外部評価委員からの意見を踏

まえて設定した８つの評価基準に沿って、国土技術政策総合研究所の研究・活動の軸としている考え方や具
体的な内容を説明し、委員長及び各委員から受けた意見及び評価を踏まえ、自ら評価を行った。

３３ 評評価価のの方方法法（（平平成成30年年度度のの実実績績））

機機関関評評価価基基準準（（平平成成３３００年年度度））

研究開発の
実施・推進面

① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化

③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援

④ 政策形成の技術的基盤となる、データの収集・分析・管理、社会への還元

機関運営面 ⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

⑥ 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成

⑦ 住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信 4
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１）令和３年度研究評価委員会分科会の
評価結果報告

資料２

1

研究開発課題の評価について①

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、外部の専門家による客観性と正当性を確保した研究評
価を行い、評価結果を研究の目的、計画の見直し等へ反映することを目的としている。

１１ 評評価価のの目目的的

事前評価：事項立て研究課題について研究実施前（原則、研究開始の前年度）に評価を実施。
中間評価：研究機関が５年以上の研究課題について、３年程度の間隔で評価を実施。
終了時評価：事項立て研究課題について研究終了後（原則、研究終了の翌年度）に評価を実施。
追跡調査：国費投入額の大きい主要な研究課題について、終了時評価の３年後に評価を実施。

２２ 評評価価のの対対象象、、時時期期

評価項目 ： 研究実施の可否

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 開始前に実施の必要性、目標や計画の妥当性等を把握し、予算等の資源配分の意思決定等を行うために実施

３３ 評評価価のの観観点点、、ねねららいい

事事前前評評価価（（事事項項立立てて研研究究課課題題））

意見交換の項目： 補正予算課題は予算要求前の時間が限られていることから、予算成立後の上半期分科会の場で、より良い
研究を実施するために、意見交換を行う。

意見交換の観点： 効率性（計画・実施体制の妥当性等）、有効性（新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育
成等）

意見交換の性質： 研究の取組状況、実施計画、課題の位置付け等について紹介した上で、これらについての委員からの意見
を研究計画等に反映し、よりよい研究を実施する。

補補正正予予算算課課題題のの事事前前評評価価にに代代わわるる意意見見交交換換

2
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○平成30年度の機関評価を振り返り、次期機関評価への計画的な本委員会の運営が必要。

○令和元、２年度の本委員会は、平成30年度機関評価で作成した「機関評価基準」を基に議論。

○中間年度である3年目には必要に応じて、評価基準の見直しを検討。

○分科会で評価した研究開発課題の結果を本委員会に報告

研究評価委員会の進め⽅

機機関関評評価価をを踏踏ままええたた研研究究評評価価委委員員会会のの進進めめ方方

機機関関評評価価基基準準 ①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧

平平成成3300年年度度 平成25年度～平成29年度を対象とした機関評価

令令和和元元年年度度 〇 〇 〇 〇

令令和和２２年年度度 〇 〇 〇 〇

令令和和３３年年度度 必要に応じて、情勢の変化に鑑みた評価基準の見直しを検討

令令和和４４年年度度 機関評価に向けて必要な事項を議論（機関評価に向けた準備期間）

令令和和５５年年度度 平成30年度～令和４年度を対象とした機関評価

①～④ ：研究開発の実施・推進面 ⑤～⑧ ：機関運営面

3

（参考）機関評価について

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」、「国土交通省研究開発評価指針」等を踏まえ、公正かつ透明性のあ
る研究開発評価を行い、評価結果を研究活動、研究体制の整備・運営等に的確に反映することを目的とする。

１１ 評評価価のの目目的的

令和5年度の研究開発評価においては、平成30年度から令和4年度までを対象として、「研究開発機関等の
評価」を実施する。

２２ 評評価価のの対対象象

平成29年11月に改訂した「国土技術政策総合研究所研究方針」を参考とし、外部評価委員からの意見を踏

まえて設定した８つの評価基準に沿って、国土技術政策総合研究所の研究・活動の軸としている考え方や具
体的な内容を説明し、委員長及び各委員から受けた意見及び評価を踏まえ、自ら評価を行った。

３３ 評評価価のの方方法法（（平平成成30年年度度のの実実績績））

機機関関評評価価基基準準（（平平成成３３００年年度度））

研究開発の
実施・推進面

① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化

③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援

④ 政策形成の技術的基盤となる、データの収集・分析・管理、社会への還元

機関運営面 ⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

⑥ 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成

⑦ 住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信 4
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１）令和３年度研究評価委員会分科会の
評価結果報告

資料２

1

研究開発課題の評価について①

「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、外部の専門家による客観性と正当性を確保した研究評
価を行い、評価結果を研究の目的、計画の見直し等へ反映することを目的としている。

１１ 評評価価のの目目的的

事前評価：事項立て研究課題について研究実施前（原則、研究開始の前年度）に評価を実施。
中間評価：研究機関が５年以上の研究課題について、３年程度の間隔で評価を実施。
終了時評価：事項立て研究課題について研究終了後（原則、研究終了の翌年度）に評価を実施。
追跡調査：国費投入額の大きい主要な研究課題について、終了時評価の３年後に評価を実施。

２２ 評評価価のの対対象象、、時時期期

評価項目 ： 研究実施の可否

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 開始前に実施の必要性、目標や計画の妥当性等を把握し、予算等の資源配分の意思決定等を行うために実施

３３ 評評価価のの観観点点、、ねねららいい

事事前前評評価価（（事事項項立立てて研研究究課課題題））

意見交換の項目： 補正予算課題は予算要求前の時間が限られていることから、予算成立後の上半期分科会の場で、より良い
研究を実施するために、意見交換を行う。

意見交換の観点： 効率性（計画・実施体制の妥当性等）、有効性（新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育
成等）

意見交換の性質： 研究の取組状況、実施計画、課題の位置付け等について紹介した上で、これらについての委員からの意見
を研究計画等に反映し、よりよい研究を実施する。

補補正正予予算算課課題題のの事事前前評評価価にに代代わわるる意意見見交交換換
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研究開発課題の評価について②
３３ 評評価価のの観観点点、、ねねららいい

追追跡跡調調査査

終終了了時時評評価価

評価項目 ： 研究の実施方法と体制の妥当性、目標の達成度

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 終了時に目標の達成状況や成果の内容等を把握し、その後の研究発展への活用等を行うために実施

評価項目 ： 成果の反映状況

評価の観点： 成果の直接的な反映状況、成果の直接的な反映以外の波及効果や副次的効果、次の研究への貢献度、達成
出来なかった原因の考察・整理、終了時評価時での課題への対応

評価の性質： 終了後に一定時間経過してから副次的成果や波及効果等の把握、過去の評価の妥当性の検証等を行い、そ
の結果を次の研究開発課題の検討や評価の改善等に活用するために実施

予算要求 研究実施期間

事前評価 （中間評価）
終了時評価 （追跡調査）

■研究開発課題の事前、中間、終了時評価、追跡調査までの主な流れ

中中間間評評価価

評価項目 ： 計画変更の要否の確認

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 情勢の変化や進捗状況等を把握し、その中断・中止を含めた計画変更の要否の確認等を行うために実施

意見交換補正予
算課題

当初予
算課題

3

第一部会（土木分野）
終了時評価 ：令和3年 7月 8日

4

※★は、当日出席された各委員の評価結果を表す。

課題
番号 担当部

　１　適切であった ★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★

　２　目標を達成できた ★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

2
重要インフラの即時被害検知・強震モ
ニタリングシステムの開発
（H３０～R１）

道路構造物
研究部

研究課題名（研究期間） 評価結果研究開発の概要

1
インフラ等の液状化被害推定手法の
高精度化
（H３０～R２）

企画部

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

３次元地盤構造モデルによる高精度液状化被
害評価手法の開発

①３次元地盤構造モデルの試作
②モデル作成手法とインフラ被害リスク評価手
法の提案
③３次元地盤構造モデルデータ可視化・共有シ
ステム構築

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

重要インフラの地震被害の早期把握、また、構
造物の設計法・対策法の高度化・合理化に貢献
するデータの取得を目的に、 重要インフラの地
震時の即時被害検知及びインフラ全体の挙動
データの取得が可能な即時被害検知・強震モニ
タリングシステムを開発した。
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第一部会（土木分野）
終了時評価：令和3年11月 2日

5

　１　適切であった ★★★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

　２　目標を達成できた ★★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった ★

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度4

避難・水防に即応可能な情報伝達の
ための決壊覚知・氾濫実況予測に関
する研究
（R１～R２）

河川研究部

河川・氾濫状況に関する信頼性の高い情報に
裏付けされた国河川管理者による助言により、
水防災意識社会の再構築、流域治水の推進に
寄与し、逃げ遅れゼロを達成することを目標とし
て、1)決壊・氾濫発生を捉える解析法の構築、お
よび2)解析情報の提供(インターフェース)の提案
を行った。

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

3
下水道管路を対象とした総合マネジメ
ントに関する研究
（H３０～R２）

下水道研究部 目標の達成度

研究の実施方法と体制の妥当性下水道管路ストックは、令和元年度末時点で約
48万kmと膨大になり、老朽化等に起因する道路
陥没は年間約2,900 件発生している。地方公共
団体の下水道職員数が減少し、人口減少による
下水道使用料収入の減少等、財政状況も厳しく
なる中、より効率的な管路の点検・調査や管路
管理に係るコストの最適化が必要である。本研
究では、効率的かつ実効性のある管路マネジメ
ントサイクルの構築に向け、管材の種類等の状
況に応じた点検・調査技術の効率的な選定手法
を提示するとともに、蓄積された維持管理情報を
活用した、効率的な修繕・改築工法の選定手法
を提示した。

第一部会（土木分野）

6

終了時評価：令和3年11月 2日

課題
番号 担当部

　１　適切であった ★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★

　２　目標を達成できた ★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

5
大規模地震に起因する土砂災害のプ
レアナリシス手法の開発
（H３０～R２）

土砂災害研究部

6
洗掘の被害を受ける可能性が高い道
路橋の抽出と改造マニュアルの開発
（R１～R２）

道路構造物
研究部

地形、地盤条件、地震動の条件から大規模な斜
面崩壊発生の危険性が評価できる手法を構築
し、想定地震における大規模な斜面崩壊を含む
斜面崩壊の発生状況を事前に推定することがで
きる手法を構築した。

令和元年には台風により道路橋が洗掘被害を
受けた。そこで、特別な計算を行うことなく、河川
条件や道路橋の構造の特徴から危険度の高い
橋梁を安全側に抽出する方法の提案や、既設
橋梁を出来るだけ架け替えず、活用した形で水
害危険度を下げる、現位置での改造方法の提
案を行うための研究を実施した。
（研究開始後、令和２年の水害も考慮し、流失被
害も対象に加えた）

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要 評価結果

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

ー 11 ーー 10 ー



研究開発課題の評価について②
３３ 評評価価のの観観点点、、ねねららいい

追追跡跡調調査査

終終了了時時評評価価

評価項目 ： 研究の実施方法と体制の妥当性、目標の達成度

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 終了時に目標の達成状況や成果の内容等を把握し、その後の研究発展への活用等を行うために実施

評価項目 ： 成果の反映状況

評価の観点： 成果の直接的な反映状況、成果の直接的な反映以外の波及効果や副次的効果、次の研究への貢献度、達成
出来なかった原因の考察・整理、終了時評価時での課題への対応

評価の性質： 終了後に一定時間経過してから副次的成果や波及効果等の把握、過去の評価の妥当性の検証等を行い、そ
の結果を次の研究開発課題の検討や評価の改善等に活用するために実施

予算要求 研究実施期間

事前評価 （中間評価）
終了時評価 （追跡調査）

■研究開発課題の事前、中間、終了時評価、追跡調査までの主な流れ

中中間間評評価価

評価項目 ： 計画変更の要否の確認

評価の観点： 必要性（科学的・技術的意義、社会的・経済的意義、目的の妥当性等）、効率性（計画・実施体制の妥当性等）、
有効性（目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の育成等）

評価の性質： 情勢の変化や進捗状況等を把握し、その中断・中止を含めた計画変更の要否の確認等を行うために実施

意見交換補正予
算課題

当初予
算課題

3

第一部会（土木分野）
終了時評価 ：令和3年 7月 8日

4

※★は、当日出席された各委員の評価結果を表す。

課題
番号 担当部

　１　適切であった ★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★

　２　目標を達成できた ★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

2
重要インフラの即時被害検知・強震モ
ニタリングシステムの開発
（H３０～R１）

道路構造物
研究部

研究課題名（研究期間） 評価結果研究開発の概要

1
インフラ等の液状化被害推定手法の
高精度化
（H３０～R２）

企画部

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

３次元地盤構造モデルによる高精度液状化被
害評価手法の開発

①３次元地盤構造モデルの試作
②モデル作成手法とインフラ被害リスク評価手
法の提案
③３次元地盤構造モデルデータ可視化・共有シ
ステム構築

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

重要インフラの地震被害の早期把握、また、構
造物の設計法・対策法の高度化・合理化に貢献
するデータの取得を目的に、 重要インフラの地
震時の即時被害検知及びインフラ全体の挙動
データの取得が可能な即時被害検知・強震モニ
タリングシステムを開発した。
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第一部会（土木分野）
終了時評価：令和3年11月 2日

5

　１　適切であった ★★★★★★

　２　概ね適切であった ★★

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

　２　目標を達成できた ★★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった ★

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度4

避難・水防に即応可能な情報伝達の
ための決壊覚知・氾濫実況予測に関
する研究
（R１～R２）

河川研究部

河川・氾濫状況に関する信頼性の高い情報に
裏付けされた国河川管理者による助言により、
水防災意識社会の再構築、流域治水の推進に
寄与し、逃げ遅れゼロを達成することを目標とし
て、1)決壊・氾濫発生を捉える解析法の構築、お
よび2)解析情報の提供(インターフェース)の提案
を行った。

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

3
下水道管路を対象とした総合マネジメ
ントに関する研究
（H３０～R２）

下水道研究部 目標の達成度

研究の実施方法と体制の妥当性下水道管路ストックは、令和元年度末時点で約
48万kmと膨大になり、老朽化等に起因する道路
陥没は年間約2,900 件発生している。地方公共
団体の下水道職員数が減少し、人口減少による
下水道使用料収入の減少等、財政状況も厳しく
なる中、より効率的な管路の点検・調査や管路
管理に係るコストの最適化が必要である。本研
究では、効率的かつ実効性のある管路マネジメ
ントサイクルの構築に向け、管材の種類等の状
況に応じた点検・調査技術の効率的な選定手法
を提示するとともに、蓄積された維持管理情報を
活用した、効率的な修繕・改築工法の選定手法
を提示した。

第一部会（土木分野）

6

終了時評価：令和3年11月 2日

課題
番号 担当部

　１　適切であった ★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★

　２　目標を達成できた ★★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

　１　適切であった ★★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★

　２　目標を達成できた ★★★★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

5
大規模地震に起因する土砂災害のプ
レアナリシス手法の開発
（H３０～R２）

土砂災害研究部

6
洗掘の被害を受ける可能性が高い道
路橋の抽出と改造マニュアルの開発
（R１～R２）

道路構造物
研究部

地形、地盤条件、地震動の条件から大規模な斜
面崩壊発生の危険性が評価できる手法を構築
し、想定地震における大規模な斜面崩壊を含む
斜面崩壊の発生状況を事前に推定することがで
きる手法を構築した。

令和元年には台風により道路橋が洗掘被害を
受けた。そこで、特別な計算を行うことなく、河川
条件や道路橋の構造の特徴から危険度の高い
橋梁を安全側に抽出する方法の提案や、既設
橋梁を出来るだけ架け替えず、活用した形で水
害危険度を下げる、現位置での改造方法の提
案を行うための研究を実施した。
（研究開始後、令和２年の水害も考慮し、流失被
害も対象に加えた）

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要 評価結果

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（6課題）

ー 11 ーー 11 ー



研究成果 研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

（終了時） 下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究
（下水道研究部：平成３０～令和２年度）

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

点検・調査技術等の選定方法について、地方公共団
体にとってより分かりやすい形で技術資料等を整理さ
れることを期待する。

地方公共団体が詳細を把握、分析するための技術
開発（GISや位置情報等を用いた管理）も重要と考
える。

7

①① 管管材材のの種種類類ななどどにに応応じじたた点点検検調調査査技技術術のの選選定定手手法法

のの開開発発
• 下水道管きょ劣化データベースの充実、劣化傾向の分析、

健全率予測式の作成

• 点検・調査技術を体系化

• 施設の重要度に応じた点検・調査頻度の設定手法を提示

• 管種に応じた効率的な点検・調査技術の選定手法を提示

（スクリーニング技術適用による見落としリスクの考慮）

• ケーススタディによりスクリーニング調査導入効果および社

会情勢変化の影響を評価

②②維維持持管管理理情情報報のの活活用用にによよるる修修繕繕・・改改築築工工法法のの選選定定手手

法法のの開開発発
• 修繕・改築工法の実態把握、工法選定に必要な情報の整理

• 維持管理情報に基づく修繕・改築工法の選定手法を提示

Step③
2回目以降の頻度は、前回の点検調査
結果もしくは対策に応じ設定。

例えば、1回目の点検調査の結果、改
築を実施した場合、2回目の調査点検
時期は、1回目と同様の時期とする。

施施設設のの重重要要度度にに応応じじたた点点検検・・調調査査頻頻度度のの設設定定方方法法

研究成果 研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

（終了時） 大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の開発
（土砂災害研究部：平成３０～令和２年度）

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

崩壊土砂量やその範囲、また、その復旧に要する期
間等、現場の対策につながる詳細な解析や検討を期
待する。

降下火山灰のある地区では大被害が生じる可能性
が高く、社会的にも重要な課題であるため、検討
の深度化が望まれる。

8

想想定定地地震震ににおおけけるる大大規規模模なな斜斜面面崩崩壊壊をを含含むむ斜斜面面崩崩壊壊のの

発発生生状状況況をを事事前前にに推推定定すするるここととががででききるる手手法法のの開開発発
• 地震による斜面崩壊の発生状況を事前に推定することがで

きる手法（斜面勾配と地震動の強さを指標とした崩壊面積率

推定式）を開発

• 素因の観点から見た大規模斜面崩壊発生のおそれのある地

域・箇所の抽出手法を開発

←崩壊面積に影響を与える条件（比抵抗値、起伏量）の階級

ごとに崩壊規模の確率密度を分析

• 誘因の観点から見た大規模斜面崩壊発生のおそれのある地

震のタイプ・地域の抽出手法を開発

←大規模崩壊を含む土砂災害が多発するような地震（多発

地震）と土砂災害がほとんど発生しない地震（非多発地震）の

加速度応答スペクトルの違いを比較

熊本地震を対象として作成した崩壊面積率推定式

分類 崩壊⾯積率推定式
溶岩・⽕砕岩
（キャップロック崩壊 or ⻲裂質地⼭崩壊）
先阿蘇⽕⼭岩類
（強⾵化地⼭崩壊）
崖錐・扇状地堆積物
（参考）

���𝑃𝑃 � 0�0�4�𝐼𝐼 � 0�000�𝑎𝑎 � 4���4�
���𝑃𝑃 � 0�0�0�𝐼𝐼 � 0�00�4𝑎𝑎 � 4���40

���𝑃𝑃 � 0�00��𝐼𝐼 � 0�00�4𝑎𝑎 � �����4（40°未満）���𝑃𝑃 � 0�0�4�𝐼𝐼 � 0�00�0𝑎𝑎 � 4���04（40°以上）

𝑃𝑃：崩壊面積率， 𝐼𝐼：斜面勾配，𝑎𝑎：最大加速度

【新たな知見】
崩壊面積率という定量的な数値で危険度を把握できる手法を開発
また、他地域においても一定の精度で適用できる推定手法の開発が

できた

多発地震と非多発地震の
加速度応答スペクトル比較

※加速度応答スペクトル
（ N‐S方向）

※加速度応答スペクトル
（ E‐W方向）

※加速度応答スペクトル
（ U‐D方向）
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第二部会（建築分野） 事前評価 ：令和3年 7月15日

9

課題
番号 担当部

　１　実施すべき ★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

　１　実施すべき ★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

実施の可否

2050 年カーボンニュートラル化の実現には、既
存オフィスビル等の省エネ改修の促進が必要不
可欠である。設備の運用実態等を診断して適切
な改修設計をすれば大幅な省エネ化が期待で
きるが、現状では診断・設計手法が未確立で基
準等がなく実施されていない。そこで、本研究で
は、既存オフィスビル等の改修時に活用可能な
現況診断法や改修設計法に関わる技術指針及
び改修の費用対効果を予測するツールの開発
を行う。

評価結果

令和4年度新規研究課題の事事前前評価（2課題）

8

既存オフィスビル等の省エネ化に向け
た現況診断に基づく改修設計法に関
する研究
（R４～R６）

住宅研究部

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要

7

RC造マンションの既存住宅状況調査
等の効率化に向けたデジタル新技術
の適合性評価基準の開発
（R４～R６）

建築研究部

実施の可否

既存住宅の取引時に劣化状況や不具合の有無
を確認する「既存住宅状況調査（インスペクショ
ン）」や「既存住宅に係る瑕疵保険」の現場検査
について、供用期間が長く流通量の多いＲＣ造
マンションを対象とし、開発の進むデジタル新技
術の適正な導入の促進により調査の効率化及
び精度向上を図るための適合性評価基準等を
開発する。

第二部会（建築分野） 終了時評価 ：令和3年10月28日

10
ー 13 ーー 12 ー



研究成果 研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

（終了時） 下水道管路を対象とした総合マネジメントに関する研究
（下水道研究部：平成３０～令和２年度）

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

点検・調査技術等の選定方法について、地方公共団
体にとってより分かりやすい形で技術資料等を整理さ
れることを期待する。

地方公共団体が詳細を把握、分析するための技術
開発（GISや位置情報等を用いた管理）も重要と考
える。

7

①① 管管材材のの種種類類ななどどにに応応じじたた点点検検調調査査技技術術のの選選定定手手法法

のの開開発発
• 下水道管きょ劣化データベースの充実、劣化傾向の分析、

健全率予測式の作成

• 点検・調査技術を体系化

• 施設の重要度に応じた点検・調査頻度の設定手法を提示

• 管種に応じた効率的な点検・調査技術の選定手法を提示

（スクリーニング技術適用による見落としリスクの考慮）

• ケーススタディによりスクリーニング調査導入効果および社

会情勢変化の影響を評価

②②維維持持管管理理情情報報のの活活用用にによよるる修修繕繕・・改改築築工工法法のの選選定定手手

法法のの開開発発
• 修繕・改築工法の実態把握、工法選定に必要な情報の整理

• 維持管理情報に基づく修繕・改築工法の選定手法を提示

Step③
2回目以降の頻度は、前回の点検調査
結果もしくは対策に応じ設定。

例えば、1回目の点検調査の結果、改
築を実施した場合、2回目の調査点検
時期は、1回目と同様の時期とする。

施施設設のの重重要要度度にに応応じじたた点点検検・・調調査査頻頻度度のの設設定定方方法法

研究成果 研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

（終了時） 大規模地震に起因する土砂災害のプレアナリシス手法の開発
（土砂災害研究部：平成３０～令和２年度）

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

崩壊土砂量やその範囲、また、その復旧に要する期
間等、現場の対策につながる詳細な解析や検討を期
待する。

降下火山灰のある地区では大被害が生じる可能性
が高く、社会的にも重要な課題であるため、検討
の深度化が望まれる。

8

想想定定地地震震ににおおけけるる大大規規模模なな斜斜面面崩崩壊壊をを含含むむ斜斜面面崩崩壊壊のの

発発生生状状況況をを事事前前にに推推定定すするるここととががででききるる手手法法のの開開発発
• 地震による斜面崩壊の発生状況を事前に推定することがで

きる手法（斜面勾配と地震動の強さを指標とした崩壊面積率

推定式）を開発

• 素因の観点から見た大規模斜面崩壊発生のおそれのある地

域・箇所の抽出手法を開発

←崩壊面積に影響を与える条件（比抵抗値、起伏量）の階級

ごとに崩壊規模の確率密度を分析

• 誘因の観点から見た大規模斜面崩壊発生のおそれのある地

震のタイプ・地域の抽出手法を開発

←大規模崩壊を含む土砂災害が多発するような地震（多発

地震）と土砂災害がほとんど発生しない地震（非多発地震）の

加速度応答スペクトルの違いを比較

熊本地震を対象として作成した崩壊面積率推定式

分類 崩壊⾯積率推定式
溶岩・⽕砕岩
（キャップロック崩壊 or ⻲裂質地⼭崩壊）
先阿蘇⽕⼭岩類
（強⾵化地⼭崩壊）
崖錐・扇状地堆積物
（参考）

���𝑃𝑃 � 0�0�4�𝐼𝐼 � 0�000�𝑎𝑎 � 4���4�
���𝑃𝑃 � 0�0�0�𝐼𝐼 � 0�00�4𝑎𝑎 � 4���40

���𝑃𝑃 � 0�00��𝐼𝐼 � 0�00�4𝑎𝑎 � �����4（40°未満）���𝑃𝑃 � 0�0�4�𝐼𝐼 � 0�00�0𝑎𝑎 � 4���04（40°以上）

𝑃𝑃：崩壊面積率， 𝐼𝐼：斜面勾配，𝑎𝑎：最大加速度

【新たな知見】
崩壊面積率という定量的な数値で危険度を把握できる手法を開発
また、他地域においても一定の精度で適用できる推定手法の開発が

できた

多発地震と非多発地震の
加速度応答スペクトル比較

※加速度応答スペクトル
（ N‐S方向）

※加速度応答スペクトル
（ E‐W方向）

※加速度応答スペクトル
（ U‐D方向）
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第二部会（建築分野） 事前評価 ：令和3年 7月15日

9

課題
番号 担当部

　１　実施すべき ★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

　１　実施すべき ★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

実施の可否

2050 年カーボンニュートラル化の実現には、既
存オフィスビル等の省エネ改修の促進が必要不
可欠である。設備の運用実態等を診断して適切
な改修設計をすれば大幅な省エネ化が期待で
きるが、現状では診断・設計手法が未確立で基
準等がなく実施されていない。そこで、本研究で
は、既存オフィスビル等の改修時に活用可能な
現況診断法や改修設計法に関わる技術指針及
び改修の費用対効果を予測するツールの開発
を行う。

評価結果

令和4年度新規研究課題の事事前前評価（2課題）

8

既存オフィスビル等の省エネ化に向け
た現況診断に基づく改修設計法に関
する研究
（R４～R６）

住宅研究部

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要

7

RC造マンションの既存住宅状況調査
等の効率化に向けたデジタル新技術
の適合性評価基準の開発
（R４～R６）

建築研究部

実施の可否

既存住宅の取引時に劣化状況や不具合の有無
を確認する「既存住宅状況調査（インスペクショ
ン）」や「既存住宅に係る瑕疵保険」の現場検査
について、供用期間が長く流通量の多いＲＣ造
マンションを対象とし、開発の進むデジタル新技
術の適正な導入の促進により調査の効率化及
び精度向上を図るための適合性評価基準等を
開発する。

第二部会（建築分野） 終了時評価 ：令和3年10月28日

10
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第二部会（建築分野） 終了時評価 ：令和3年10月28日

11

「「実実施施すすべべきき」」

研究内容

評価の結果

（住宅研究部：令和４～６年度）

既存オフィスビル等の省エネ化に向けた現況診断に基づく
改修設計法に関する研究

（事前）

① 時間や費用等の制約がある中で合

理的・効率的に現況診断を行う方

法を開発

② 設備だけでなく外皮を含めた建物

全体で、省エネ効果が最大となるよ

うに改修計画を立てる方法を開発

③ 改修の費用対効果を予測する公

平・中立的なツールを開発

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト 実実施施ににああたたっっててのの対対応応

建物の規模、築年数、構造、用途等による
違いを踏まえた検討をされたい。

様々な規模、築年数、構造、用途の建築物に対して、そ
の特徴の違いを踏まえたうえで、多くの建築物に適用可
能な改修設計法の開発を行う。

コスト面でボトルネックとなる建物外皮改修
の必要性を早い段階で判断できるような診
断フローとされたい。

現況診断法について、一次診断、二次診断等に分け、簡
易に行う一次診断で省エネポテンシャルの概算や外皮改
修の必要性を早い段階で判断できるように留意する。

12

【改修効果のイメージ】
現況調査に基づき再設計すれ
ば、合理的な追加投資で、より
大きな省エネ効果を得られる。

【省エネ改修設計法】
当初設計はオーバースペック
気味。改修時に適正化して大
幅な省エネ効果を実現。

ー 14 ー

（都市研究部：平成３０～令和２年度）

緑地等の都市環境改善効果の定量的評価手法に関する研究（終了時）

研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

研究成果

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

緑の種類（高木・中木・低木・下草等、特に雑
草や幹の苔）の判別と緑の質の計測・評価と
いった機能の拡充を期待する。

バイオフィリック評価への活用に向け、室内の
緑視率評価等への拡張も期待する。

①① 緑緑のの定定量量的的なな計計測測技技術術（（緑緑被被率率、、緑緑視視率率））のの高高度度化化
• 航空レーザ計測による緑の総量把握技術を開発

• 「AI緑視率調査プログラム」を開発

②② 緑緑地地等等のの多多面面的的効効果果（（延延焼焼遅遅延延効効果果、、景景観観向向上上効効

果果））のの評評価価技技術術のの開開発発
• 市街地火災における緑の延焼遅延効果をシミュレーションで

評価する手法を開発

• 心理的景観向上効果の評価技術（評価尺度）を開発

③③ ケケーーススススタタデディィにによよるる事事例例のの作作成成
• 地方公共団体を技術支援し、延焼遅延効果及び景観向上効

果に関する活用事例を作成

13

従来、人が画像編集ソフトを

使って塗り分けていた作業

を自動化（1枚あたり数時間）

→大大幅幅ななココスストト削削減減をを実実現現

ＡＡＩＩ
画像認識

AI緑緑視視率率調調査査ププロロググララムムのの開開発発 延延焼焼遅遅延延効効果果のの評評価価技技術術のの開開発発

シミュレーション
の条件設定

・計算領域の大きさ 東西 3.0km 、南北 3.25 km
・計算対象樹木 高さ1m以上かつ水平面積1㎡以上の樹木
・出火点の設定 250mメッシュ分割の中心近傍の木造建物156棟
・風の設定 ８風向×３風速 （0, 5, 10 [m/s ]）の 17 パターン

緑が全くない場合と2種類の緑の状況設定で、出
火点や風の設定を変えた２６５２通りの計算を行い、
出火棟数や焼損延べ床面積等の平均を求めた。

樹木緑被率：芝生等を含まない高さのある樹木（高さ
１ｍ以上等）のみの緑被率

第三部会（港湾・空港分野） 事前評価 ：令和3年 7月20日

14

課題
番号 担当研究部

　１　実施すべき ★★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

　１　実施すべき ★★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

実施の可否

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要 評価結果

令和4年度新規研究課題の事事前前評価（2課題）

13

脱炭素化の推進に向けた沿岸海洋保
全技術における炭素貯留効果を最大
化する手法の開発
（R４～R６）

沿岸海洋・防災
研究部

地球温暖化抑制として温室効果ガスの削減は
世界的な課題であり、様々な技術開発が必要で
ある。本研究では、沿岸生態系を活用した炭素
吸収源対策であるブルーカーボンの推進するた
め、有機物を多く含む浚渫土砂を活用し、造成
干潟・藻場全体での炭素貯留量の増大を目指
す。そこで本研究では、干潟・藻場造成に活用さ
れた浚渫土砂中の炭素の残存率が高く、ブルー
カーボン生態系による炭素貯留量が高い造成
干潟・藻場の造成方法を開発する。

14

効果的な維持管理に向けた既存港湾
施設のBIM/CIM構築手法に関する研
究
（R４～R６）

港湾研究部

実施の可否

老朽化する港湾施設が増大する中で適切な維
持管理を継続的に実施するため、BIM/CIMの導
入により維持管理の生産性を向上させる必要が
ある。本研究では、既存港湾施設を対象に、維
持管理に着目した BIM/CIMの要件（モデル詳細
度、属性情報等）を策定し、2次元図面や計測
データ等から既存港湾施設の BIM/CIMを効率
的に構築する手法を開発する。

ー 15 ーー 14 ー



第二部会（建築分野） 終了時評価 ：令和3年10月28日

11

「「実実施施すすべべきき」」

研究内容

評価の結果

（住宅研究部：令和４～６年度）

既存オフィスビル等の省エネ化に向けた現況診断に基づく
改修設計法に関する研究

（事前）

① 時間や費用等の制約がある中で合

理的・効率的に現況診断を行う方

法を開発

② 設備だけでなく外皮を含めた建物

全体で、省エネ効果が最大となるよ

うに改修計画を立てる方法を開発

③ 改修の費用対効果を予測する公

平・中立的なツールを開発

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト 実実施施ににああたたっっててのの対対応応

建物の規模、築年数、構造、用途等による
違いを踏まえた検討をされたい。

様々な規模、築年数、構造、用途の建築物に対して、そ
の特徴の違いを踏まえたうえで、多くの建築物に適用可
能な改修設計法の開発を行う。

コスト面でボトルネックとなる建物外皮改修
の必要性を早い段階で判断できるような診
断フローとされたい。

現況診断法について、一次診断、二次診断等に分け、簡
易に行う一次診断で省エネポテンシャルの概算や外皮改
修の必要性を早い段階で判断できるように留意する。

12

【改修効果のイメージ】
現況調査に基づき再設計すれ
ば、合理的な追加投資で、より
大きな省エネ効果を得られる。

【省エネ改修設計法】
当初設計はオーバースペック
気味。改修時に適正化して大
幅な省エネ効果を実現。

ー 14 ー

（都市研究部：平成３０～令和２年度）

緑地等の都市環境改善効果の定量的評価手法に関する研究（終了時）

研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成ででききたた」」

研究成果

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

緑の種類（高木・中木・低木・下草等、特に雑
草や幹の苔）の判別と緑の質の計測・評価と
いった機能の拡充を期待する。

バイオフィリック評価への活用に向け、室内の
緑視率評価等への拡張も期待する。

①① 緑緑のの定定量量的的なな計計測測技技術術（（緑緑被被率率、、緑緑視視率率））のの高高度度化化
• 航空レーザ計測による緑の総量把握技術を開発

• 「AI緑視率調査プログラム」を開発

②② 緑緑地地等等のの多多面面的的効効果果（（延延焼焼遅遅延延効効果果、、景景観観向向上上効効

果果））のの評評価価技技術術のの開開発発
• 市街地火災における緑の延焼遅延効果をシミュレーションで

評価する手法を開発

• 心理的景観向上効果の評価技術（評価尺度）を開発

③③ ケケーーススススタタデディィにによよるる事事例例のの作作成成
• 地方公共団体を技術支援し、延焼遅延効果及び景観向上効

果に関する活用事例を作成

13

従来、人が画像編集ソフトを

使って塗り分けていた作業

を自動化（1枚あたり数時間）

→大大幅幅ななココスストト削削減減をを実実現現

ＡＡＩＩ
画像認識

AI緑緑視視率率調調査査ププロロググララムムのの開開発発 延延焼焼遅遅延延効効果果のの評評価価技技術術のの開開発発

シミュレーション
の条件設定

・計算領域の大きさ 東西 3.0km 、南北 3.25 km
・計算対象樹木 高さ1m以上かつ水平面積1㎡以上の樹木
・出火点の設定 250mメッシュ分割の中心近傍の木造建物156棟
・風の設定 ８風向×３風速 （0, 5, 10 [m/s ]）の 17 パターン

緑が全くない場合と2種類の緑の状況設定で、出
火点や風の設定を変えた２６５２通りの計算を行い、
出火棟数や焼損延べ床面積等の平均を求めた。

樹木緑被率：芝生等を含まない高さのある樹木（高さ
１ｍ以上等）のみの緑被率

第三部会（港湾・空港分野） 事前評価 ：令和3年 7月20日

14

課題
番号 担当研究部

　１　実施すべき ★★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

　１　実施すべき ★★★★★★★

　２　一部修正して実施すべき

　３　再検討すべき

実施の可否

研究課題名（研究期間） 研究開発の概要 評価結果

令和4年度新規研究課題の事事前前評価（2課題）

13

脱炭素化の推進に向けた沿岸海洋保
全技術における炭素貯留効果を最大
化する手法の開発
（R４～R６）

沿岸海洋・防災
研究部

地球温暖化抑制として温室効果ガスの削減は
世界的な課題であり、様々な技術開発が必要で
ある。本研究では、沿岸生態系を活用した炭素
吸収源対策であるブルーカーボンの推進するた
め、有機物を多く含む浚渫土砂を活用し、造成
干潟・藻場全体での炭素貯留量の増大を目指
す。そこで本研究では、干潟・藻場造成に活用さ
れた浚渫土砂中の炭素の残存率が高く、ブルー
カーボン生態系による炭素貯留量が高い造成
干潟・藻場の造成方法を開発する。

14

効果的な維持管理に向けた既存港湾
施設のBIM/CIM構築手法に関する研
究
（R４～R６）

港湾研究部

実施の可否

老朽化する港湾施設が増大する中で適切な維
持管理を継続的に実施するため、BIM/CIMの導
入により維持管理の生産性を向上させる必要が
ある。本研究では、既存港湾施設を対象に、維
持管理に着目した BIM/CIMの要件（モデル詳細
度、属性情報等）を策定し、2次元図面や計測
データ等から既存港湾施設の BIM/CIMを効率
的に構築する手法を開発する。

ー 15 ーー 15 ー



第三部会（港湾・空港分野） 終了時評価 ：令和3年11月11日

15

課題
番号 担当研究部

　１　適切であった ★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★★★

　２　目標を達成できた ★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

評価結果研究概要研究課題名（研究期間）

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（1課題）

15
大規模地震時の港湾施設の即時被害
推定手法に関する研究
（H３０～R２）

港湾研究部

大規模地震発生直後に、広域に位置する多数
の港湾や係留施設の被害程度を短時間で推定
することができる手法（即時被害推定手法）に関
する基礎技術を確立した。

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト 実実施施ににああたたっっててのの対対応応

炭素残存率の定量化などについて、適切な算定手
法の確立をお願いしたい。

炭素残存率の定量化について、現地調査および
室内実験を通じて、適切な算定手法を検討する。

港湾毎に異なる浚渫土砂の性状など、炭素貯留効
果の結果を左右する不確定部分や要素を明確に
してほしい。

港湾毎に異なる浚渫土砂の性状や造成干潟・藻
場の構造など、炭素貯留効果に影響を及ぼす要
素を明確にすることに留意する。

「「実実施施すすべべきき」」

研究内容

評価の結果

（沿岸海洋・防災研究部：令和４～６年度）

脱炭素化の推進に向けた沿岸環境保全技術における炭素
貯留効果を最大化する手法の開発

沿岸生態系を活用した炭素吸収源対

策であるブルーカーボンの推進ため、

有機物を含む浚渫土砂を干潟・藻場

造成に活用し、炭素貯留量が高い造

成干潟・藻場の造成方法を開発する。

① 造成干潟・藻場に活用した浚渫土

砂中の炭素の残存率の算定

② 炭素残存率と諸条件の関係整理

③ 炭素貯留効果を考慮した造成干

潟・藻場の造成方法の開発

16

干潟・藻場のブルーカーボン効果
造成藻場全体における
炭素貯留効果の最大化を図る

浚浚渫渫土土砂砂にによよるる炭炭素素のの封封じじ込込めめ

CO2

藻場・干潟造成

浚渫土砂
の活用

覆砂

浚渫土砂の種類（有機物量，粒径） 覆砂・浚渫土砂界面
の水深と平均水面の関係

鉛直・水平方向の差（酸化還元電位等）

潜堤の透
水性

覆砂厚さ

地下
水の
有無

1‐3m 浚渫土砂

満潮時

干潮時

（（事事前前））

ー 16 ー

（終了時）大規模地震時の港湾施設の即時被害推定手法に関する研究
に関する研究 （港湾研究部：平成３０～令和２年度）

研究成果

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

他のパラメータを活用し解析手法を工夫することで、
被災の程度や構造形式ごとの被災の評価なども行え
るように、研究をさらに発展させることを期待する。

本研究成果をガイドラインやマニュアル等で整備し
て、広く普及させる方策についても検討されたい。

研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成すするるここととにに加加ええ、、
目目標標以以外外のの成成果果もも出出すすここととががででききたた」」

17

①① 基基本本情情報報のの整整理理

• 全国港湾の係留施設の基本諸元等を収集

• 全国港湾の地震動サイト特性を整理

②② 港港湾湾全全体体ととししててのの地地震震被被災災有有無無のの概概略略判判定定手手法法

• 速度PSI値を用いた港湾全体としての地震被災有無判定手法を構

築（地震フラジリティー・カーブ）

• 来襲地震動（観測）と過去地震・設計地震動のスペクトル比較

③③ 係係留留施施設設単単位位ででのの地地震震被被害害程程度度のの概概略略判判定定手手法法

• 係留施設単位で利用可否判断を行うための地震フラジリティー・カー

ブの試構築

• 地震観測点の波形から任意地点のPSI値を推定する手法を試構築

④④ 即即時時被被害害推推定定手手法法、、速速報報シシスステテムムのの概概念念設設計計

• 係留施設単位で利用可否判断を行うための地震フラジリティー・カー

ブの試構築

• 既存強震観測網のリアルタイムデータを利用したシステム概念設計

〇〇速速度度PPSSII値値＞＞5500
・・港港湾湾全全体体ととししてて，，甚甚大大なな被被害害発発生生
のの可可能能性性がが極極めめてて高高いい

〇〇2255＜＜速速度度PPSSII値値＜＜5500
・・港港湾湾全全体体ととししててみみたた場場合合、、被被害害発発
生生のの可可能能性性高高いい

〇〇1100＜＜速速度度PPSSII値値＜＜2255
・・港港湾湾全全体体ととししててみみたた場場合合、、何何ららかか
のの被被害害発発生生すするる可可能能性性あありり

〇〇速速度度PPSSII値値＜＜１１00
・・被被害害ななししのの可可能能性性がが極極めめてて高高いい

速度PSI値による被災有無判断基準
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港湾全体としての地震フラジリティー・カーブ

担担当当部部会会 評評価価 課課題題名名 担担当当

第一部会 終了時

下水処理場の応急復旧対応を再現可能な下水処理実験施設整備及び検討
下水道研究部

下水道管路の防災・減災技術の開発に関する実態調査

免疫性を考慮した降雨指標に応じた崩壊生産土砂量の予測に関する検討
土砂災害研究部

斜面・対策施設下部が全面的に水没した場合の崩壊危険度の評価手法の検討

3次元データに対応したWEB会議システムの開発
社会資本マネジメント

研究センター
施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に係る調査研究

ＩＣＴ施工推進に必要な技術基準類整備に係る調査研究

第二部会 終了時

地震を受けた拠点建築物の健全性迅速判定技術の開発 建築研究部

水害時の被災リスクを低減する既存戸建住宅の予防的改修方法に関する研究 住宅研究部

地方都市における都市機能の広域連携手法に関する研究 都市研究部

第三部会 終了時
沿岸域における環境保全技術の効果的活用のための評価手法の開発 沿岸海洋・防災研究部

コンテナ船の定時性向上に資するターミナル混雑度指標の開発 港湾研究部

令和４年度 研究評価委員会のスケジュールと
評価対象課題一覧 （予定）

※追跡調査対象課題：該当なし上記のほか、事前評価対象課題を追加予定。 18

・事項立て研究課題の事前評価 等

・令和３度補正予算により実施して
いる研究課題についての意見交換

上上期期分分科科会会［［7月月頃頃］］ 研研究究評評価価委委員員会会本本委委員員会会［［12月月頃頃］］

・事項立て研究課の終了時評価

下下期期分分科科会会［［10､､11月月頃頃］］

・分科会の評価結果報告

・機関評価に向けて必要な事項を
議論

＜＜ススケケジジュューールル＞＞

＜＜評評価価対対象象課課題題一一覧覧＞＞
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第三部会（港湾・空港分野） 終了時評価 ：令和3年11月11日

15

課題
番号 担当研究部

　１　適切であった ★★★★★★

　２　概ね適切であった

　３　やや適切でなかった

　４　適切でなかった

　１　目標を達成することに加え、
　目標以外の成果も出すことができた

★★★★

　２　目標を達成できた ★★

　３　あまり目標を達成できなかった

　４　ほとんど目標を達成できなかった

評価結果研究概要研究課題名（研究期間）

研究の実施方法と体制の妥当性

目標の達成度

令和2年度終了課題の終終了了時時評価（1課題）

15
大規模地震時の港湾施設の即時被害
推定手法に関する研究
（H３０～R２）

港湾研究部

大規模地震発生直後に、広域に位置する多数
の港湾や係留施設の被害程度を短時間で推定
することができる手法（即時被害推定手法）に関
する基礎技術を確立した。

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト 実実施施ににああたたっっててのの対対応応

炭素残存率の定量化などについて、適切な算定手
法の確立をお願いしたい。

炭素残存率の定量化について、現地調査および
室内実験を通じて、適切な算定手法を検討する。

港湾毎に異なる浚渫土砂の性状など、炭素貯留効
果の結果を左右する不確定部分や要素を明確に
してほしい。

港湾毎に異なる浚渫土砂の性状や造成干潟・藻
場の構造など、炭素貯留効果に影響を及ぼす要
素を明確にすることに留意する。

「「実実施施すすべべきき」」

研究内容

評価の結果

（沿岸海洋・防災研究部：令和４～６年度）

脱炭素化の推進に向けた沿岸環境保全技術における炭素
貯留効果を最大化する手法の開発

沿岸生態系を活用した炭素吸収源対

策であるブルーカーボンの推進ため、

有機物を含む浚渫土砂を干潟・藻場

造成に活用し、炭素貯留量が高い造

成干潟・藻場の造成方法を開発する。

① 造成干潟・藻場に活用した浚渫土

砂中の炭素の残存率の算定

② 炭素残存率と諸条件の関係整理

③ 炭素貯留効果を考慮した造成干

潟・藻場の造成方法の開発

16

干潟・藻場のブルーカーボン効果
造成藻場全体における
炭素貯留効果の最大化を図る

浚浚渫渫土土砂砂にによよるる炭炭素素のの封封じじ込込めめ

CO2

藻場・干潟造成

浚渫土砂
の活用

覆砂

浚渫土砂の種類（有機物量，粒径） 覆砂・浚渫土砂界面
の水深と平均水面の関係

鉛直・水平方向の差（酸化還元電位等）

潜堤の透
水性

覆砂厚さ

地下
水の
有無

1‐3m 浚渫土砂

満潮時

干潮時

（（事事前前））

ー 16 ー

（終了時）大規模地震時の港湾施設の即時被害推定手法に関する研究
に関する研究 （港湾研究部：平成３０～令和２年度）

研究成果

委委員員かかららのの主主ななココメメンントト

他のパラメータを活用し解析手法を工夫することで、
被災の程度や構造形式ごとの被災の評価なども行え
るように、研究をさらに発展させることを期待する。

本研究成果をガイドラインやマニュアル等で整備し
て、広く普及させる方策についても検討されたい。

研研究究のの実実施施方方法法とと体体制制のの妥妥当当性性

「「適適切切ででああっったた」」

目目標標のの達達成成度度

「「目目標標をを達達成成すするるここととにに加加ええ、、
目目標標以以外外のの成成果果もも出出すすここととががででききたた」」
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①① 基基本本情情報報のの整整理理

• 全国港湾の係留施設の基本諸元等を収集

• 全国港湾の地震動サイト特性を整理

②② 港港湾湾全全体体ととししててのの地地震震被被災災有有無無のの概概略略判判定定手手法法

• 速度PSI値を用いた港湾全体としての地震被災有無判定手法を構

築（地震フラジリティー・カーブ）

• 来襲地震動（観測）と過去地震・設計地震動のスペクトル比較

③③ 係係留留施施設設単単位位ででのの地地震震被被害害程程度度のの概概略略判判定定手手法法

• 係留施設単位で利用可否判断を行うための地震フラジリティー・カー

ブの試構築

• 地震観測点の波形から任意地点のPSI値を推定する手法を試構築

④④ 即即時時被被害害推推定定手手法法、、速速報報シシスステテムムのの概概念念設設計計

• 係留施設単位で利用可否判断を行うための地震フラジリティー・カー

ブの試構築

• 既存強震観測網のリアルタイムデータを利用したシステム概念設計

〇〇速速度度PPSSII値値＞＞5500
・・港港湾湾全全体体ととししてて，，甚甚大大なな被被害害発発生生
のの可可能能性性がが極極めめてて高高いい

〇〇2255＜＜速速度度PPSSII値値＜＜5500
・・港港湾湾全全体体ととししててみみたた場場合合、、被被害害発発
生生のの可可能能性性高高いい

〇〇1100＜＜速速度度PPSSII値値＜＜2255
・・港港湾湾全全体体ととししててみみたた場場合合、、何何ららかか
のの被被害害発発生生すするる可可能能性性あありり

〇〇速速度度PPSSII値値＜＜１１00
・・被被害害ななししのの可可能能性性がが極極めめてて高高いい

速度PSI値による被災有無判断基準
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担担当当部部会会 評評価価 課課題題名名 担担当当

第一部会 終了時

下水処理場の応急復旧対応を再現可能な下水処理実験施設整備及び検討
下水道研究部

下水道管路の防災・減災技術の開発に関する実態調査

免疫性を考慮した降雨指標に応じた崩壊生産土砂量の予測に関する検討
土砂災害研究部

斜面・対策施設下部が全面的に水没した場合の崩壊危険度の評価手法の検討

3次元データに対応したWEB会議システムの開発
社会資本マネジメント

研究センター
施設の維持管理及び行政事務データの管理効率化に係る調査研究

ＩＣＴ施工推進に必要な技術基準類整備に係る調査研究

第二部会 終了時

地震を受けた拠点建築物の健全性迅速判定技術の開発 建築研究部

水害時の被災リスクを低減する既存戸建住宅の予防的改修方法に関する研究 住宅研究部

地方都市における都市機能の広域連携手法に関する研究 都市研究部

第三部会 終了時
沿岸域における環境保全技術の効果的活用のための評価手法の開発 沿岸海洋・防災研究部

コンテナ船の定時性向上に資するターミナル混雑度指標の開発 港湾研究部

令和４年度 研究評価委員会のスケジュールと
評価対象課題一覧 （予定）

※追跡調査対象課題：該当なし上記のほか、事前評価対象課題を追加予定。 18

・事項立て研究課題の事前評価 等

・令和３度補正予算により実施して
いる研究課題についての意見交換

上上期期分分科科会会［［7月月頃頃］］ 研研究究評評価価委委員員会会本本委委員員会会［［12月月頃頃］］

・事項立て研究課の終了時評価

下下期期分分科科会会［［10､､11月月頃頃］］

・分科会の評価結果報告

・機関評価に向けて必要な事項を
議論

＜＜ススケケジジュューールル＞＞

＜＜評評価価対対象象課課題題一一覧覧＞＞
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２）機関評価基準の見直しに向けた検討

国国総総研研 NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ffoorr  LLaanndd  aanndd  IInnffrraassttrruuccttuurree  MMaannaaggeemmeenntt,,  MMLLIITT,,  JJAAPPAANN 資料３

1

＜＜議議論論ししてて頂頂ききたたいいポポイインントト＞＞

・国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研の今後の活動の
方向性や情勢の変化に鑑みた機関評価基準の見直しに関する
意見・助言等をお願いします。

＜＜本本日日のの資資料料構構成成＞＞
・国総研の機関評価基準と研究方針に関する資料
・機関評価基準に沿って国総研の活動を紹介する資料
・機関評価基準の見直しの方向性（案）に関する資料

2
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・国総研「研究開発機関の評価」評価基準（H30）
・国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）
・（参考）職員数と研究予算、組織図

１．国総研の機関評価基準と研究方針

3

国土技術政策総合研究所「研究開発機関の評価」評価基準（H30）

4

⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組みを
構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機動的
に整備・活用しているか。

⑥ 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成
技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成が図られているか。

⑦ 住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設を有効
に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信

国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と存在
感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

［［ⅠⅠ研研究究開開発発のの実実施施・・推推進進面面］］

［［ⅡⅡ機機関関運運営営面面］］

① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研究課
題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現場実
装を的確に推進しているか。

② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化

研究所として対応が必要な国内又は海外で発生した災害等について、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援するとと
もに、原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施について技術的な助言を行う取組を推進しているか。また、災害等から得られ
る知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反映しているか。

③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援

現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・助言の取組を推進するとともに、現場技術者を、行政知識と専門性
を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

④ 政策の企画・立案の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元

国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分析し研
究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。
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究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。
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国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

5

• 「研究方針」は、国総研の研究活動の基本的な方向性を示すもの

• 時代に即した国総研の役割をより明確にし、研究の生産性を高める意識の共有を狙いとし
て、平成２９年１１月に改訂

• 「使命」､「基本姿勢」､「根幹となる活動」､「研究の心構え」､「研究を支える環境整備」で構成

国国総総研研「「研研究究方方針針」」のの構構成成

使使命命

基基本本姿姿勢勢

根根幹幹ととななるる活活動動

研研究究のの心心構構ええ 環環境境整整備備下支え

研究者の立場で
研究の各段階に

おける留意点を明示

研究マネジメントの仕組み

人 材 育 成
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国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

6

使命

住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、
現在そして将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指す

基本姿勢

○○技技術術的的専専門門家家ととししてて行行政政のの視視点点もも踏踏ままええ、、国国土土交交通通省省のの政政策策展展開開にに参参画画すするる
・・技技術術政政策策のの企企画画・・立立案案ののみみななららずず、、普普及及・・定定着着ままでで一一貫貫ししてて、、当当事事者者ととししてて参参画画すするる
・・技技術術政政策策のの必必要要性性やや妥妥当当性性をを実実証証デデーータタにによよりり明明ららかかににしし、、説説明明責責任任をを果果たたすす

○○研研究究活活動動でで培培っったた高高度度でで総総合合的的なな技技術術力力をを実実務務のの現現場場にに還還元元すするる
・・現現場場のの実実情情をを踏踏ままええたた解解決決策策をを提提示示しし、、災災害害時時等等のの高高度度なな緊緊急急対対応応もも機機動動的的にに支支援援すするる
・・個個々々のの対対応応事事例例をを蓄蓄積積、、一一般般化化ししてて広広くく提提供供すするるととととももにに、、教教訓訓をを研研究究にに反反映映すするる

○○国国土土・・社社会会のの将将来来像像のの洞洞察察とと技技術術開開発発のの促促進進にによよりり、、新新たたなな政政策策のの創創出出にに
つつななげげるる
・・国国土土やや社社会会をを俯俯瞰瞰しし、、変変化化をを的的確確にに捉捉ええ、、将将来来のの課課題題をを見見通通すす
・・広広くく産産学学官官ととのの技技術術のの連連携携・・融融合合をを図図りり、、新新たたなな技技術術展展開開をを目目指指すす
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国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

7

根幹となる活動

○○国国土土交交通通政政策策のの企企画画・・立立案案、、普普及及をを支支ええるる研研究究開開発発 → 評評価価基基準準①①
・・直直面面すするる重重要要なな政政策策展展開開をを支支ええるる技技術術基基準準・・手手法法をを体体系系的的にに提提示示、、現現場場実実装装しし継継続続的的にに改改良良
・・将将来来的的なな対対応応がが想想定定さされれるる課課題題をを抽抽出出しし、、政政策策のの方方向向性性をを提提案案
・・国国土土・・社社会会のの動動向向をを継継続続的的・・長長期期的的にに分分析析しし、、知知見見をを蓄蓄積積
・・戦戦略略的的なな国国際際標標準準化化、、途途上上国国のの技技術術者者育育成成をを通通じじてて、、我我がが国国のの技技術術のの国国際際展展開開をを支支援援

○○災災害害・・事事故故対対応応へへのの高高度度なな技技術術的的支支援援とと対対策策技技術術のの高高度度化化 → 評評価価基基準準②②
・・発発災災直直後後かからら研研究究者者をを派派遣遣しし、、二二次次災災害害防防止止やや応応急急対対策策にに関関すするる現現場場のの対対応応をを支支援援
・・原原因因のの究究明明、、復復旧旧・・復復興興計計画画のの検検討討、、対対策策のの実実施施ににつついいてて技技術術的的にに助助言言
・・災災害害等等かからら得得らられれるる知知見見・・教教訓訓をを蓄蓄積積しし、、防防災災・・減減災災対対策策のの高高度度化化研研究究にに反反映映
・・海海外外ににおおけけるる大大規規模模災災害害にに対対しし、、災災害害対対応応先先進進国国ととししてて技技術術的的にに支支援援

○○地地方方整整備備局局等等のの現現場場技技術術力力のの向向上上をを支支援援 → 評評価価基基準準③③
・・現現場場がが直直面面すするる課課題題にに対対しし、、実実務務をを知知るる立立場場ななららででははのの指指導導・・助助言言をを通通じじ、、技技術術力力をを移移転転
・・人人材材のの受受入入れれ、、研研修修等等にによよりり行行政政知知識識とと専専門門性性をを併併せせ持持つつ地地域域のの中中核核技技術術者者をを養養成成

○○政政策策形形成成のの技技術術的的基基盤盤ととななるるデデーータタのの収収集集・・分分析析・・管管理理、、社社会会へへのの還還元元 →評評価価基基準準④④
・・国国のの機機関関ととししてて、、膨膨大大なな現現場場デデーータタをを、、客客観観性性・・正正確確性性・・信信頼頼性性をを確確保保ししつつつつ収収集集、、管管理理
・・蓄蓄積積ししたたデデーータタはは、、自自らら分分析析しし研研究究へへ反反映映すするるととととももにに、、社社会会へへ適適切切にに公公開開

「研究開発の実施・推進面」の機関評価基準反映

国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）
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研究を支える環境整備

○○質質のの高高いい研研究究をを支支ええるるママネネジジメメンントトのの仕仕組組みみのの構構築築
・・幅幅広広いい視視点点かからら、、研研究究ををよよりり良良くくすするるたためめにに外外部部評評価価とと所所内内評評価価をを実実施施
・・第第三三者者かかららのの助助言言・・意意見見等等をを積積極極的的にに取取りり入入れれ、、自自ららもも厳厳ししくく研研究究状状況況をを検検証証しし改改善善 → 評評価価基基準準⑤⑤

・・多多様様でで急急速速なな技技術術のの進進展展にに応応じじ、、外外部部ととのの新新たたなな連連携携のの仕仕組組みみをを機機動動的的にに整整備備
・・成成果果をを知知的的基基盤盤化化すするる刊刊行行物物・・デデーータタベベーーススをを作作成成、、多多様様なな広広報報手手段段をを用用意意 →評評価価基基準準⑧⑧

○○技技術術をを礎礎ととしし、、研研究究とと行行政政・・現現場場のの両両面面かからら政政策策展展開開をを見見通通すす人人材材のの育育成成
→ 評評価価基基準準⑥⑥

・・デデーータタをを読読解解きき、、現現場場をを想想像像ししつつつつ結結論論へへのの道道筋筋とと社社会会実実装装手手順順をを組組立立ててるる力力をを養養成成
・・先先人人のの研研究究蓄蓄積積やや経経験験・・ノノウウハハウウをを伝伝承承しし、、行行政政・・現現場場をを経経験験すするる機機会会をを提提供供
・・行行政政・・現現場場、、産産学学かかららのの研研究究者者ななどど、、多多様様なな人人材材にによよるる研研究究組組織織をを形形成成

○○住住宅宅・・社社会会資資本本分分野野のの研研究究開開発発をを支支ええるる実実験験施施設設等等のの保保有有・・機機能能強強化化
→ 評評価価基基準準⑦⑦

・・実実用用環環境境下下ででのの性性能能検検証証にに不不可可欠欠なな、、民民間間でではは保保有有困困難難なな施施設設をを適適切切にに管管理理・・運運用用
・・民民間間・・大大学学等等のの幅幅広広いい技技術術研研究究開開発発をを支支援援すするるたためめ、、外外部部へへのの施施設設利利用用機機会会もも提提供供

「機関運営面」の機関評価基準反映
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国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

5

• 「研究方針」は、国総研の研究活動の基本的な方向性を示すもの

• 時代に即した国総研の役割をより明確にし、研究の生産性を高める意識の共有を狙いとし
て、平成２９年１１月に改訂

• 「使命」､「基本姿勢」､「根幹となる活動」､「研究の心構え」､「研究を支える環境整備」で構成

国国総総研研「「研研究究方方針針」」のの構構成成

使使命命

基基本本姿姿勢勢

根根幹幹ととななるる活活動動

研研究究のの心心構構ええ 環環境境整整備備下支え

研究者の立場で
研究の各段階に

おける留意点を明示

研究マネジメントの仕組み

人 材 育 成

実 験 施 設

所
内
へ
の
意
識
浸
透

外
部
へ
の
発
信

国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

6

使命

住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、
現在そして将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指す

基本姿勢

○○技技術術的的専専門門家家ととししてて行行政政のの視視点点もも踏踏ままええ、、国国土土交交通通省省のの政政策策展展開開にに参参画画すするる
・・技技術術政政策策のの企企画画・・立立案案ののみみななららずず、、普普及及・・定定着着ままでで一一貫貫ししてて、、当当事事者者ととししてて参参画画すするる
・・技技術術政政策策のの必必要要性性やや妥妥当当性性をを実実証証デデーータタにによよりり明明ららかかににしし、、説説明明責責任任をを果果たたすす

○○研研究究活活動動でで培培っったた高高度度でで総総合合的的なな技技術術力力をを実実務務のの現現場場にに還還元元すするる
・・現現場場のの実実情情をを踏踏ままええたた解解決決策策をを提提示示しし、、災災害害時時等等のの高高度度なな緊緊急急対対応応もも機機動動的的にに支支援援すするる
・・個個々々のの対対応応事事例例をを蓄蓄積積、、一一般般化化ししてて広広くく提提供供すするるととととももにに、、教教訓訓をを研研究究にに反反映映すするる

○○国国土土・・社社会会のの将将来来像像のの洞洞察察とと技技術術開開発発のの促促進進にによよりり、、新新たたなな政政策策のの創創出出にに
つつななげげるる
・・国国土土やや社社会会をを俯俯瞰瞰しし、、変変化化をを的的確確にに捉捉ええ、、将将来来のの課課題題をを見見通通すす
・・広広くく産産学学官官ととのの技技術術のの連連携携・・融融合合をを図図りり、、新新たたなな技技術術展展開開をを目目指指すす

ー 20 ー

国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

7

根幹となる活動

○○国国土土交交通通政政策策のの企企画画・・立立案案、、普普及及をを支支ええるる研研究究開開発発 → 評評価価基基準準①①
・・直直面面すするる重重要要なな政政策策展展開開をを支支ええるる技技術術基基準準・・手手法法をを体体系系的的にに提提示示、、現現場場実実装装しし継継続続的的にに改改良良
・・将将来来的的なな対対応応がが想想定定さされれるる課課題題をを抽抽出出しし、、政政策策のの方方向向性性をを提提案案
・・国国土土・・社社会会のの動動向向をを継継続続的的・・長長期期的的にに分分析析しし、、知知見見をを蓄蓄積積
・・戦戦略略的的なな国国際際標標準準化化、、途途上上国国のの技技術術者者育育成成をを通通じじてて、、我我がが国国のの技技術術のの国国際際展展開開をを支支援援

○○災災害害・・事事故故対対応応へへのの高高度度なな技技術術的的支支援援とと対対策策技技術術のの高高度度化化 → 評評価価基基準準②②
・・発発災災直直後後かからら研研究究者者をを派派遣遣しし、、二二次次災災害害防防止止やや応応急急対対策策にに関関すするる現現場場のの対対応応をを支支援援
・・原原因因のの究究明明、、復復旧旧・・復復興興計計画画のの検検討討、、対対策策のの実実施施ににつついいてて技技術術的的にに助助言言
・・災災害害等等かからら得得らられれるる知知見見・・教教訓訓をを蓄蓄積積しし、、防防災災・・減減災災対対策策のの高高度度化化研研究究にに反反映映
・・海海外外ににおおけけるる大大規規模模災災害害にに対対しし、、災災害害対対応応先先進進国国ととししてて技技術術的的にに支支援援

○○地地方方整整備備局局等等のの現現場場技技術術力力のの向向上上をを支支援援 → 評評価価基基準準③③
・・現現場場がが直直面面すするる課課題題にに対対しし、、実実務務をを知知るる立立場場ななららででははのの指指導導・・助助言言をを通通じじ、、技技術術力力をを移移転転
・・人人材材のの受受入入れれ、、研研修修等等にによよりり行行政政知知識識とと専専門門性性をを併併せせ持持つつ地地域域のの中中核核技技術術者者をを養養成成

○○政政策策形形成成のの技技術術的的基基盤盤ととななるるデデーータタのの収収集集・・分分析析・・管管理理、、社社会会へへのの還還元元 →評評価価基基準準④④
・・国国のの機機関関ととししてて、、膨膨大大なな現現場場デデーータタをを、、客客観観性性・・正正確確性性・・信信頼頼性性をを確確保保ししつつつつ収収集集、、管管理理
・・蓄蓄積積ししたたデデーータタはは、、自自らら分分析析しし研研究究へへ反反映映すするるととととももにに、、社社会会へへ適適切切にに公公開開

「研究開発の実施・推進面」の機関評価基準反映

国土技術政策総合研究所 研究方針（H29.11）

8

研究を支える環境整備

○○質質のの高高いい研研究究をを支支ええるるママネネジジメメンントトのの仕仕組組みみのの構構築築
・・幅幅広広いい視視点点かからら、、研研究究ををよよりり良良くくすするるたためめにに外外部部評評価価とと所所内内評評価価をを実実施施
・・第第三三者者かかららのの助助言言・・意意見見等等をを積積極極的的にに取取りり入入れれ、、自自ららもも厳厳ししくく研研究究状状況況をを検検証証しし改改善善 → 評評価価基基準準⑤⑤

・・多多様様でで急急速速なな技技術術のの進進展展にに応応じじ、、外外部部ととのの新新たたなな連連携携のの仕仕組組みみをを機機動動的的にに整整備備
・・成成果果をを知知的的基基盤盤化化すするる刊刊行行物物・・デデーータタベベーーススをを作作成成、、多多様様なな広広報報手手段段をを用用意意 →評評価価基基準準⑧⑧

○○技技術術をを礎礎ととしし、、研研究究とと行行政政・・現現場場のの両両面面かからら政政策策展展開開をを見見通通すす人人材材のの育育成成
→ 評評価価基基準準⑥⑥

・・デデーータタをを読読解解きき、、現現場場をを想想像像ししつつつつ結結論論へへのの道道筋筋とと社社会会実実装装手手順順をを組組立立ててるる力力をを養養成成
・・先先人人のの研研究究蓄蓄積積やや経経験験・・ノノウウハハウウをを伝伝承承しし、、行行政政・・現現場場をを経経験験すするる機機会会をを提提供供
・・行行政政・・現現場場、、産産学学かかららのの研研究究者者ななどど、、多多様様なな人人材材にによよるる研研究究組組織織をを形形成成

○○住住宅宅・・社社会会資資本本分分野野のの研研究究開開発発をを支支ええるる実実験験施施設設等等のの保保有有・・機機能能強強化化
→ 評評価価基基準準⑦⑦

・・実実用用環環境境下下ででのの性性能能検検証証にに不不可可欠欠なな、、民民間間でではは保保有有困困難難なな施施設設をを適適切切にに管管理理・・運運用用
・・民民間間・・大大学学等等のの幅幅広広いい技技術術研研究究開開発発をを支支援援すするるたためめ、、外外部部へへのの施施設設利利用用機機会会もも提提供供

「機関運営面」の機関評価基準反映
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（参考）職員数と研究予算

9

研究職
257⼈

⾏政職
97⼈

道路関係 20.0 
億円

河川・⼟砂災害
関係

11.0 億円

下⽔道関係 23.0 
億円

港湾関係 21.0 
億円

空港関係 6.0 億
円

建築関係
3.0 億円

その他 16.0 
億円

■研究予算■職員数

職員の構成 （令和3年4月時点） 研究予算の構成 （令和3年度当初予算）

合計
100億円

合計
354名

（参考）組織図

10

ー 22 ー

①国総研の研究開発

②「流域治水」関連の活動事例

③インフラ分野のDX関連の活動事例

④その他の取組（新型コロナウイルス対策、国総研の国際活動、国総研２０年史）

２．評価基準に沿った国総研の活動紹介

11

・国総研の研究開発（『国総研20年史』より）

・本日紹介する活動

①国総研の研究開発

12
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①国総研の研究開発

②「流域治水」関連の活動事例

③インフラ分野のDX関連の活動事例

④その他の取組（新型コロナウイルス対策、国総研の国際活動、国総研２０年史）

２．評価基準に沿った国総研の活動紹介

11

・国総研の研究開発（『国総研20年史』より）

・本日紹介する活動

①国総研の研究開発

12
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国総研の研究開発（『国総研20年史』より）

13

○『国総研20年史』においては、以下の通り、国土技術政策総合研究所が取り組んでいる研究を目的別に３つに整理しました。

１．「強」 国土を強靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究

２．「用」 社会の生産性と成長力を高める研究

３．「美」 快適で安心な暮らしを支える研究

『国総研20年史』の刊行についてはP.48で紹介。

国総研２０年史において紹介している主要研究課題

「強」

国土を強靱化
し、国民のい
のちと暮らしを
まもる研究

東日本大震災を契機として国総研で取り組んだ調査・研究、平成28 年熊本地震への復旧支援－災害復
旧現場への研究室の設置、下水道施設災害の調査と対策の高度化、ダムの耐震及び関連技術、ハー

ド対策とソフト対策を組み合わせた総合的な津波対策、道路構造物の防災・減災・危機管理、建築構造
の安全・安心の確保、宅地の液状化対策、密集市街地の安全性向上、港湾施設の設計技術の高度化、
空港土木施設の基準・要領等の整備、気候変動を見据えた治水計画の立案に向けて、洪水の把握・予
測手法の高度化、浸水情報を活用した浸水被害防止対策の促進、土砂災害警戒情報及びその施策展
開を支える技術の確立、河道閉塞等の大規模土砂災害発生時の緊急対応方法を確立、高潮・津波対策、
下水道管路のストックマネジメント、道路構造物の維持管理支援

「用」

社会の生産性
と成長力を高
める研究

下水道の技術開発マネジメントとB‐DASH プロジェクト、路車間での情報の収集・配信機構の開発と
ETC2.0 プローブ情報の利活用、道路構造物の技術基準類の策定・改定、都市における人の動きの把

握・分析技術の高度化、海上輸送・港湾計画の高度化、港湾政策の企画・立案・評価を支える、航空政
策の企画・立案、普及を支える、建設現場の生産性向上、港湾の施工・維持管理の高度化、多様な入札
契約方式の導入支援、港湾施設の整備及び保全に係る業務の効率化、空港施設の整備及び保全に係
る業務の効率化

「美」

快適で安心な
暮らしを支え
る研究

住宅・建築物における省エネ・省CO2 に向けた取り組み、下水処理の高度化、効率化、河川環境研究の

模索と軌跡、道路環境の影響評価・保全技術、道路緑化の推進（街路樹・のり面緑化）、都市のヒートア
イランド対策、建築基準法の防火・避難規定の性能規定化、沿岸域の自然環境、沿岸域管理・みなとま
ちづくり、住宅セーフティネット機能の強化、良質な住宅ストックの形成及び住宅ストックの流通・活用の
円滑化と適正管理～ストック型社会への移行に対応した研究展開～、マンションの再生の円滑化、都市
構造の集約化に関する研究、社会要請の変化に対応した道路の幾何構造、幹線道路の交通安全対策、
建築基準の遵守

本日紹介する活動

○第５次社会資本整備重点計画（以下、社重点という。）においては、社会資本整備の中長期的な目的と計画期間内
（５年）の短期的な目標（重点目標）を設定。社会情勢の変化を踏まえ、デジタル・トランスフォーメーションと脱炭素
化に関する２つの重点目標が、第４次の計画に新たに追加された。

○本日の議題は「機関評価基準の見直しに向けた検討」であるが、その参考として国総研の活動の一部を現在の機
関評価基準に沿って紹介する。紹介する活動は従来からの目標「防災・減災」及び新たな目標「デジタル・トランス
フォーメーション」に関連する活動の一部である。また、その他の取組として新型コロナウイルス対策、国際活動、国
総研２０年史についても紹介する。

※第５次社会資本整備重点計画 概要資料より抜粋。

社重点の重点目標 国総研の活動（国総研パンフレット2021より）

①防災・減災が主流となる社会の実現
中小河川のリスク情報空白域解消に向けた研究、建築物の外装材等の強風対策
※本日は比較的新しいテーマである「流域治水」に関連する活動を紹介する。

②持続可能なインフラメンテナンス 舗装の長期性能に関する調査検討、UAV・AIを活用した港湾施設の点検診断システムの開発

③持続可能で暮らしやすい地域社会の実現 交差点で待機する歩行者を守るためのボラードの活用、郊外住宅団地の再生手法の開発

④経済の好循環を支える基盤整備 国際海上コンテナ背後輸送の効率化方策に関する研究、海事ビッグデータの分析

⑤インフラ分野のデジタル・トランスフォー
メーション（DX）

港湾分野におけるi‐Constructionの推進、DXデータセンターの構築、インフラからの支援による自
動運転の実現、スマートシティ推進の支援による地域活性化
※本日はi‐Constructionの推進及びデータプラットフォームの構築に関連する活動を紹介する。

⑥インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の
多面的な利活用による生活の質の向上

新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発、
沿岸域の環境価値の’’見える化’’

社社重重点点のの重重点点目目標標とと国国総総研研のの活活動動

14
ー 24 ー

「流域治水」関連の活動事例を機関評価基準に沿って紹介。

②「流域治水」関連の活動事例

15

「流域治水」の考え方

16

○近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に
備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が
協働して流域全体で行う、「流域治水」への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。（社会資本整備
審議会答申、令和2年7月）

○「流域治水」とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生など
の対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が
想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。

集集水水域域

氾氾濫濫域域氾氾濫濫域域

海岸管理者

河川管理者

下水道管理者

利水事業者

農業従事者

民間企業

公共交通機関

民間ビル

砂防

地域住民

河川管理者

利水ダム

治水ダム

①①【【氾氾濫濫ををででききるるだだけけ防防ぐぐたためめのの対対策策】】
氾濫を防ぐ堤防等の治水施設や流域の貯
留施設等整備

②②【【被被害害対対象象をを減減少少ささせせるるたためめのの対対策策】】
氾濫した場合を想定して、被害を回避す
るためのまちづくりや住まい方の工夫等

③③【【被被害害のの軽軽減減・・早早期期復復旧旧・・復復興興ののたためめ
のの対対策策】】
氾濫の発生に際し、確実な避難や経済被
害軽減、早期の復旧・復興のための対策

国土交通省HP： https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suigai/pdf/02_gaiyo.pdf から引用

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（通称「流域治水関連法」）
が令和3年5月10日に公布。「流域治水」の実効性を高めるため、特定都市河川法、下
水道法、土砂災害防止法、都市計画法、建築基準法等、関係する9つの法律が改正。

ー 25 ーー 24 ー



国総研の研究開発（『国総研20年史』より）
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○『国総研20年史』においては、以下の通り、国土技術政策総合研究所が取り組んでいる研究を目的別に３つに整理しました。

１．「強」 国土を強靱化し、国民のいのちと暮らしをまもる研究

２．「用」 社会の生産性と成長力を高める研究

３．「美」 快適で安心な暮らしを支える研究

『国総研20年史』の刊行についてはP.48で紹介。

国総研２０年史において紹介している主要研究課題

「強」

国土を強靱化
し、国民のい
のちと暮らしを
まもる研究

東日本大震災を契機として国総研で取り組んだ調査・研究、平成28 年熊本地震への復旧支援－災害復
旧現場への研究室の設置、下水道施設災害の調査と対策の高度化、ダムの耐震及び関連技術、ハー

ド対策とソフト対策を組み合わせた総合的な津波対策、道路構造物の防災・減災・危機管理、建築構造
の安全・安心の確保、宅地の液状化対策、密集市街地の安全性向上、港湾施設の設計技術の高度化、
空港土木施設の基準・要領等の整備、気候変動を見据えた治水計画の立案に向けて、洪水の把握・予
測手法の高度化、浸水情報を活用した浸水被害防止対策の促進、土砂災害警戒情報及びその施策展
開を支える技術の確立、河道閉塞等の大規模土砂災害発生時の緊急対応方法を確立、高潮・津波対策、
下水道管路のストックマネジメント、道路構造物の維持管理支援

「用」

社会の生産性
と成長力を高
める研究

下水道の技術開発マネジメントとB‐DASH プロジェクト、路車間での情報の収集・配信機構の開発と
ETC2.0 プローブ情報の利活用、道路構造物の技術基準類の策定・改定、都市における人の動きの把

握・分析技術の高度化、海上輸送・港湾計画の高度化、港湾政策の企画・立案・評価を支える、航空政
策の企画・立案、普及を支える、建設現場の生産性向上、港湾の施工・維持管理の高度化、多様な入札
契約方式の導入支援、港湾施設の整備及び保全に係る業務の効率化、空港施設の整備及び保全に係
る業務の効率化

「美」

快適で安心な
暮らしを支え
る研究

住宅・建築物における省エネ・省CO2 に向けた取り組み、下水処理の高度化、効率化、河川環境研究の

模索と軌跡、道路環境の影響評価・保全技術、道路緑化の推進（街路樹・のり面緑化）、都市のヒートア
イランド対策、建築基準法の防火・避難規定の性能規定化、沿岸域の自然環境、沿岸域管理・みなとま
ちづくり、住宅セーフティネット機能の強化、良質な住宅ストックの形成及び住宅ストックの流通・活用の
円滑化と適正管理～ストック型社会への移行に対応した研究展開～、マンションの再生の円滑化、都市
構造の集約化に関する研究、社会要請の変化に対応した道路の幾何構造、幹線道路の交通安全対策、
建築基準の遵守

本日紹介する活動

○第５次社会資本整備重点計画（以下、社重点という。）においては、社会資本整備の中長期的な目的と計画期間内
（５年）の短期的な目標（重点目標）を設定。社会情勢の変化を踏まえ、デジタル・トランスフォーメーションと脱炭素
化に関する２つの重点目標が、第４次の計画に新たに追加された。

○本日の議題は「機関評価基準の見直しに向けた検討」であるが、その参考として国総研の活動の一部を現在の機
関評価基準に沿って紹介する。紹介する活動は従来からの目標「防災・減災」及び新たな目標「デジタル・トランス
フォーメーション」に関連する活動の一部である。また、その他の取組として新型コロナウイルス対策、国際活動、国
総研２０年史についても紹介する。

※第５次社会資本整備重点計画 概要資料より抜粋。

社重点の重点目標 国総研の活動（国総研パンフレット2021より）

①防災・減災が主流となる社会の実現
中小河川のリスク情報空白域解消に向けた研究、建築物の外装材等の強風対策
※本日は比較的新しいテーマである「流域治水」に関連する活動を紹介する。

②持続可能なインフラメンテナンス 舗装の長期性能に関する調査検討、UAV・AIを活用した港湾施設の点検診断システムの開発

③持続可能で暮らしやすい地域社会の実現 交差点で待機する歩行者を守るためのボラードの活用、郊外住宅団地の再生手法の開発

④経済の好循環を支える基盤整備 国際海上コンテナ背後輸送の効率化方策に関する研究、海事ビッグデータの分析

⑤インフラ分野のデジタル・トランスフォー
メーション（DX）

港湾分野におけるi‐Constructionの推進、DXデータセンターの構築、インフラからの支援による自
動運転の実現、スマートシティ推進の支援による地域活性化
※本日はi‐Constructionの推進及びデータプラットフォームの構築に関連する活動を紹介する。

⑥インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の
多面的な利活用による生活の質の向上

新しい木質材料を活用した混構造建築物の設計・施工技術の開発、
沿岸域の環境価値の’’見える化’’

社社重重点点のの重重点点目目標標とと国国総総研研のの活活動動

14
ー 24 ー

「流域治水」関連の活動事例を機関評価基準に沿って紹介。

②「流域治水」関連の活動事例

15

「流域治水」の考え方

16

○近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に
備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が
協働して流域全体で行う、「流域治水」への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。（社会資本整備
審議会答申、令和2年7月）

○「流域治水」とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生など
の対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が
想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。

集集水水域域

氾氾濫濫域域氾氾濫濫域域

海岸管理者

河川管理者

下水道管理者

利水事業者

農業従事者

民間企業

公共交通機関

民間ビル

砂防

地域住民

河川管理者

利水ダム

治水ダム

①①【【氾氾濫濫ををででききるるだだけけ防防ぐぐたためめのの対対策策】】
氾濫を防ぐ堤防等の治水施設や流域の貯
留施設等整備

②②【【被被害害対対象象をを減減少少ささせせるるたためめのの対対策策】】
氾濫した場合を想定して、被害を回避す
るためのまちづくりや住まい方の工夫等

③③【【被被害害のの軽軽減減・・早早期期復復旧旧・・復復興興ののたためめ
のの対対策策】】
氾濫の発生に際し、確実な避難や経済被
害軽減、早期の復旧・復興のための対策

国土交通省HP： https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/kikouhendou_suigai/pdf/02_gaiyo.pdf から引用

「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」（通称「流域治水関連法」）
が令和3年5月10日に公布。「流域治水」の実効性を高めるため、特定都市河川法、下
水道法、土砂災害防止法、都市計画法、建築基準法等、関係する9つの法律が改正。
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「流域治水」の施策イメージ

17

集⽔域

河川区域

氾濫域

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集⽔域

流⽔の貯留
[国・県・市・利⽔者]
治⽔ダムの建設・再⽣、
利⽔ダム等において貯留⽔を
事前に放流し洪⽔調節に活⽤

[国・県・市]
⼟地利⽤と⼀体となった遊⽔
機能の向上

持続可能な河道の流下能⼒の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
⾬⽔排⽔施設等の整備

氾濫⽔を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を⽬指した
堤防強化等

⾬⽔貯留機能の拡⼤
[県・市、企業、住⺠]
⾬⽔貯留浸透施設の整備、
ため池等の治⽔利⽤

浸⽔範囲を減らす
[国・県・市]
⼆線堤の整備、
⾃然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい⽅の⼯夫

[県・市、企業、住⺠]
⼟地利⽤規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の⽔害リスク情報提供、
⾦融による誘導の検討

河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域⼟地のリスク情報の充実
[国・県]
⽔害リスク情報の空⽩地帯解消、
多段型⽔害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
⻑期予測の技術開発、
リアルタイム浸⽔・決壊把握

経済被害の最⼩化
[企業、住⺠]
⼯場や建築物の浸⽔対策、
BCPの策定

住まい⽅の⼯夫
[企業、住⺠]
不動産取引時の⽔害リスク情報
提供、⾦融商品を通じた浸⽔対
策の促進

被災⾃治体の⽀援体制充実
[国・企業]
官⺠連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫⽔を早く排除する
[国・県・市等]
排⽔⾨等の整備、排⽔強化

②被被害害対対象象をを減減少少ささせせるるたためめのの対対策策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復
興のための対策

国土交通省HP： https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf から引用

国
総
研

本
省
、
地
方
整
備
局
、
地
方
公
共
団
体
等

国総研における「流域治水」に関連する活動の全体像
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堤防強化技術の確立（P.20）
粘り強さを発揮する堤防の構造検討手法、施工や維持

管理方法について研究。

天天
端端

法法
尻尻

粘り強い堤防構造の検討手法を確立するた
め、大型堤防模型を用いた越水実験を実施

「流域治水」の推進を支える研究開発（評価基準①）

○ 国総研において実施している「流域治水」に関連する研究及び活動の全体像を紹介する。

水害・土砂災害等への技術的支援と対策
技術の高度化（評価基準②）

災害時には専門家派遣を行うとともに、災害か
ら得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対
策の高度化研究に反映。（P.22）

地方整備局等の現場技術力の向上を
支援（評価基準③）

高度な土砂災害対策に従事する地方整備局
職員の育成支援プログラム（P.23）

データの収集・分析・管理、社会への還元
（評価基準④）

河道基盤情報化システムを活用した河道の
流下能力の維持・向上の支援（P.24）

質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
（評価基準⑤）

水災害対策とまちづくり分野が連携して「水害リスク情報作成・
活用手法の確立」に関する研究を実施（P.25）

政策展開を見通す人材
の育成（評価基準⑥）

災害調査への若手職員の
同行等（P.27）

技術研究開発を支える実験施設等の保有・機
能強化（評価基準⑦）

「河道の土砂管理手法の確立」に向けた実験装置の
新設（P.28）

研究成果・研究活動の効果
的な発信（評価基準⑧）

「水防活動支援技術の開発」の
効果的な発信（P.29）

効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組みを構築・運用
するとともに、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備・活用。

ー 26 ー

ハード ソフト

①氾濫をできるだけ防ぐ、
減らす対策

・堤防強化技術の確立（河川）（P.20）
・河道の流下能力の維持・向上の支援（河川）
（P.24）
・ダム再生に資する維持管理手法の高度化に関
する研究（河川）

・気候変動に伴い顕在化している土砂・洪水氾濫、
土石流対策に関する研究（土砂災害）（P.28）

・流出抑制対策と整合した河川整備計画の立
案手法の確立（河川）（P.26）
・ダム操作の高度化に関する調査（河川）

②被害対象を減少させる
ための対策

・グリーンインフラとしての緑の評価手法及び整
備・管理手法に関する研究（社会資本マネジメン
ト）

・水害リスク情報作成手法の確立に関する研
究（河川）（P.25）
・高潮災害に対する港湾地帯の安全性の確保
に関する研究（沿岸海洋・防災）

③被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

・洪水・豪雨に対する道路構造物の強靭化に関す
る調査研究（道路構造物）（P.27）
・下水道管路の防災・減災技術の開発に関する実
態調査（下水道）

・水害時の被災リスクを低減する既存戸建住宅の
予防的改修方法に関する研究（住宅）（P.21）
・気候変動の影響を踏まえた港湾における施設設
計等に関する研究（沿岸海洋・防災）（P.21）

・水害リスクラインの開発・改良（河川）（P.20）
・水害リスク情報作成手法の確立に関する研
究（河川）（P.25）（再掲）
・河川管理カメラ映像のAI活用による事象検知
高度化（社会資本マネジメント）
・水防活動支援技術の開発（河川）（P.29）
・洪水の見える化技術の開発（河川）

19

○ 国総研においては、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う
「流域治水」への転換を推進するため、関係部局が連携して「流域治水」の政策展開及び現場実装を支える研究開発
を実施している。

※（）内は担当研究部・センターの名称。

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

評価基準① 政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研
究課題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現場
実装を的確に推進しているか。

天天端端

法法尻尻

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

20

現地調査により越水しても決壊に至らなかった要因を分析

・越流水深約36㎝
・越流時間4時間

・越流水深約40㎝
・越流時間3～4時間

実験前 越水実験中

決壊しなかったケース決壊したケース

粘り強い堤防構造の検討手法を確立するため、
大型堤防模型を用いた越水実験を実施

水害リスクラインの例（六角川 大日付近 令和3年8月14日7:30）

水水害害リリススククラライインンのの開開発発・・改改良良

近年、河川氾濫による人的被害が多発しているこ
とから、的確な避難を促進する情報提供が必要に
なっている。そのため、氾濫の危険度を示す「水害
リスクライン」を開発し、全国の一級河川で現在試
験運用中。

堤堤防防強強化化技技術術のの確確立立

近年、越水による堤防決壊が多発していることから、
越水した場合でも決壊までの時間を引き延ばす粘り
強い堤防の構造検討手法、施工や維持管理方法に
ついて研究している。

ー 27 ーー 26 ー



「流域治水」の施策イメージ

17

集⽔域

河川区域

氾濫域

○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

集⽔域

流⽔の貯留
[国・県・市・利⽔者]
治⽔ダムの建設・再⽣、
利⽔ダム等において貯留⽔を
事前に放流し洪⽔調節に活⽤

[国・県・市]
⼟地利⽤と⼀体となった遊⽔
機能の向上

持続可能な河道の流下能⼒の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
⾬⽔排⽔施設等の整備

氾濫⽔を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を⽬指した
堤防強化等

⾬⽔貯留機能の拡⼤
[県・市、企業、住⺠]
⾬⽔貯留浸透施設の整備、
ため池等の治⽔利⽤

浸⽔範囲を減らす
[国・県・市]
⼆線堤の整備、
⾃然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい⽅の⼯夫

[県・市、企業、住⺠]
⼟地利⽤規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の⽔害リスク情報提供、
⾦融による誘導の検討

河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域⼟地のリスク情報の充実
[国・県]
⽔害リスク情報の空⽩地帯解消、
多段型⽔害リスク情報を発信

避難体制を強化する
[国・県・市]
⻑期予測の技術開発、
リアルタイム浸⽔・決壊把握

経済被害の最⼩化
[企業、住⺠]
⼯場や建築物の浸⽔対策、
BCPの策定

住まい⽅の⼯夫
[企業、住⺠]
不動産取引時の⽔害リスク情報
提供、⾦融商品を通じた浸⽔対
策の促進

被災⾃治体の⽀援体制充実
[国・企業]
官⺠連携によるTEC-FORCEの
体制強化

氾濫⽔を早く排除する
[国・県・市等]
排⽔⾨等の整備、排⽔強化

②被被害害対対象象をを減減少少ささせせるるたためめのの対対策策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復
興のための対策

国土交通省HP： https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf から引用

国
総
研

本
省
、
地
方
整
備
局
、
地
方
公
共
団
体
等

国総研における「流域治水」に関連する活動の全体像
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堤防強化技術の確立（P.20）
粘り強さを発揮する堤防の構造検討手法、施工や維持

管理方法について研究。

天天
端端

法法
尻尻

粘り強い堤防構造の検討手法を確立するた
め、大型堤防模型を用いた越水実験を実施

「流域治水」の推進を支える研究開発（評価基準①）

○ 国総研において実施している「流域治水」に関連する研究及び活動の全体像を紹介する。

水害・土砂災害等への技術的支援と対策
技術の高度化（評価基準②）

災害時には専門家派遣を行うとともに、災害か
ら得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対
策の高度化研究に反映。（P.22）

地方整備局等の現場技術力の向上を
支援（評価基準③）

高度な土砂災害対策に従事する地方整備局
職員の育成支援プログラム（P.23）

データの収集・分析・管理、社会への還元
（評価基準④）

河道基盤情報化システムを活用した河道の
流下能力の維持・向上の支援（P.24）

質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
（評価基準⑤）

水災害対策とまちづくり分野が連携して「水害リスク情報作成・
活用手法の確立」に関する研究を実施（P.25）

政策展開を見通す人材
の育成（評価基準⑥）

災害調査への若手職員の
同行等（P.27）

技術研究開発を支える実験施設等の保有・機
能強化（評価基準⑦）

「河道の土砂管理手法の確立」に向けた実験装置の
新設（P.28）

研究成果・研究活動の効果
的な発信（評価基準⑧）

「水防活動支援技術の開発」の
効果的な発信（P.29）

効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組みを構築・運用
するとともに、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備・活用。

ー 26 ー

ハード ソフト

①氾濫をできるだけ防ぐ、
減らす対策

・堤防強化技術の確立（河川）（P.20）
・河道の流下能力の維持・向上の支援（河川）
（P.24）
・ダム再生に資する維持管理手法の高度化に関
する研究（河川）

・気候変動に伴い顕在化している土砂・洪水氾濫、
土石流対策に関する研究（土砂災害）（P.28）

・流出抑制対策と整合した河川整備計画の立
案手法の確立（河川）（P.26）
・ダム操作の高度化に関する調査（河川）

②被害対象を減少させる
ための対策

・グリーンインフラとしての緑の評価手法及び整
備・管理手法に関する研究（社会資本マネジメン
ト）

・水害リスク情報作成手法の確立に関する研
究（河川）（P.25）
・高潮災害に対する港湾地帯の安全性の確保
に関する研究（沿岸海洋・防災）

③被害の軽減、早期復
旧・復興のための対策

・洪水・豪雨に対する道路構造物の強靭化に関す
る調査研究（道路構造物）（P.27）
・下水道管路の防災・減災技術の開発に関する実
態調査（下水道）

・水害時の被災リスクを低減する既存戸建住宅の
予防的改修方法に関する研究（住宅）（P.21）
・気候変動の影響を踏まえた港湾における施設設
計等に関する研究（沿岸海洋・防災）（P.21）

・水害リスクラインの開発・改良（河川）（P.20）
・水害リスク情報作成手法の確立に関する研
究（河川）（P.25）（再掲）
・河川管理カメラ映像のAI活用による事象検知
高度化（社会資本マネジメント）
・水防活動支援技術の開発（河川）（P.29）
・洪水の見える化技術の開発（河川）

19

○ 国総研においては、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う
「流域治水」への転換を推進するため、関係部局が連携して「流域治水」の政策展開及び現場実装を支える研究開発
を実施している。

※（）内は担当研究部・センターの名称。

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

評価基準① 政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研
究課題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現場
実装を的確に推進しているか。

天天端端

法法尻尻

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

20

現地調査により越水しても決壊に至らなかった要因を分析

・越流水深約36㎝
・越流時間4時間

・越流水深約40㎝
・越流時間3～4時間

実験前 越水実験中

決壊しなかったケース決壊したケース

粘り強い堤防構造の検討手法を確立するため、
大型堤防模型を用いた越水実験を実施

水害リスクラインの例（六角川 大日付近 令和3年8月14日7:30）

水水害害リリススククラライインンのの開開発発・・改改良良

近年、河川氾濫による人的被害が多発しているこ
とから、的確な避難を促進する情報提供が必要に
なっている。そのため、氾濫の危険度を示す「水害
リスクライン」を開発し、全国の一級河川で現在試
験運用中。

堤堤防防強強化化技技術術のの確確立立

近年、越水による堤防決壊が多発していることから、
越水した場合でも決壊までの時間を引き延ばす粘り
強い堤防の構造検討手法、施工や維持管理方法に
ついて研究している。

ー 27 ーー 27 ー



評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

21

床上浸水

床下浸水 詳細検討による対応の
イメージ

水害の浸水区分

水水害害時時のの被被災災リリススククをを低低減減すするる
既既存存戸戸建建住住宅宅のの予予防防的的改改修修方方法法にに関関すするる研研究究

気気候候変変動動のの影影響響をを踏踏ままええたた
港港湾湾ににおおけけるる施施設設設設計計等等にに関関すするる研研究究

地球温暖化に伴い、厳しくなる外力（高潮・波浪など）
に対応するため、施設の改良工法・新設工法について、
順応的な適応策となる施設断面の設計方法を提案し、
各種基準等への反映を進める。

近年、洪水等の発生で住宅の浸水被害が多発してい
る。住宅局等と連携して、新築に比べてより対応が困
難な既存住宅の被害程度を抑えるため、予防的な改
修方法の適用手法を確立する。

評価基準② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化

22

評価基準② 研究所として対応が必要な国内又は海外で発生した災害等について、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援す
るとともに、原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施について技術的な助言を行う取組を推進しているか。また、災害等から得ら
れる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反映しているか。

22

①：被災情報の収集、被災規模の推定、災害対策本部設
置、情報共有

②：二次災害防止や応急対策に関する現場支援や復旧・
復興計画検討、対策実施への技術的助言

③：被災原因等の調査・結果のアーカイブ作成、再発防止
策の検討

○専専門門家家のの派派遣遣にによよるる技技術術的的助助言言のの実実施施：台風等で発生した土砂・洪水氾濫に関する技術的助言を行うため、土砂災害
専門家を自治体に派遣。助言が復旧工事計画の検討の参考とされることもあり、土砂・洪水氾濫対策の推進に貢献。

国国総総研研ににおおけけるる災災害害・・事事故故対対応応のの主主なな活活動動 専専門門家家のの派派遣遣にによよるる技技術術的的助助言言のの実実施施

＜二次元河床変動計算の結果（坂井ら，
令和3年度 砂防学会研究発表会

概要集より引用＞

＜河道埋塞と宅地部分の侵食による家屋流出＞

東北地方整備局提供

本本来来のの河河道道

＜広範囲にわたる砂成分の土砂堆積＞

・R1台風19号阿武隈川水系内川で発生した土砂・洪水氾濫に関
する技術的助言を行うため、土砂災害専門家を自治体に派遣
・助言に基づき、地整が内川流域における復旧工事計画の検討
を進め、同流域における土砂・洪水氾濫対策の推進に貢献
・土砂による河道埋塞、宅地部分の侵食による家屋流出等の被
害特性に基づき、家屋被害への影響検討、家屋被害のより適切
な評価のため、二次元河床変動計算を用いた家屋被害評価手法
の研究に着手

ー 28 ー

評価基準③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援

23

（参考）これまでの実績

【砂防】74人（H25：4人、H26：7人、H27～R3：毎年9人）、

【道路】27人（H30：3人、H31～R3：毎年8人）

高度な土砂災害対策に従事する
地方整備局職員の育成支援プログラム

評価基準③ 現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・助言の取組を推進するとともに、現場技術者を、行政知識と専
門性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

○高高度度なな土土砂砂災災害害対対策策にに従従事事すするる地地方方整整備備局局職職員員のの育育成成支支援援ププロロググララムム：土砂災害防止法の緊急調査や緊急災害対
策派遣隊（TEC-FORCE）に派遣されて活躍できるよう、土砂災害対策に必要となる基礎から高度な技術を習得するとと
もに、地整内において土砂災害対応を行う際のリーダーとなりえる人材の育成を支援することを目的として実施。

◆◆一一定定期期間間のの研研修修

土砂災害対策技術の基礎に関する講
義・演習

土砂災害防止法に基づく緊急調査等
の高度な解析実習及び課題解決のた
めの討論 など

災害対応時の課題に対する対応策の
検討（整備局で使用する手引き等）

◆◆併併任任職職員員ののOJT
（併任期間：4月1日～12月31日）

災害発生時の国総研による現地調査
や技術指導に同行

国総研土砂災害研究部

土研土砂管理研究グループ

による
地方整備局の
技術力向上の
支援

・道路 ：研修

・砂防：
砂防研へ併任、
及び研修

地
方
整
備
局
の
技
術
力
向
上

地
方
公
共
団
体

災害現場での指導状況（OJT） R3

土砂災害対策技術の基礎に緘するオンライン講義実施状況

評価基準④ データの収集・分析・管理、社会への還元

24

評価基準④ 国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分
析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。

○河河道道基基盤盤情情報報化化シシスステテムムをを活活用用ししたた河河道道のの流流下下能能力力のの維維持持・・向向上上のの支支援援：河道が目標とする流量を安全に流すため
には、侵食や浸透に対する堤防の安全性を確保する必要がある。そのため、災害調査等を通じて被災要因を分析し、
そこから得られた知見を河道基盤情報化システムのデータベースに蓄積している。蓄積した結果を河川事務所職員等
に提供することで、安全な河道の設計を支援している。

河道設計に資する知見の創出
（低水路からの比高と堆積上昇速度の関係整理例）

河川事務所での活用
（河道の応答特性を踏まえた掘削範囲の設定例）

災害調査の実施

平成30年西日本豪雨（小田川） 令和元年東日本台風（千曲川）

・得られた知見をデータベースに蓄積

・被災要因に加え、被害の程度を分
けた要因についても記録するなど、
河道設計にあたり有効と考えられる
知見を整理

災災害害調調査査等等のの実実施施、、知知見見のの創創出出・・デデーータタベベーースス化化、、地地方方整整備備局局等等ととのの知知見見のの共共有有
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評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

21

床上浸水

床下浸水 詳細検討による対応の
イメージ

水害の浸水区分

水水害害時時のの被被災災リリススククをを低低減減すするる
既既存存戸戸建建住住宅宅のの予予防防的的改改修修方方法法にに関関すするる研研究究

気気候候変変動動のの影影響響をを踏踏ままええたた
港港湾湾ににおおけけるる施施設設設設計計等等にに関関すするる研研究究

地球温暖化に伴い、厳しくなる外力（高潮・波浪など）
に対応するため、施設の改良工法・新設工法について、
順応的な適応策となる施設断面の設計方法を提案し、
各種基準等への反映を進める。

近年、洪水等の発生で住宅の浸水被害が多発してい
る。住宅局等と連携して、新築に比べてより対応が困
難な既存住宅の被害程度を抑えるため、予防的な改
修方法の適用手法を確立する。

評価基準② 災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化

22

評価基準② 研究所として対応が必要な国内又は海外で発生した災害等について、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援す
るとともに、原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施について技術的な助言を行う取組を推進しているか。また、災害等から得ら
れる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反映しているか。

22

①：被災情報の収集、被災規模の推定、災害対策本部設
置、情報共有

②：二次災害防止や応急対策に関する現場支援や復旧・
復興計画検討、対策実施への技術的助言

③：被災原因等の調査・結果のアーカイブ作成、再発防止
策の検討

○専専門門家家のの派派遣遣にによよるる技技術術的的助助言言のの実実施施：台風等で発生した土砂・洪水氾濫に関する技術的助言を行うため、土砂災害
専門家を自治体に派遣。助言が復旧工事計画の検討の参考とされることもあり、土砂・洪水氾濫対策の推進に貢献。

国国総総研研ににおおけけるる災災害害・・事事故故対対応応のの主主なな活活動動 専専門門家家のの派派遣遣にによよるる技技術術的的助助言言のの実実施施

＜二次元河床変動計算の結果（坂井ら，
令和3年度 砂防学会研究発表会

概要集より引用＞

＜河道埋塞と宅地部分の侵食による家屋流出＞

東北地方整備局提供

本本来来のの河河道道

＜広範囲にわたる砂成分の土砂堆積＞

・R1台風19号阿武隈川水系内川で発生した土砂・洪水氾濫に関
する技術的助言を行うため、土砂災害専門家を自治体に派遣
・助言に基づき、地整が内川流域における復旧工事計画の検討
を進め、同流域における土砂・洪水氾濫対策の推進に貢献
・土砂による河道埋塞、宅地部分の侵食による家屋流出等の被
害特性に基づき、家屋被害への影響検討、家屋被害のより適切
な評価のため、二次元河床変動計算を用いた家屋被害評価手法
の研究に着手
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評価基準③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援

23

（参考）これまでの実績

【砂防】74人（H25：4人、H26：7人、H27～R3：毎年9人）、

【道路】27人（H30：3人、H31～R3：毎年8人）

高度な土砂災害対策に従事する
地方整備局職員の育成支援プログラム

評価基準③ 現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・助言の取組を推進するとともに、現場技術者を、行政知識と専
門性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

○高高度度なな土土砂砂災災害害対対策策にに従従事事すするる地地方方整整備備局局職職員員のの育育成成支支援援ププロロググララムム：土砂災害防止法の緊急調査や緊急災害対
策派遣隊（TEC-FORCE）に派遣されて活躍できるよう、土砂災害対策に必要となる基礎から高度な技術を習得するとと
もに、地整内において土砂災害対応を行う際のリーダーとなりえる人材の育成を支援することを目的として実施。

◆◆一一定定期期間間のの研研修修

土砂災害対策技術の基礎に関する講
義・演習

土砂災害防止法に基づく緊急調査等
の高度な解析実習及び課題解決のた
めの討論 など

災害対応時の課題に対する対応策の
検討（整備局で使用する手引き等）

◆◆併併任任職職員員ののOJT
（併任期間：4月1日～12月31日）

災害発生時の国総研による現地調査
や技術指導に同行

国総研土砂災害研究部

土研土砂管理研究グループ

による
地方整備局の
技術力向上の
支援

・道路 ：研修

・砂防：
砂防研へ併任、
及び研修

地
方
整
備
局
の
技
術
力
向
上

地
方
公
共
団
体

災害現場での指導状況（OJT） R3

土砂災害対策技術の基礎に緘するオンライン講義実施状況

評価基準④ データの収集・分析・管理、社会への還元

24

評価基準④ 国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分
析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。

○河河道道基基盤盤情情報報化化シシスステテムムをを活活用用ししたた河河道道のの流流下下能能力力のの維維持持・・向向上上のの支支援援：河道が目標とする流量を安全に流すため
には、侵食や浸透に対する堤防の安全性を確保する必要がある。そのため、災害調査等を通じて被災要因を分析し、
そこから得られた知見を河道基盤情報化システムのデータベースに蓄積している。蓄積した結果を河川事務所職員等
に提供することで、安全な河道の設計を支援している。

河道設計に資する知見の創出
（低水路からの比高と堆積上昇速度の関係整理例）

河川事務所での活用
（河道の応答特性を踏まえた掘削範囲の設定例）

災害調査の実施

平成30年西日本豪雨（小田川） 令和元年東日本台風（千曲川）

・得られた知見をデータベースに蓄積

・被災要因に加え、被害の程度を分
けた要因についても記録するなど、
河道設計にあたり有効と考えられる
知見を整理

災災害害調調査査等等のの実実施施、、知知見見のの創創出出・・デデーータタベベーースス化化、、地地方方整整備備局局等等ととのの知知見見のの共共有有
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評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

25

評価基準⑤ 研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組
みを構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機動
的に整備・活用しているか。

洪洪水水ハハザザーードド情情報報図図作作成成手手法法のの研研究究

・まちづくり等と連携した水害対策を具体的に検討
するうえで必要である、本支川・内水氾濫を統合し
たハザード情報図（確率規模別浸水深分布図）作
成手法について研究開発を実施。

・水害リスク情報の空白域となっている小規模河
川を対象に、本省と共同でLPデータを活用した氾

濫推定図の作成手法を開発。

氾氾濫濫シシナナリリオオ別別ハハザザーードド情情報報にに基基づづくく減減災災対対策策検検討討手手法法のの研研究究

・「浸水深」「湛水期間」「氾濫水到達時間」「流速」「浸水位上昇速度」等を氾濫シナ
リオ別に表示するハザード情報図を作成するとともに、施設・人口集中地区等に甚
大な被害を与える特に致命的な氾濫シナリオの回避方策の具体的な検討手法に
ついて研究。

水水災災害害対対策策ととままちちづづくくりり分分野野がが連連携携ししてて「「水水害害リリススクク情情報報作作成成・・活活用用手手法法のの確確立立」」にに関関すするる研研究究をを実実施施。。
○水水害害リリススクク情情報報作作成成・・活活用用手手法法のの確確立立：治水整備規模を超える洪水時の減災対策について、本省水管理・国土保全局
と情報共有、意見交換を行うとともに、河川・下水道・都市・建築・農村の各分野の研究者と連携し研究を実施（国総研
の都市研究部・下水道研究部、建築研究所、農村工学研究所、土研ICHARMと連携）

海外の先進事例も参考にして検討を実施
（上図は仏国の将来の海面上昇を考慮した土地利用規制図の例）

🄫🄫DGPR, MTES, France

地地域域のの具具体体的的なな減減災災対対策策ののイイメメーージジA市市のの氾氾濫濫ブブロロッックク

どのシナリオでも浸
水する場所（低地）

減災対策別効果の分析

減災対策実施時の
ハザード情報図

減災対策選択肢の検討（イメージ）

氾濫ブロック内施設・人口
集中地区（微高地）

評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

＜地域区分毎の降雨量変化倍率＞

地域区分
2℃
上昇

4℃上昇

短時間

北海道北部、北海道南部 1.15 1.4 1.5

九州北西部 1.1 1.4 1.5

その他（沖縄含む）地域 1.1 1.2 1.3

気気候候モモデデルルをを用用いいたた
将将来来のの降降雨雨量量変変化化特特性性分分析析

流流出出抑抑制制対対策策とと整整合合ししたた
河河川川整整備備計計画画のの立立案案手手法法のの確確立立

○気気候候モモデデルルをを用用いいたた将将来来のの降降雨雨量量変変化化特特性性分分析析：気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法等の検討のため、文部
科学省との連携により最新の気候モデルデータを活用し、気候変動による降雨量変化倍率を算出。

○流流出出抑抑制制対対策策とと整整合合ししたた河河川川整整備備計計画画のの立立案案手手法法のの確確立立：流出抑制対策（田んぼダム、ため池等）の配置・運用の検
討を可能とするため、「河川砂防技術研究開発公募制度」により産学の技術を活用して流出解析・洪水流解析技術の
研究開発を実施。

26

・気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法等の検討のため、
d4PDF等の気候モデルデータを活用し、気候変動による降雨量変

化倍率を算出。有識者の検討会で使用され、「気候変動を踏まえ
た治水計画のあり方 提言」（令和3年4月）に反映。

・「統合的気候モデル高度化研究プログラム（文部科学省）」への
参画、「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI‐CAT）（文部科
学省）」との連携により、最新の気候予測データ（d4PDF, d2PDF等）
を活用。

ー 30 ー

評価基準⑥ 政策展開を見通す人材の育成

27

評価基準⑥ 研究を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成が図られているか。

西瀬橋調査（令和2年7月10日）
道路橋の流失可能性評価（流水作用を水平震度に換算）

技
術
資
料
と
し
て
成
果
を
公
表

R2終了「洗掘の被害を受ける可能性が高い道路橋の抽出と改造マニュアルの開発」成果

災災害害調調査査へへのの若若手手職職員員のの同同行行及及びび業業務務をを通通じじたた育育成成

①研究者としての能力を養うための人材育成：学会への論文投

稿、経験・ノウハウ伝承講演会や研究発表会等による研究者の
基礎的な能力の向上、研究計画検討会議や外部委員による研
究評価委員会等による研究をマネジメントする能力の向上を図る

②行政・現場の感覚や理解を養うための人材育成：地方整備局
等の行政業務経験や災害現場支援の経験等

国国総総研研ににおおけけるる人人材材育育成成のの取取りり組組みみのの主主なな活活動動

●国国総総研研ににおおけけるる人人材材育育成成のの取取りり組組みみ：行政と密接に関わる研究課題を進める国総研研究職員に必要な①研究者とし
ての能力 と、②行政・現場の感覚や理解 を養うための人材育成を実施。

○災災害害調調査査へへのの若若手手職職員員のの同同行行等等：若手職員も災害調査に同行。次の災害に備える重要業務を通じて育成を図る。

評価基準⑦ 技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

評価基準⑦ 政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設
を有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

110
m

30 m

・既存の河川水理模型実験施設内

に筑後川水系赤谷川の1/30スケー

ルの水理模型を製作。

・大量の土砂供給が可能で、通水

中に給砂量を変化せることができる

土砂供給装置を新設。

河河道道のの土土砂砂管管理理手手法法のの確確立立

気気候候変変動動にに伴伴いい顕顕在在化化ししてていいるる土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫、、土土石石流流対対策策にに関関すするる研研究究

28

立立命命館館大大 里里深深教教授授

筑筑波波大大 内内田田准准教教授授

新新潟潟大大 権権田田教教授授

新たな課題に対応するため、実験施設の利活用・管理にとどまらず、実験施設の新設・更新を実施。
○河河道道のの土土砂砂管管理理手手法法のの確確立立：更新した実験施設を利用して土砂による河道埋塞プロセスなどの被災メカニズムを明ら
かにした上で、河道の平面形や縦横断形などの工夫により土砂洪水氾濫の被災軽減を目指す。

○気気候候変変動動にに伴伴いい顕顕在在化化ししてていいるる土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫、、土土石石流流対対策策にに関関すするる研研究究：新設した多段階勾配可変水路を利用して、
土砂の粒度と流下距離との関係を明らかにし、土砂・洪水氾濫被害予測手法の高精度化を目指す。

土土石石流流区区間間（（15°°））かからら土土砂砂流流区区間間
（（5°°））にに流流下下すするる状状況況

多多段段階階勾勾配配可可変変水水路路・土石流から掃流まで水路勾配を

多段階に変化させ、流量、給砂量

を自動制御できる大型実験水路を

製作。

・様々な実験条件で、実験が可能

で、国交省の委託研究を実施する

大学関係者の実験にも提供される

予定。

ー 31 ーー 30 ー



評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

25

評価基準⑤ 研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組
みを構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機動
的に整備・活用しているか。

洪洪水水ハハザザーードド情情報報図図作作成成手手法法のの研研究究

・まちづくり等と連携した水害対策を具体的に検討
するうえで必要である、本支川・内水氾濫を統合し
たハザード情報図（確率規模別浸水深分布図）作
成手法について研究開発を実施。

・水害リスク情報の空白域となっている小規模河
川を対象に、本省と共同でLPデータを活用した氾

濫推定図の作成手法を開発。

氾氾濫濫シシナナリリオオ別別ハハザザーードド情情報報にに基基づづくく減減災災対対策策検検討討手手法法のの研研究究

・「浸水深」「湛水期間」「氾濫水到達時間」「流速」「浸水位上昇速度」等を氾濫シナ
リオ別に表示するハザード情報図を作成するとともに、施設・人口集中地区等に甚
大な被害を与える特に致命的な氾濫シナリオの回避方策の具体的な検討手法に
ついて研究。

水水災災害害対対策策ととままちちづづくくりり分分野野がが連連携携ししてて「「水水害害リリススクク情情報報作作成成・・活活用用手手法法のの確確立立」」にに関関すするる研研究究をを実実施施。。
○水水害害リリススクク情情報報作作成成・・活活用用手手法法のの確確立立：治水整備規模を超える洪水時の減災対策について、本省水管理・国土保全局
と情報共有、意見交換を行うとともに、河川・下水道・都市・建築・農村の各分野の研究者と連携し研究を実施（国総研
の都市研究部・下水道研究部、建築研究所、農村工学研究所、土研ICHARMと連携）

海外の先進事例も参考にして検討を実施
（上図は仏国の将来の海面上昇を考慮した土地利用規制図の例）

🄫🄫DGPR, MTES, France

地地域域のの具具体体的的なな減減災災対対策策ののイイメメーージジA市市のの氾氾濫濫ブブロロッックク

どのシナリオでも浸
水する場所（低地）

減災対策別効果の分析

減災対策実施時の
ハザード情報図

減災対策選択肢の検討（イメージ）

氾濫ブロック内施設・人口
集中地区（微高地）

評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

＜地域区分毎の降雨量変化倍率＞

地域区分
2℃
上昇

4℃上昇

短時間

北海道北部、北海道南部 1.15 1.4 1.5

九州北西部 1.1 1.4 1.5

その他（沖縄含む）地域 1.1 1.2 1.3

気気候候モモデデルルをを用用いいたた
将将来来のの降降雨雨量量変変化化特特性性分分析析

流流出出抑抑制制対対策策とと整整合合ししたた
河河川川整整備備計計画画のの立立案案手手法法のの確確立立

○気気候候モモデデルルをを用用いいたた将将来来のの降降雨雨量量変変化化特特性性分分析析：気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法等の検討のため、文部
科学省との連携により最新の気候モデルデータを活用し、気候変動による降雨量変化倍率を算出。

○流流出出抑抑制制対対策策とと整整合合ししたた河河川川整整備備計計画画のの立立案案手手法法のの確確立立：流出抑制対策（田んぼダム、ため池等）の配置・運用の検
討を可能とするため、「河川砂防技術研究開発公募制度」により産学の技術を活用して流出解析・洪水流解析技術の
研究開発を実施。
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・気候変動を踏まえた治水計画に見直す手法等の検討のため、
d4PDF等の気候モデルデータを活用し、気候変動による降雨量変

化倍率を算出。有識者の検討会で使用され、「気候変動を踏まえ
た治水計画のあり方 提言」（令和3年4月）に反映。

・「統合的気候モデル高度化研究プログラム（文部科学省）」への
参画、「気候変動適応技術社会実装プログラム（SI‐CAT）（文部科
学省）」との連携により、最新の気候予測データ（d4PDF, d2PDF等）
を活用。

ー 30 ー

評価基準⑥ 政策展開を見通す人材の育成
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評価基準⑥ 研究を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成が図られているか。

西瀬橋調査（令和2年7月10日）
道路橋の流失可能性評価（流水作用を水平震度に換算）

技
術
資
料
と
し
て
成
果
を
公
表

R2終了「洗掘の被害を受ける可能性が高い道路橋の抽出と改造マニュアルの開発」成果

災災害害調調査査へへのの若若手手職職員員のの同同行行及及びび業業務務をを通通じじたた育育成成

①研究者としての能力を養うための人材育成：学会への論文投

稿、経験・ノウハウ伝承講演会や研究発表会等による研究者の
基礎的な能力の向上、研究計画検討会議や外部委員による研
究評価委員会等による研究をマネジメントする能力の向上を図る

②行政・現場の感覚や理解を養うための人材育成：地方整備局
等の行政業務経験や災害現場支援の経験等

国国総総研研ににおおけけるる人人材材育育成成のの取取りり組組みみのの主主なな活活動動

●国国総総研研ににおおけけるる人人材材育育成成のの取取りり組組みみ：行政と密接に関わる研究課題を進める国総研研究職員に必要な①研究者とし
ての能力 と、②行政・現場の感覚や理解 を養うための人材育成を実施。

○災災害害調調査査へへのの若若手手職職員員のの同同行行等等：若手職員も災害調査に同行。次の災害に備える重要業務を通じて育成を図る。

評価基準⑦ 技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

評価基準⑦ 政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設
を有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

110
m

30 m

・既存の河川水理模型実験施設内

に筑後川水系赤谷川の1/30スケー

ルの水理模型を製作。

・大量の土砂供給が可能で、通水

中に給砂量を変化せることができる

土砂供給装置を新設。

河河道道のの土土砂砂管管理理手手法法のの確確立立

気気候候変変動動にに伴伴いい顕顕在在化化ししてていいるる土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫、、土土石石流流対対策策にに関関すするる研研究究

28

立立命命館館大大 里里深深教教授授

筑筑波波大大 内内田田准准教教授授

新新潟潟大大 権権田田教教授授

新たな課題に対応するため、実験施設の利活用・管理にとどまらず、実験施設の新設・更新を実施。
○河河道道のの土土砂砂管管理理手手法法のの確確立立：更新した実験施設を利用して土砂による河道埋塞プロセスなどの被災メカニズムを明ら
かにした上で、河道の平面形や縦横断形などの工夫により土砂洪水氾濫の被災軽減を目指す。

○気気候候変変動動にに伴伴いい顕顕在在化化ししてていいるる土土砂砂・・洪洪水水氾氾濫濫、、土土石石流流対対策策にに関関すするる研研究究：新設した多段階勾配可変水路を利用して、
土砂の粒度と流下距離との関係を明らかにし、土砂・洪水氾濫被害予測手法の高精度化を目指す。

土土石石流流区区間間（（15°°））かからら土土砂砂流流区区間間
（（5°°））にに流流下下すするる状状況況

多多段段階階勾勾配配可可変変水水路路・土石流から掃流まで水路勾配を

多段階に変化させ、流量、給砂量

を自動制御できる大型実験水路を

製作。

・様々な実験条件で、実験が可能

で、国交省の委託研究を実施する

大学関係者の実験にも提供される

予定。

ー 31 ーー 31 ー



評価基準⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信

29

評価基準⑧ 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と
存在感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

① 現場からLINEやスマホ
で写真等を簡単に送信
→位置とクロノロジー（時系
列）を自動的に整理

システム構築にあたっては、モデル自治体と
連携し、活動実態を踏まえた意見を積極的に
取り入れ
例）重要度別に色分け表示

モモデデルル自自治治体体ににおおけけるる
訓訓練練ののママススココミミ報報道道

② 避難指示発令状況や河川水位、浸水予測
箇所等の情報を一元表示し、自分の周辺／地
域全体の状況が一目でわかる

③ WEB形式で、現場や職場／自宅
からリアルタイムで情報を共有・閲
覧可能

●国国総総研研のの広広報報活活動動のの取取組組：国総研では広報の対象と目的を明確にし、多様で効果的な広報手段により情報を積極的に発信するため、毎
年度広報計画を策定。「広く認知を高める広報」と「研究段階の特性に応じた広報」の二本柱で広報に取り組んでいる。

○「「水水防防活活動動支支援援技技術術のの開開発発」」のの研研究究成成果果のの発発信信：水防活動実施時に自治体と水防団等の情報共有を支援する『水防活動支援情報共有シ
ステム』を構築し、モデル自治体３市で試行運用。自治体との連携により研究成果を効果的に発信。

国国総総研研のの広広報報活活動動のの取取組組 ２年ぶりに土木
の日の一般公
開のイベントを
開催。（写真は
実大トンネル実
験施設）

広く認知を高める広報：一般公開イベントの実施

研究の途中段階に
おいても積極的な
広報を実施。

研究段階の特性に応じた広報：
降雨撮影実験の公開に関する記者発表

国総研施設の
VR動画を作成し、
Web上で敷地内
の閲覧が可能

広く認知を高める広報：VR国総研の公開

VVRR国国総総研研

自自治治体体とと連連携携ししたた研研究究成成果果のの効効果果的的なな発発信信

※新聞記事

※報道

インフラ分野のDXのうち、i‐Constructionの推進及びデータプラットフォーム
の構築関連の活動事例を機関評価基準に沿って紹介。

③インフラ分野のDX関連の活動事例

30
ー 32 ー

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

31※第５次社会資本整備重点計画 概要資料より抜粋。

国総研が想定する建設現場のDX

32

①現実世界のデジタルへの投影

現実世界のモノの形、人・モノの動きをデジ
タル化、２D・３D化する技術の研究

②データの共有システム

データを保存し、検索・提供・共有できるシ
ステムの構築

③データの活用

データを活用し、作業を効率化・高度化し、
生産性向上・安全性向上・働き方改革を実現
する手法の研究

④データのオープン化

データを活用し、大学・研究機関・民間企業
等に公開し、研究開発を促進するための
データプラットフォームの構築

ＤＸデータセンター

３Ｄ都市モデルデータの公開国土交通データプラットフォーム

ＢＩＭＣＩＭの推進 ＭＭＳによる道路の点群データ収集

手作業による出来形計測をＩＣＴ化 ＩＣＴ土工、自律施工、遠隔操作

河道基盤情報化システム
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評価基準⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信

29

評価基準⑧ 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と
存在感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

① 現場からLINEやスマホ
で写真等を簡単に送信
→位置とクロノロジー（時系
列）を自動的に整理

システム構築にあたっては、モデル自治体と
連携し、活動実態を踏まえた意見を積極的に
取り入れ
例）重要度別に色分け表示

モモデデルル自自治治体体ににおおけけるる
訓訓練練ののママススココミミ報報道道

② 避難指示発令状況や河川水位、浸水予測
箇所等の情報を一元表示し、自分の周辺／地
域全体の状況が一目でわかる

③ WEB形式で、現場や職場／自宅
からリアルタイムで情報を共有・閲
覧可能

●国国総総研研のの広広報報活活動動のの取取組組：国総研では広報の対象と目的を明確にし、多様で効果的な広報手段により情報を積極的に発信するため、毎
年度広報計画を策定。「広く認知を高める広報」と「研究段階の特性に応じた広報」の二本柱で広報に取り組んでいる。

○「「水水防防活活動動支支援援技技術術のの開開発発」」のの研研究究成成果果のの発発信信：水防活動実施時に自治体と水防団等の情報共有を支援する『水防活動支援情報共有シ
ステム』を構築し、モデル自治体３市で試行運用。自治体との連携により研究成果を効果的に発信。

国国総総研研のの広広報報活活動動のの取取組組 ２年ぶりに土木
の日の一般公
開のイベントを
開催。（写真は
実大トンネル実
験施設）

広く認知を高める広報：一般公開イベントの実施

研究の途中段階に
おいても積極的な
広報を実施。

研究段階の特性に応じた広報：
降雨撮影実験の公開に関する記者発表

国総研施設の
VR動画を作成し、
Web上で敷地内
の閲覧が可能

広く認知を高める広報：VR国総研の公開

VVRR国国総総研研

自自治治体体とと連連携携ししたた研研究究成成果果のの効効果果的的なな発発信信

※新聞記事

※報道

インフラ分野のDXのうち、i‐Constructionの推進及びデータプラットフォーム
の構築関連の活動事例を機関評価基準に沿って紹介。

③インフラ分野のDX関連の活動事例

30
ー 32 ー

インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

31※第５次社会資本整備重点計画 概要資料より抜粋。

国総研が想定する建設現場のDX

32

①現実世界のデジタルへの投影

現実世界のモノの形、人・モノの動きをデジ
タル化、２D・３D化する技術の研究

②データの共有システム

データを保存し、検索・提供・共有できるシ
ステムの構築

③データの活用

データを活用し、作業を効率化・高度化し、
生産性向上・安全性向上・働き方改革を実現
する手法の研究

④データのオープン化

データを活用し、大学・研究機関・民間企業
等に公開し、研究開発を促進するための
データプラットフォームの構築

ＤＸデータセンター

３Ｄ都市モデルデータの公開国土交通データプラットフォーム

ＢＩＭＣＩＭの推進 ＭＭＳによる道路の点群データ収集

手作業による出来形計測をＩＣＴ化 ＩＣＴ土工、自律施工、遠隔操作

河道基盤情報化システム

ー 33 ーー 33 ー



国総研が想定する建設現場のDXに向けた国総研の活動

33

①現実世界のデジタルへの投影

・設計データの３Ｄ化による生産性の向上、品質の確保（社会資本マネジメント）（P.35）
・2次元CADデータを用いた3次元モデル構築技術の研究開発（社会資本マネジメント）
（P.39）
・集合住宅を対象とする維持管理段階も含めたBIM利活用のケーススタディ（住宅）（P.41）

②データの共有システム

・ＤＸデータセンター構築（社会資本マネジメント）（P.42）
・道路施設の点検データベースの整備支援とデータベースを活用した調査研究（道路構
造物）（P.38）
・河道基盤情報化システムを活用した河道の流下能力の維持・向上の支援（P.24）

③データの活用

・ICTを活用した施工・施工管理の高度化（社会資本マネジメント）（P.39）
・建設ＤＸ実験フィールド整備（社会資本マネジメント）（P.42）
・港湾分野における生産性向上の取り組み（港湾）（P.36）
・ICTを活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業（下水道）（P.41）

④データのオープン化
・国土交通データプラットフォーム（社会資本マネジメント）（P.37）
・都市関連データのオープン化と利活用の推進に関する研究（都市）（P.37）

※（）内は担当研究部・センターの名称。

国総研が想定する建設現場のDXの４分類に沿った活動の紹介

国
総
研

本
省
、
地
方
整
備
局
、
地
方
公
共
団
体
等

国総研が想定する建設現場のDXに関連する活動の全体像

34

設計データの３Ｄ化による生産性の向上、品質の確保

（P.35）
ICTを活用した施工・施工管理の高度化（P.36）
国土交通データプラットフォームの構築（P.37）

建設現場のDXの推進を支える研究開発
（評価基準①）

○ 国総研が実施している建設現場のDXに関連する研究及び活動の全体像を紹介する。

災害対応への技術的支援と対策技術の高度化
（評価基準②）

災害時に、被災状況・復旧状況等に関する情報を一元
的に蓄積し、被災前の地形・構造物形状等の情報をあ
わせて提供するプラットフォームとして活用。（P.42）

地方整備局等の現場技術力の向上を
支援（評価基準③）

BIMCIMや３D地形図等の３D情報を自由に閲
覧・確認できる環境を構築し、職員の３D情報の
操作・活用に必要な技術の向上に寄与。（P.42）

データの収集・分析・管理、社会への還元
（評価基準④）

ICT活用工事に関する基準類作成の過程で

現場の施工管理データを収集し、基準類の
作成に活用。（P.39）

政策展開を見通
す人材の育成
（評価基準⑥）

技術研究開発
を支える実験施
設等の整備
（評価基準⑦）

建設ＤＸ実験フィー
ルド整備、ＤＸデータ
センター構築（P.42）

研究成果・研究活動の効果的な
発信（評価基準⑧）

建設DX実験フィールド開所式の記
者公開（P.43）

質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
（評価基準⑤）

情報科学分野（国研理化学研究所）と連携し、3次元モデル構築
技術の研究開発（P.40）

効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組みを構築・運用
するとともに、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備・活用。

ー 34 ー

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発
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「3次元モデル
成果物作成要
領」制定

•令和2年度、本省・国総
研において検討を行い
作成 （以降、適宜改訂）

全ての詳細
設計で原則
適用

•令和3年度、大規模構造物
に適用

•令和4年度、小規模を除く全
てに適用

全ての工事
で原則適用

•令和4年度、大規
模構造物に適用

•令和5年度、小規
模を除く全てに適
用

【業務・工事におけるBIM/CIM原則適用拡大
の進め方（案） （一般土木、鋼橋上部）】

【令和5年度のBIM/CIM原則適用により実現している内容（想定）】

第6回BIM/CIM推進委員会資料2（R3.9.7）

評価基準① 政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研
究課題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現場
実装を的確に推進しているか。

建設生産・管理システムにおける品質確保及び業務効率化・高度化を図るため、設計段階から３次元モデルを導入して活用する必要
がある。令和５年度の直轄工事でのBIM/CIM原則適用に向けて、詳細設計で作成・納品する３次元モデルの仕様を明確化し、成果物の
作成方法及び要件を示す要領を作成している。

設設計計デデーータタのの３３ＤＤ化化にによよるる生生産産性性のの向向上上、、品品質質のの確確保保

○ 国総研においては、設計データの３Ｄ化やICTを活用した施工・施工管理の高度化など建設現場のDXの政策展開及び
現場実装を支える研究開発を実施している。

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

36

・IICCTT浚浚渫渫工工の効率化に向け、マルチビーム測深の重複率の緩和を検討。緩和に
より測量船の航行距離の減少が可能となり、作業能力の効率化が期待される。

・現地試験の結果、重複率の違いによる測深結果への影響は微小であることを
明らかにし、関係要領改定を提案した。

･また、マルチビームで取得した点群データのノイズ処理時間の短縮化に向け、AI
技術を活用した処理プログラムを開発している。

･海底面に対して、音波を出し
て測深する際に、その範囲が
一定程度重複して照射するこ
とにある。

･測量精度を保ちつつ、重複
率をどこまで減らすことが可
能かを検証

浚渫⼯におけるﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深 測深時の作業船の回航イメージ 照射エリアの重複

･IICCTTブブロロッックク据据付付工工の効率化に向け、消波ブロックを対象に、効率的なUAV写真
測量方法を検討。海上への測量用の標定点設置を必要とせず、測量可能であ
ることを現地試験により確認し（下左図）、関係要領改定に反映した。

･BBIIMM//CCIIMM活活用用のの促促進進に向け、これまで作成した港湾施設（桟橋等）のプロトタイ
プモデルを活用し、現場での3次元モデル作成時間や手間の削減を図るため、
資機材メーカーを特定しないジェネリックオブジェクト（汎用的なBIM/CIM用の部
材データ）を利用者に提供できる環境（ライブラリー）の整備等を実施している。

ICT基礎工･ICT海上地盤改良工･ICT本体工（ケーソン据付工）についても、
試行・モデル工事等を直轄にて実施。国総研では、各工事の実績等を踏ま
え、ICT活用工事に関する各種要領の改定やBIM/CIM活用促進に資する研
究を引き続き進める。

港港湾湾分分野野ににおおけけるる生生産産性性向向上上のの取取りり組組みみ

提供するジェネリックオブジェクト（イメージ）

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

・今後、システム利用者が増加して、施工に関するデータの記
録と共有が進めば、積算や工期設定等の各種の技術基準の
企画・立案及び研究にデータを活用可能。

・国交省の進める「建設現場の生産性２割向上」に向けた施工現場
の生産性向上を支援するツールとして、技能者の労働時間や従
事内容等の実態を記録・分析・共有する工事日報システムを試作。

・民間企業に募集した利用モニターの意見に基づき、システムやそ
の運用方法等の改善を推進。

入力画面 施工工程の分析例

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

施工現場の生産性向上を支援するツールとして、技
能者の労働時間や従事内容等の実態を記録・分析・
共有する工事日報システムを試作し、システムやその
運用方法等の改善を推進している。

港湾分野では海中での工事が多いことなどの特性を
踏まえた取り組みと対応が必要。ICT浚渫工やICTブ
ロック据付工の効率化、BIM/CIM活用の促進に向け
た検討を進めている。
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国総研が想定する建設現場のDXに向けた国総研の活動

33

①現実世界のデジタルへの投影

・設計データの３Ｄ化による生産性の向上、品質の確保（社会資本マネジメント）（P.35）
・2次元CADデータを用いた3次元モデル構築技術の研究開発（社会資本マネジメント）
（P.39）
・集合住宅を対象とする維持管理段階も含めたBIM利活用のケーススタディ（住宅）（P.41）

②データの共有システム

・ＤＸデータセンター構築（社会資本マネジメント）（P.42）
・道路施設の点検データベースの整備支援とデータベースを活用した調査研究（道路構
造物）（P.38）
・河道基盤情報化システムを活用した河道の流下能力の維持・向上の支援（P.24）

③データの活用

・ICTを活用した施工・施工管理の高度化（社会資本マネジメント）（P.39）
・建設ＤＸ実験フィールド整備（社会資本マネジメント）（P.42）
・港湾分野における生産性向上の取り組み（港湾）（P.36）
・ICTを活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業（下水道）（P.41）

④データのオープン化
・国土交通データプラットフォーム（社会資本マネジメント）（P.37）
・都市関連データのオープン化と利活用の推進に関する研究（都市）（P.37）

※（）内は担当研究部・センターの名称。

国総研が想定する建設現場のDXの４分類に沿った活動の紹介
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国総研が想定する建設現場のDXに関連する活動の全体像
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設計データの３Ｄ化による生産性の向上、品質の確保

（P.35）
ICTを活用した施工・施工管理の高度化（P.36）
国土交通データプラットフォームの構築（P.37）

建設現場のDXの推進を支える研究開発
（評価基準①）

○ 国総研が実施している建設現場のDXに関連する研究及び活動の全体像を紹介する。

災害対応への技術的支援と対策技術の高度化
（評価基準②）

災害時に、被災状況・復旧状況等に関する情報を一元
的に蓄積し、被災前の地形・構造物形状等の情報をあ
わせて提供するプラットフォームとして活用。（P.42）

地方整備局等の現場技術力の向上を
支援（評価基準③）

BIMCIMや３D地形図等の３D情報を自由に閲
覧・確認できる環境を構築し、職員の３D情報の
操作・活用に必要な技術の向上に寄与。（P.42）

データの収集・分析・管理、社会への還元
（評価基準④）

ICT活用工事に関する基準類作成の過程で

現場の施工管理データを収集し、基準類の
作成に活用。（P.39）

政策展開を見通
す人材の育成
（評価基準⑥）

技術研究開発
を支える実験施
設等の整備
（評価基準⑦）

建設ＤＸ実験フィー
ルド整備、ＤＸデータ
センター構築（P.42）

研究成果・研究活動の効果的な
発信（評価基準⑧）

建設DX実験フィールド開所式の記
者公開（P.43）

質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
（評価基準⑤）

情報科学分野（国研理化学研究所）と連携し、3次元モデル構築
技術の研究開発（P.40）

効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組みを構築・運用
するとともに、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備・活用。
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35

「3次元モデル
成果物作成要
領」制定

•令和2年度、本省・国総
研において検討を行い
作成 （以降、適宜改訂）

全ての詳細
設計で原則
適用

•令和3年度、大規模構造物
に適用

•令和4年度、小規模を除く全
てに適用

全ての工事
で原則適用

•令和4年度、大規
模構造物に適用

•令和5年度、小規
模を除く全てに適
用

【業務・工事におけるBIM/CIM原則適用拡大
の進め方（案） （一般土木、鋼橋上部）】

【令和5年度のBIM/CIM原則適用により実現している内容（想定）】

第6回BIM/CIM推進委員会資料2（R3.9.7）

評価基準① 政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研
究課題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現場
実装を的確に推進しているか。

建設生産・管理システムにおける品質確保及び業務効率化・高度化を図るため、設計段階から３次元モデルを導入して活用する必要
がある。令和５年度の直轄工事でのBIM/CIM原則適用に向けて、詳細設計で作成・納品する３次元モデルの仕様を明確化し、成果物の
作成方法及び要件を示す要領を作成している。

設設計計デデーータタのの３３ＤＤ化化にによよるる生生産産性性のの向向上上、、品品質質のの確確保保

○ 国総研においては、設計データの３Ｄ化やICTを活用した施工・施工管理の高度化など建設現場のDXの政策展開及び
現場実装を支える研究開発を実施している。

評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発
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・IICCTT浚浚渫渫工工の効率化に向け、マルチビーム測深の重複率の緩和を検討。緩和に
より測量船の航行距離の減少が可能となり、作業能力の効率化が期待される。

・現地試験の結果、重複率の違いによる測深結果への影響は微小であることを
明らかにし、関係要領改定を提案した。

･また、マルチビームで取得した点群データのノイズ処理時間の短縮化に向け、AI
技術を活用した処理プログラムを開発している。

･海底面に対して、音波を出し
て測深する際に、その範囲が
一定程度重複して照射するこ
とにある。

･測量精度を保ちつつ、重複
率をどこまで減らすことが可
能かを検証

浚渫⼯におけるﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深 測深時の作業船の回航イメージ 照射エリアの重複

･IICCTTブブロロッックク据据付付工工の効率化に向け、消波ブロックを対象に、効率的なUAV写真
測量方法を検討。海上への測量用の標定点設置を必要とせず、測量可能であ
ることを現地試験により確認し（下左図）、関係要領改定に反映した。

･BBIIMM//CCIIMM活活用用のの促促進進に向け、これまで作成した港湾施設（桟橋等）のプロトタイ
プモデルを活用し、現場での3次元モデル作成時間や手間の削減を図るため、
資機材メーカーを特定しないジェネリックオブジェクト（汎用的なBIM/CIM用の部
材データ）を利用者に提供できる環境（ライブラリー）の整備等を実施している。

ICT基礎工･ICT海上地盤改良工･ICT本体工（ケーソン据付工）についても、
試行・モデル工事等を直轄にて実施。国総研では、各工事の実績等を踏ま
え、ICT活用工事に関する各種要領の改定やBIM/CIM活用促進に資する研
究を引き続き進める。

港港湾湾分分野野ににおおけけるる生生産産性性向向上上のの取取りり組組みみ

提供するジェネリックオブジェクト（イメージ）

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

・今後、システム利用者が増加して、施工に関するデータの記
録と共有が進めば、積算や工期設定等の各種の技術基準の
企画・立案及び研究にデータを活用可能。

・国交省の進める「建設現場の生産性２割向上」に向けた施工現場
の生産性向上を支援するツールとして、技能者の労働時間や従
事内容等の実態を記録・分析・共有する工事日報システムを試作。

・民間企業に募集した利用モニターの意見に基づき、システムやそ
の運用方法等の改善を推進。

入力画面 施工工程の分析例

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

施工現場の生産性向上を支援するツールとして、技
能者の労働時間や従事内容等の実態を記録・分析・
共有する工事日報システムを試作し、システムやその
運用方法等の改善を推進している。

港湾分野では海中での工事が多いことなどの特性を
踏まえた取り組みと対応が必要。ICT浚渫工やICTブ
ロック据付工の効率化、BIM/CIM活用の促進に向け
た検討を進めている。
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評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

都都市市関関連連デデーータタののオオーーププンン化化とと
利利活活用用のの推推進進にに関関すするる研研究究

○インフラに関するデータや官民が保有するデータを連携する国
土交通データプラットフォームの構築を推進

〇インフラ諸元、ボーリングデータ、BIM/CIMモデル、点群データ、
3D都市モデル等のデータと連携し、検索、表示、ダウンロードが
可能

〇検索ワード自動作成技術等の技術開発

〇デジタルツインの実現により、防災シミュレーションやインフラ維
持管理の高度化等の利活用が可能となる環境の創出を目指す

BIM/CIMモデルの検索・表示

3D都市モデルと洪水浸水
想定データを重ねて表示

インフラに関するデータや官民が保有する様々な
データを連携する「国土交通データプラットフォーム」
の構築を推進している。デジタルツインの実現により、
防災シミュレーションやインフラ維持管理の高度化な
どの利活用が可能となる環境の創出を目指す。

国国土土交交通通デデーータタププララッットトフフォォーームム
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本省が推進する3D都市モデルを拡張して、環境や防
災などの都市問題を高度なシミュレーションにより解
決するユースケースを開発し、都市行政のDX推進を
支援する。

【3D都市モデルの拡張】

【ユースケースの開発】

LOD1

LOD2

LOD3
LOD：Level of Detail (詳細度)

・外構（樹木形状）
・建物（窓の配置）

・建物（外郭）
・用途

・建物（cube）
・階数 環境シミュレーション用

外構 樹木の拡張データ
(葉面積密度)
(抵抗係数 )

延焼シミュレーション用
建物 窓の拡張データ

(窓の遮炎性能)

共通仕様 拡張仕様

風の道への街路樹の影響評価
等のスタディを実施

建物や樹木等に関する詳細な仕様を作成

出典：国土交通省PLATEAU VIEW

評価基準③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援
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国総研 道路構造物研究部

 災害発生時・不具合発生時の現地調査
や技術指導

 技術基準類の検討・改定
 道路構造物の点検データの分析 等

橋橋梁梁研研

・橋梁上部工

・道路附属物

構構造造・・基基礎礎研研
・橋梁下部工
・トンネル
・土工構造物

道道路路基基盤盤研研

・土 工

・舗 装

地方整備局

 地方公共団体
への技術支援

 道路構造物の
管理

 若手の育成

主研等８名

中核技術者

道道路路施施設設のの点点検検デデーータタベベーーススのの整整備備支支援援とと
デデーータタベベーーススをを活活用用ししたた調調査査研研究究

評価基準③ 現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・助言の取組を推進するとともに、現場技
術者を、行政知識と専門性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

管管理理
NNoo..

問問合合せせ箇箇所所 ＱＱ：：質質問問 ＡＡ：：回回答答

UAV
-15

１－２－７
工事基準点の
設置

工事基準点の設置について、ネットワーク型RTK-GNSSを用いて設
置してよいのでしょうか？

ネットワーク型RTK-GNSSを用いて工事基準点を設置することは可能です。
要領（案）の記載のとおり、工事基準点の設置は「国土交通省公共測量作業規
程」に基づいて実施することとなっており、作業規程にネットワーク型RTK-
GNSSの記載があります。

UAV
-23

１－４－３
空中写真測量
（UAV）による
出来形計測

標定点・検証点の計測をRTK-GNSSで実施してもよいでしょうか？

RTK-GNSSを使用して計測可能です。
精度の担保として「作業規程の準則」のTS点の設置を準用することとします。
（公共測量における準則第4節第1款(TS点の設置)第93・94条よりRTK法・ネット
ワークRTK法については、計測を2セット行い、その較差の許容範囲はΔN・ΔE
を20mm、ΔUを30mm）

UAV
-29

１－４－３
空中写真測量
（UAV）による
出来形計測

出来形管理要領には、「実際のラップ率を確認する場合、最低８０
パーセント以上とすること。」との記載があるが、具体的にはどんな
確認方法があるのでしょうか。

写真測量ソフトウェアによっては、進行方向のラップ率を算出可能なものがある
ので、それを使用してください。
それ以外では、モデル化に利用した写真を重ね合わせて、実際にラップした枚
数にて確認する方法が想定されますが、具体的な方法については発注者との
協議をお願いいたします。
また、これら以外の確認方法を実施する場合も、発注者への協議をお願いいた
します。

UAV
-35

１－５－３
電子成果品の
作成規定

①ファイル命名規則について、整理番号は「0」の記載しかございま
せんが、固定でよろしいのでしょうか？
②画像を格納する際は、「撮影ごとに納品することとし、ICONフォル
ダにサブフォルダを作成して、jpgファイルを格納する。」とあります
がサブフォルダ名の命名規則は以下の解釈でよろしいでしょうか？
・番号部分は撮影ごとのファイル番号の先頭を入力する
 (同一データ作成時に、2回撮影を行い、データの番号が001～、と
005～のファイル群に分かれる場合、サブフォルダは
UAV0XX001PICとUAV0XX005PICの2つ作成するのでしょうか)

①整理番号は「0」で固定です。
②サブフォルダの命名規則は撮影ごとのファイル番号に関係なく、オリジナル
データの末尾にPICを付けたものとしてください。
また、「撮影ごとに」とは起工測量、出来高、出来形等の用途ごとを意味します。
用途ごとに画像をまとめてサブフォルダを作成して下さい。
よって同じ用途であれば2回に分け撮影した場合もフォルダは1つとなります。

UAV
-38

２－１－４
２－２－４
出来形管理基
準及び規格値

①「表　出来形管理基準及び規格値」の、注４で「～連続する一つ
の面とする～」の意味を解説いただけますでしょうか。
②規格値がマイナスのみの場合、仮想上限を設定する必要がある
でしょうか。また、仮想上限を設定した場合には、その範囲内で平
均値・最大値・最小値を算出するのでしょうか？

①「連続する一つの面」とは同一工種（土工）で連続する施工範囲かつ同一な
出来形管理基準の管理項目となります。このため工区が離れているところや天
端、法面など管理基準の項目が違うところは、分けて算出することとなります。
②出来形管理の規格値がマイナスのみの場合は、上限を設定しておりません。
このため出来形管理用データとして採用された点は、全て採用して算出します。

ＩＩＣＣＴＴ活活用用工工事事ＱＱ＆＆ＡＡ集集  国国総総研研　　（（22002211..1111..1166））

11　　空空中中写写真真測測量量（（無無人人航航空空機機））をを用用いいたた出出来来形形管管理理要要領領（（土土工工編編））（（案案））

国総研HPで公開しているQA集の例（UAV土工）

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

○IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化：ICT活用工事に関する基準類の技術的な問合せの窓口として、関係機関から
の基準類の解釈、運用等に関する質問への対応を実施。質問への回答は、QA集として国総研HPで公表。

○道道路路施施設設のの点点検検デデーータタベベーーススのの整整備備支支援援ととデデーータタベベーーススをを活活用用ししたた調調査査研研究究：道路局はxROADの一部として点検デー
タベースを整備。国総研では地整派遣の主研等を中心に、データベースの仕様策定等への協力、データベースを活用
した調査研究に従事することで、地域の中核技術者を計画的に養成。
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評価基準④ データの収集・分析・管理、社会への還元
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斜面に正対させて撮影地表面に対して直角に撮影

基準類の改善例（法面工）

UAV飛行の制御技術の向上に
より、多様な飛行が可能に

UAVの斜め撮影（斜面に正対）

により、法面工の出来形計測
精度の向上を実現

精度
向上

基準類の作成例（建設機械の施工履歴活用）

ICT建設機械には機械位置制御のため、バ
ケット刃先の位置座標が記録されている

この位置座標を土工の出来形管理へ活用す
るための基準類を作成

評価基準④ 国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分
析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

○IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化：ICT活用工事に関する基準類作成の過程で現場の施工管理データを収集し、
基準類の作成に活用するとともに、基準類作成後の新たな基準類を活用した施工管理データを継続的に収集し、基準
類の改善に活用している。
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評価基準⑤ 研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組
みを構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機動
的に整備・活用しているか。

評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

2次次元元CADデデーータタをを用用いいたた3次次元元モモデデルル構構築築技技術術のの研研究究開開発発

3次元モデル
自動作成
プログラム

2次元CAD
（橋梁の工事の電子成果品）

3次元モデル

3次元モデル
自動作成

2次元CADから必要な情報を抽出し、再構成し、
3次元モデルを自動作成するプログラムを開発

【【技技術術開開発発のの内内容容：：橋橋梁梁のの22次次元元CCAADDかからら33次次元元モモデデルルをを作作成成】】

ハハイイパパーーリリンンククををククリリッッククすするるこことと
でで点点検検記記録録をを表表示示すするるここととがが可可能能

【【BBIIMM//CCIIMMモモデデルルのの維維持持管管理理ででのの活活用用イイメメーージジ：：

33次次元元モモデデルルににママーーカカとと点点検検写写真真のの貼貼付付】】

情報科学分野と連携して、「2次元CADデータを用いた3次元モデル構築技術の研究開発」を実施。
○22次次元元CCAADDデデーータタをを用用いいたた33次次元元モモデデルル構構築築技技術術のの研研究究開開発発：既存構造物のデータを有効活用し、維持管理に活用で
きるBIM/CIMモデルを効率的に作成することを目的に、2次元CADデータから3次元モデルを構築する技術開発を実施。
研究所公募型委託研究により（国研）理化学研究所との委託研究により実施。
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評価基準① 国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発

都都市市関関連連デデーータタののオオーーププンン化化とと
利利活活用用のの推推進進にに関関すするる研研究究

○インフラに関するデータや官民が保有するデータを連携する国
土交通データプラットフォームの構築を推進

〇インフラ諸元、ボーリングデータ、BIM/CIMモデル、点群データ、
3D都市モデル等のデータと連携し、検索、表示、ダウンロードが
可能

〇検索ワード自動作成技術等の技術開発

〇デジタルツインの実現により、防災シミュレーションやインフラ維
持管理の高度化等の利活用が可能となる環境の創出を目指す

BIM/CIMモデルの検索・表示

3D都市モデルと洪水浸水
想定データを重ねて表示

インフラに関するデータや官民が保有する様々な
データを連携する「国土交通データプラットフォーム」
の構築を推進している。デジタルツインの実現により、
防災シミュレーションやインフラ維持管理の高度化な
どの利活用が可能となる環境の創出を目指す。

国国土土交交通通デデーータタププララッットトフフォォーームム
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本省が推進する3D都市モデルを拡張して、環境や防
災などの都市問題を高度なシミュレーションにより解
決するユースケースを開発し、都市行政のDX推進を
支援する。

【3D都市モデルの拡張】

【ユースケースの開発】

LOD1

LOD2

LOD3
LOD：Level of Detail (詳細度)

・外構（樹木形状）
・建物（窓の配置）

・建物（外郭）
・用途

・建物（cube）
・階数 環境シミュレーション用

外構 樹木の拡張データ
(葉面積密度)
(抵抗係数 )

延焼シミュレーション用
建物 窓の拡張データ

(窓の遮炎性能)

共通仕様 拡張仕様

風の道への街路樹の影響評価
等のスタディを実施

建物や樹木等に関する詳細な仕様を作成

出典：国土交通省PLATEAU VIEW

評価基準③ 地方整備局等の現場技術力の向上を支援
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国総研 道路構造物研究部

 災害発生時・不具合発生時の現地調査
や技術指導

 技術基準類の検討・改定
 道路構造物の点検データの分析 等

橋橋梁梁研研

・橋梁上部工

・道路附属物

構構造造・・基基礎礎研研
・橋梁下部工
・トンネル
・土工構造物

道道路路基基盤盤研研

・土 工

・舗 装

地方整備局

 地方公共団体
への技術支援

 道路構造物の
管理

 若手の育成

主研等８名

中核技術者

道道路路施施設設のの点点検検デデーータタベベーーススのの整整備備支支援援とと
デデーータタベベーーススをを活活用用ししたた調調査査研研究究

評価基準③ 現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・助言の取組を推進するとともに、現場技
術者を、行政知識と専門性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

管管理理
NNoo..

問問合合せせ箇箇所所 ＱＱ：：質質問問 ＡＡ：：回回答答

UAV
-15

１－２－７
工事基準点の
設置

工事基準点の設置について、ネットワーク型RTK-GNSSを用いて設
置してよいのでしょうか？

ネットワーク型RTK-GNSSを用いて工事基準点を設置することは可能です。
要領（案）の記載のとおり、工事基準点の設置は「国土交通省公共測量作業規
程」に基づいて実施することとなっており、作業規程にネットワーク型RTK-
GNSSの記載があります。

UAV
-23

１－４－３
空中写真測量
（UAV）による
出来形計測

標定点・検証点の計測をRTK-GNSSで実施してもよいでしょうか？

RTK-GNSSを使用して計測可能です。
精度の担保として「作業規程の準則」のTS点の設置を準用することとします。
（公共測量における準則第4節第1款(TS点の設置)第93・94条よりRTK法・ネット
ワークRTK法については、計測を2セット行い、その較差の許容範囲はΔN・ΔE
を20mm、ΔUを30mm）

UAV
-29

１－４－３
空中写真測量
（UAV）による
出来形計測

出来形管理要領には、「実際のラップ率を確認する場合、最低８０
パーセント以上とすること。」との記載があるが、具体的にはどんな
確認方法があるのでしょうか。

写真測量ソフトウェアによっては、進行方向のラップ率を算出可能なものがある
ので、それを使用してください。
それ以外では、モデル化に利用した写真を重ね合わせて、実際にラップした枚
数にて確認する方法が想定されますが、具体的な方法については発注者との
協議をお願いいたします。
また、これら以外の確認方法を実施する場合も、発注者への協議をお願いいた
します。

UAV
-35

１－５－３
電子成果品の
作成規定

①ファイル命名規則について、整理番号は「0」の記載しかございま
せんが、固定でよろしいのでしょうか？
②画像を格納する際は、「撮影ごとに納品することとし、ICONフォル
ダにサブフォルダを作成して、jpgファイルを格納する。」とあります
がサブフォルダ名の命名規則は以下の解釈でよろしいでしょうか？
・番号部分は撮影ごとのファイル番号の先頭を入力する
 (同一データ作成時に、2回撮影を行い、データの番号が001～、と
005～のファイル群に分かれる場合、サブフォルダは
UAV0XX001PICとUAV0XX005PICの2つ作成するのでしょうか)

①整理番号は「0」で固定です。
②サブフォルダの命名規則は撮影ごとのファイル番号に関係なく、オリジナル
データの末尾にPICを付けたものとしてください。
また、「撮影ごとに」とは起工測量、出来高、出来形等の用途ごとを意味します。
用途ごとに画像をまとめてサブフォルダを作成して下さい。
よって同じ用途であれば2回に分け撮影した場合もフォルダは1つとなります。

UAV
-38

２－１－４
２－２－４
出来形管理基
準及び規格値

①「表　出来形管理基準及び規格値」の、注４で「～連続する一つ
の面とする～」の意味を解説いただけますでしょうか。
②規格値がマイナスのみの場合、仮想上限を設定する必要がある
でしょうか。また、仮想上限を設定した場合には、その範囲内で平
均値・最大値・最小値を算出するのでしょうか？

①「連続する一つの面」とは同一工種（土工）で連続する施工範囲かつ同一な
出来形管理基準の管理項目となります。このため工区が離れているところや天
端、法面など管理基準の項目が違うところは、分けて算出することとなります。
②出来形管理の規格値がマイナスのみの場合は、上限を設定しておりません。
このため出来形管理用データとして採用された点は、全て採用して算出します。

ＩＩＣＣＴＴ活活用用工工事事ＱＱ＆＆ＡＡ集集  国国総総研研　　（（22002211..1111..1166））

11　　空空中中写写真真測測量量（（無無人人航航空空機機））をを用用いいたた出出来来形形管管理理要要領領（（土土工工編編））（（案案））

国総研HPで公開しているQA集の例（UAV土工）

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

○IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化：ICT活用工事に関する基準類の技術的な問合せの窓口として、関係機関から
の基準類の解釈、運用等に関する質問への対応を実施。質問への回答は、QA集として国総研HPで公表。

○道道路路施施設設のの点点検検デデーータタベベーーススのの整整備備支支援援ととデデーータタベベーーススをを活活用用ししたた調調査査研研究究：道路局はxROADの一部として点検デー
タベースを整備。国総研では地整派遣の主研等を中心に、データベースの仕様策定等への協力、データベースを活用
した調査研究に従事することで、地域の中核技術者を計画的に養成。
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評価基準④ データの収集・分析・管理、社会への還元
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斜面に正対させて撮影地表面に対して直角に撮影

基準類の改善例（法面工）

UAV飛行の制御技術の向上に
より、多様な飛行が可能に

UAVの斜め撮影（斜面に正対）

により、法面工の出来形計測
精度の向上を実現

精度
向上

基準類の作成例（建設機械の施工履歴活用）

ICT建設機械には機械位置制御のため、バ
ケット刃先の位置座標が記録されている

この位置座標を土工の出来形管理へ活用す
るための基準類を作成

評価基準④ 国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分
析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。

IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化

○IICCTTをを活活用用ししたた施施工工・・施施工工管管理理のの高高度度化化：ICT活用工事に関する基準類作成の過程で現場の施工管理データを収集し、
基準類の作成に活用するとともに、基準類作成後の新たな基準類を活用した施工管理データを継続的に収集し、基準
類の改善に活用している。
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評価基準⑤ 研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組
みを構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機動
的に整備・活用しているか。

評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

2次次元元CADデデーータタをを用用いいたた3次次元元モモデデルル構構築築技技術術のの研研究究開開発発

3次元モデル
自動作成
プログラム

2次元CAD
（橋梁の工事の電子成果品）

3次元モデル

3次元モデル
自動作成

2次元CADから必要な情報を抽出し、再構成し、
3次元モデルを自動作成するプログラムを開発

【【技技術術開開発発のの内内容容：：橋橋梁梁のの22次次元元CCAADDかからら33次次元元モモデデルルをを作作成成】】

ハハイイパパーーリリンンククををククリリッッククすするるこことと
でで点点検検記記録録をを表表示示すするるここととがが可可能能

【【BBIIMM//CCIIMMモモデデルルのの維維持持管管理理ででのの活活用用イイメメーージジ：：

33次次元元モモデデルルににママーーカカとと点点検検写写真真のの貼貼付付】】

情報科学分野と連携して、「2次元CADデータを用いた3次元モデル構築技術の研究開発」を実施。
○22次次元元CCAADDデデーータタをを用用いいたた33次次元元モモデデルル構構築築技技術術のの研研究究開開発発：既存構造物のデータを有効活用し、維持管理に活用で
きるBIM/CIMモデルを効率的に作成することを目的に、2次元CADデータから3次元モデルを構築する技術開発を実施。
研究所公募型委託研究により（国研）理化学研究所との委託研究により実施。
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下下水水道道革革新新的的技技術術実実証証事事業業（（B‐DASHププロロジジェェククトト））ととはは

国総研からの委託研究によって、民間企業が地方公共団体、
大学等と連携しながら、実規模レベルの施設を設置して革新的
技術の技術的な検証を実施。

国総研は、その成果を一般化して、下水道事業におけるコスト
縮減や再生可能エネルギー創出の実現を図るなど、下水道事
業への革新的技術の導入・普及を促進。

事事業業実実施施者者
日本下水道事業団・東芝インフラシステムズ・日立製作所・

三菱電機・明電舎・メタウォーター・倉敷市共同研究体
実実証証フフィィーールルドド
倉敷市役所、水島下水処理場、児島下水処理場、玉島下水

処理場、真備浄化センター、倉敷雨水貯留センター
実実証証概概要要
複数の処理場・ポンプ場を拠点施設から効率的に遠隔監

視・制御する広域管理システムの実現に向けて、①共通プロ
トコル方式、②リモートデスクトップ方式における通信の信頼
性・安定性と建設・維持管理コストの低減効果を実証する。

ICTをを活活用用ししたた下下水水道道施施設設広広域域管管理理シシスステテムム
にに関関すするる実実証証事事業業

成果はガイドライン等として公表するとともに、ガイドラ
イン説明会等を開催し、広く周知する予定。

成果はガイドライン等としてとりまとめ、都道府県等に
周知を図る

膨⼤な住宅ストックに対する業務の効率化等が課題となっている
公共賃貸住宅分野におけるBIM利活⽤⼿法について検討。
実地での検証調査にあたっては、住宅の管理を担当する団体や
実務者と連携。維持管理業務等の実務実態を考慮した
BIMモデルの開発、活⽤⼿法のとりまとめを実施中。

公公共共賃賃貸貸住住宅宅にに係係るるBIM検検証証調調査査（（H30‐R4））

建建築築分分野野ににおおけけるる検検討討WG
建建築築BIM推推進進会会議議

〔参加者〕建築物の設計、施⼯、維持管理などに係る省内関係部署、
⺠間関係団体、学識、国⼟技術政策総合研究所、建築研究所等
〔当⾯の検討課題〕建築BIMの活⽤による将来像、将来像の実現に
向けた官⺠の役割分担、⼯程表

BIM/CIM推進委員会

BIM/CIM推進委員会において、建築分野における検討WGに
位置づけられた「建築BIM推進会議」に参画し、官⺠⼀体の
取組みに対して技術指導等を実施。

官官民民連連携携にによよるる建建築築分分野野ののBIM推推進進

集集合合住住宅宅をを対対象象ととすするる維維持持管管理理段段階階もも含含めめたた
BIM利利活活用用ののケケーーススススタタデディィ

※個別課題に対応した各検討部会を設置
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評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

○IICCTTをを活活用用ししたた下下水水道道施施設設広広域域管管理理シシスステテムムにに関関すするる実実証証事事業業：下水道革新的技術実証事業により、民間企業や地方
公共団体等と連携して、ICTを活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業を実施している。

○集集合合住住宅宅をを対対象象ととすするる維維持持管管理理段段階階もも含含めめたたBBIIMM利利活活用用ののケケーーススススタタデディィ：公共賃貸住宅について、住宅の管理を担
当する団体や実務者と連携して、地方自治体等に適したBIM活用のガイドライン作成の検討を進めている。

評価基準⑦ 技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

42

フィールド全体の俯瞰図 Ｒ３年４⽉開所

例︓⼟⼯フィールドを活⽤した
遠隔操作性能検証試験

⼟⼯フィールドを活⽤した主な研究開発

建設ＤＸ実験フィール
ドを産学官が積極的活
⽤できるよう、関係業
団体に対する視察、説
明会を随時開催。

国総研 施⼯⾼度化研究室

ICT施⼯推進のための技術基準類
策定
・出来形計測・管理基準案作成
・新たな計測技術の技術検証 等

⼟⽊研 先端技術チーム

次世代DX施⼯推進の技術開発
・⾃動、⾃律化施⼯の開発
・ＡＩ、ロボット、５Ｇを⽤いた
施⼯法の開発 等

国総研、⼟研がフィールド利⽤、
データ活⽤及び研究者について相
互交流を進めている。

BIM/CIMモデル

点群データ

LPデータ

BIM/CIM等の3次元データの
表⽰ソフトウェアを搭載し、過
去の業務・⼯事で作成された
BIM/CIMデータの他、河川３D
管内図、道路MMS点群データ
等の閲覧が可能。

DXデータセンター

BIM/CIMモデルや点
群データ等の3次元
データの閲覧・共有環
境を提供し、関係者間
での情報共有を促進。

リモート環境で汎⽤の端末からも
3次元データの閲覧・編集が可能。

BIM/CIMモデルを共有したWEB
会議により情報共有が容易。

評価基準⑦ 政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設
を有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

新たな課題に対応するため、実験施設の利活用・管理にとどまらず、実験施設や情報基盤施設を新設。
○建建設設ＤＤＸＸ実実験験フフィィーールルドド整整備備：産官学の技術開発の促進等に向けた研究施設として、3次元計測技術やBIM/CIM等を活用した構造物の施
工管理等に関する技術開発を行うための実物大の出来形計測模型、5G等を活用した無人化施工や自動・自律施工に関する技術開発を
行う土工フィールド等を整備。

○ＤＤＸＸデデーータタセセンンタターー構構築築：BIM/CIMモデルや点群データ等の3次元データを一元的に保管し、受発注者が測量・調査・設計・施工・維持管理
のプロセスで円滑に共有するためのシステムとして「DXデータセンター」を構築。

建建設設ＤＤＸＸ実実験験フフィィーールルドド整整備備 ＤＤＸＸデデーータタセセンンタターー構構築築
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評価基準⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信

43

○国総研が本格的にインフラDXの取組をしていくことをPRするため、新設した建設DX実験フィールドの開所式を記者に公開した。また、建設
DX実験フィールドを活用した現場試行についても、記者の取材を可として実施した。いずれも複数の専門紙等で報道された。

建設DX実験フィール

ド開所を記念した
テープカット

建建設設DX実実験験フフィィーールルドド開開所所式式のの記記者者公公開開 建建設設DX実実験験フフィィーールルドドをを活活用用ししたた現現場場試試行行のの公公表表

小型バック法マ
シンガイダンス
技術の試行

スマホを活用し
た出来形計測
技術の試行

評価基準⑧ 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と
存在感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

※新聞記事 ※新聞記事

2021/4/13 2021/6/8
１３件報道

※新聞記事

2021/10/7

・新型コロナウイルス対策

・国総研の国際活動

・『国総研２０年史』の刊行

④その他の取組
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下下水水道道革革新新的的技技術術実実証証事事業業（（B‐DASHププロロジジェェククトト））ととはは

国総研からの委託研究によって、民間企業が地方公共団体、
大学等と連携しながら、実規模レベルの施設を設置して革新的
技術の技術的な検証を実施。

国総研は、その成果を一般化して、下水道事業におけるコスト
縮減や再生可能エネルギー創出の実現を図るなど、下水道事
業への革新的技術の導入・普及を促進。

事事業業実実施施者者
日本下水道事業団・東芝インフラシステムズ・日立製作所・

三菱電機・明電舎・メタウォーター・倉敷市共同研究体
実実証証フフィィーールルドド
倉敷市役所、水島下水処理場、児島下水処理場、玉島下水

処理場、真備浄化センター、倉敷雨水貯留センター
実実証証概概要要
複数の処理場・ポンプ場を拠点施設から効率的に遠隔監

視・制御する広域管理システムの実現に向けて、①共通プロ
トコル方式、②リモートデスクトップ方式における通信の信頼
性・安定性と建設・維持管理コストの低減効果を実証する。

ICTをを活活用用ししたた下下水水道道施施設設広広域域管管理理シシスステテムム
にに関関すするる実実証証事事業業

成果はガイドライン等として公表するとともに、ガイドラ
イン説明会等を開催し、広く周知する予定。

成果はガイドライン等としてとりまとめ、都道府県等に
周知を図る

膨⼤な住宅ストックに対する業務の効率化等が課題となっている
公共賃貸住宅分野におけるBIM利活⽤⼿法について検討。
実地での検証調査にあたっては、住宅の管理を担当する団体や
実務者と連携。維持管理業務等の実務実態を考慮した
BIMモデルの開発、活⽤⼿法のとりまとめを実施中。

公公共共賃賃貸貸住住宅宅にに係係るるBIM検検証証調調査査（（H30‐R4））

建建築築分分野野ににおおけけるる検検討討WG
建建築築BIM推推進進会会議議

〔参加者〕建築物の設計、施⼯、維持管理などに係る省内関係部署、
⺠間関係団体、学識、国⼟技術政策総合研究所、建築研究所等
〔当⾯の検討課題〕建築BIMの活⽤による将来像、将来像の実現に
向けた官⺠の役割分担、⼯程表

BIM/CIM推進委員会

BIM/CIM推進委員会において、建築分野における検討WGに
位置づけられた「建築BIM推進会議」に参画し、官⺠⼀体の
取組みに対して技術指導等を実施。

官官民民連連携携にによよるる建建築築分分野野ののBIM推推進進

集集合合住住宅宅をを対対象象ととすするる維維持持管管理理段段階階もも含含めめたた
BIM利利活活用用ののケケーーススススタタデディィ

※個別課題に対応した各検討部会を設置
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評価基準⑤ 質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築

○IICCTTをを活活用用ししたた下下水水道道施施設設広広域域管管理理シシスステテムムにに関関すするる実実証証事事業業：下水道革新的技術実証事業により、民間企業や地方
公共団体等と連携して、ICTを活用した下水道施設広域管理システムに関する実証事業を実施している。

○集集合合住住宅宅をを対対象象ととすするる維維持持管管理理段段階階もも含含めめたたBBIIMM利利活活用用ののケケーーススススタタデディィ：公共賃貸住宅について、住宅の管理を担
当する団体や実務者と連携して、地方自治体等に適したBIM活用のガイドライン作成の検討を進めている。

評価基準⑦ 技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化

42

フィールド全体の俯瞰図 Ｒ３年４⽉開所

例︓⼟⼯フィールドを活⽤した
遠隔操作性能検証試験

⼟⼯フィールドを活⽤した主な研究開発

建設ＤＸ実験フィール
ドを産学官が積極的活
⽤できるよう、関係業
団体に対する視察、説
明会を随時開催。

国総研 施⼯⾼度化研究室

ICT施⼯推進のための技術基準類
策定
・出来形計測・管理基準案作成
・新たな計測技術の技術検証 等

⼟⽊研 先端技術チーム

次世代DX施⼯推進の技術開発
・⾃動、⾃律化施⼯の開発
・ＡＩ、ロボット、５Ｇを⽤いた
施⼯法の開発 等

国総研、⼟研がフィールド利⽤、
データ活⽤及び研究者について相
互交流を進めている。

BIM/CIMモデル

点群データ

LPデータ

BIM/CIM等の3次元データの
表⽰ソフトウェアを搭載し、過
去の業務・⼯事で作成された
BIM/CIMデータの他、河川３D
管内図、道路MMS点群データ
等の閲覧が可能。

DXデータセンター

BIM/CIMモデルや点
群データ等の3次元
データの閲覧・共有環
境を提供し、関係者間
での情報共有を促進。

リモート環境で汎⽤の端末からも
3次元データの閲覧・編集が可能。

BIM/CIMモデルを共有したWEB
会議により情報共有が容易。

評価基準⑦ 政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設
を有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

新たな課題に対応するため、実験施設の利活用・管理にとどまらず、実験施設や情報基盤施設を新設。
○建建設設ＤＤＸＸ実実験験フフィィーールルドド整整備備：産官学の技術開発の促進等に向けた研究施設として、3次元計測技術やBIM/CIM等を活用した構造物の施
工管理等に関する技術開発を行うための実物大の出来形計測模型、5G等を活用した無人化施工や自動・自律施工に関する技術開発を
行う土工フィールド等を整備。

○ＤＤＸＸデデーータタセセンンタターー構構築築：BIM/CIMモデルや点群データ等の3次元データを一元的に保管し、受発注者が測量・調査・設計・施工・維持管理
のプロセスで円滑に共有するためのシステムとして「DXデータセンター」を構築。

建建設設ＤＤＸＸ実実験験フフィィーールルドド整整備備 ＤＤＸＸデデーータタセセンンタターー構構築築
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評価基準⑧ 研究成果・研究活動の効果的な発信

43

○国総研が本格的にインフラDXの取組をしていくことをPRするため、新設した建設DX実験フィールドの開所式を記者に公開した。また、建設
DX実験フィールドを活用した現場試行についても、記者の取材を可として実施した。いずれも複数の専門紙等で報道された。

建設DX実験フィール

ド開所を記念した
テープカット

建建設設DX実実験験フフィィーールルドド開開所所式式のの記記者者公公開開 建建設設DX実実験験フフィィーールルドドをを活活用用ししたた現現場場試試行行のの公公表表

小型バック法マ
シンガイダンス
技術の試行

スマホを活用し
た出来形計測
技術の試行

評価基準⑧ 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と
存在感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

※新聞記事 ※新聞記事

2021/4/13 2021/6/8
１３件報道

※新聞記事

2021/10/7

・新型コロナウイルス対策

・国総研の国際活動

・『国総研２０年史』の刊行

④その他の取組
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新型コロナウイルス対策

45

国国総総研研 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策本本部部 令令和和２２年年４４月月７７日日設設置置
【本部長】所長 【副本部長】副所長、研究総務官 【本部員】各部・センター長

【【目目的的】】 感感染染対対策策のの推推進進及及びび感感染染拡拡大大時時ににおおけけるる業業務務継継続続性性のの確確保保

職職員員のの感感染染対対策策及及びび業業務務継継続続ののたためめのの主主なな対対応応策策

１１．．職職員員のの健健康康確確保保・・感感染染防防止止

①①職職員員のの感感染染防防止止意意識識のの啓啓発発

・毎日、マスク常時着用、手洗い等の予

防対策や換気を促す庁内放送を実施

・所内イントラに感染防止に関する連絡

事項を掲載 など

②②在在宅宅勤勤務務のの実実施施にに伴伴うう勤勤務務体体制制（（出出勤勤

回回避避））のの策策定定

・緊急事態宣言及びまん延防止重点措

置等の状況に合わせた勤務体制を策定

（テレワーク等による７割出勤回避 等）

２２．．業業務務継継続続（（ククララススタターー発発生生防防止止））

①①テテレレワワーークク環環境境のの整整備備おおよよびびTTVV会会議議

シシスステテムムのの拡拡充充

・職員数分のマジックコネクトを整備

・Ｗｅｂ会議システム ５式

②②庁庁舎舎・・執執務務室室内内等等ににアアククリリルル板板及及びび消消

毒毒液液のの設設置置

③③会会議議・・イイベベンントト等等はは極極力力WWEEBBシシスステテムムをを
活活用用

・各種会議、出張等は、極力WEB 会議

システムを活用し、対面で行う場合は、
最低限の人数・時間で開催

３３．．リリモモーートト業業務務のの推推進進・・ＷＷＥＥＢＢ活活用用

①①業業務務発発注注手手続続きき、、各各種種会会議議・・打打合合せせへへ

ののｗｗｅｅｂｂ会会議議のの導導入入

・発注手続きにおけるヒアリング、第三

者による審査、完了検査をＷｅｂ会議

により実施

・受注業者との打合せ、関係機関との

会議、研修をＷｅｂ会議により実施

⇒ 業務の効率化（移動時間の削減、

日程調整が容易に）

②②リリククルルーートト活活動動・・採採用用面面接接ののリリモモーートト化化

・リクルート活動における研究所紹介や
採用面接へのWeb会議システム等
の導入
⇒ 採用面接参加者の増

（全国からの参加者も増）
やりとりが比較的容易にできる
ため、 学生の不安を解消しやすい

食堂執務室

○ 新型コロナの感染拡大時においても業務継続性等を確保するため、所長を本部長とする「国総研新型コロナウイルス感染症対策
本部」を設置。
○主な対応策として、１．職員の健康確保、感染防止、２．業務継続（クラスター発生防止）、３．リモート業務の推進 の３つの柱を設定。

国総研の国際活動

○ 国総研では、国土交通省の関連方針も踏まえ、海外の政府機関や政府系研究機関を中心とした機関との交流
を進めると共に、下記１～３を柱とした国際的な活動を展開している。
○ これらの活動（及び海外への情報発信）は、機関評価の評価基準では、評価基準①、②、及び⑧に該当する。

• 海外の政府機関や政府系研究機関とのネットワークを構築し、
海外の先進事例や災害被災状況の情報収集・情報共有を行う

１１．．国国内内政政策策にに対対すするる技技術術面面かかららのの貢貢献献

 国内の政策提案や技術基準等へ
の反映
→将来的な技術協力への発展

 国内政策の根拠になるデータや
研究成果の提供

２２．．開開発発途途上上国国へへのの技技術術協協力力

３３．．イインンフフララシシスステテムムのの海海外外展展開開

• 開発途上国での現地政府が抱える高度な技術
的課題への対策、技術基準策定や技術系政府
職員の能力向上への協力を行う

• 被災現場での復興支援・防災対策等の技術的支
援も実施する

• ISOで一部技術基準の国際化において主導的役割を担うことで、国
内基準と国際基準の整合性を確保する

• 日本での技術基準策定の知見を生かし、日本の技術基準を相手
国の諸条件に合わせたカスタムメイドを実施する

※国総研で二国間の協定等を締結するだけで無く、多国間
協力を含めた本省で締結した同様の協定等を活用

 公共施設管理者に近い立場で得られた、国内
での公共施設整備・維持管理や災害対応・
復旧復興の知見・教訓

 防災・減災対策の高度化研究の成果

 インフラシステムの海外
展開を技術的に支援

〔活動の成果〕

〔活動の効果〕

〔活動に活用できる資産〕
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国総研の国際活動

【ISOへの対応】
 専門委員会(TC)への参加、分科委員会（SC）での主導的役割
例1 建築分野（火災安全）
• ISO／TC92において、火災安全に関する国際標準化の議論に

主導的役割で参加（2020年）

例2 建築環境分野 (建築環境における熱的エネルギー使用）
• 設備のエネルギー消費の自動制御システムに関する研究成果

→2019年11月にISO化（二次ポンプ変量制御）

【技術基準の国際展開】
 日本の技術基準を相手国の諸条件に

合わせたカスタムメイドの取組み
例：港湾分野 (ベトナム)

【短期専門家の派遣等】

 短期専門家の派遣
例1 チリ（建築・橋梁分野）

例2 カンボジア(港湾分野) 等

 研修生の受入
例 事業管理、建築防災、

大規模水災害対策、港湾開発・
計画等

【現地課題の解決への提案・協力】

例 ネパール
• 2015年に発生したネパール地震に対し、

３ヶ月間職員を派遣し、被災調査や復興
計画策定等への助言指導を実施

例2 ドイツ連邦建設・都市・空
間研究所 (都市・住宅・建築分
野)
• (国研)建築研究所を交えた3

者による覚書の締結
• 省エネ建築、BIMをはじめと

した研究開発に資する協力
関係の構築

覚書の締結
（2019年.5月）

３３．．イインンフフララシシスステテムムのの海海外外展展開開

２２．．開開発発途途上上国国へへのの技技術術協協力力

１１．．国国内内政政策策にに対対すするる技技術術面面かかららのの貢貢献献

最最近近のの活活動動事事例例

【外国との二国間研究協力】

例1 アメリカ陸軍工兵隊（河川分野）
• 日米治水及び水資源管理会議の

開催や、米国での現地調査によ
る研究成果の一部を水害リスク
評価の手引きへ反映

第13回会議での陸軍工兵

隊・水資源研究所への訪
問（2018年）

• 国総研レポートや記者発表等の各各種種資資料料英訳版を英語版HPに掲載して情情報報発発信信
• ＩＴＳなど海海外外のの関関心心がが高高いい分分野野について、個別に英語版HPを作成して研究内容を情情報報発発信信

４４．．海海外外へへのの情情報報発発信信

評評価価基基準準➀➀

国国土土交交通通政政策策
のの企企画画・・立立案案、、
普普及及をを支支ええるる
研研究究開開発発

評評価価基基準準➁➁

災災害害・・事事故故対対
応応へへのの技技術術的的
支支援援とと対対策策技技
術術のの高高度度化化

評評価価基基準準⑧⑧

研研究究成成果果・・研研究究
活活動動のの効効果果的的
なな発発信信

ネパール地震における
被害状況

ベトナム側 日本側

WEBワークショップ(2020年）
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『国総研２０年史』の刊行

48

平成13年に発足してから本年で20周年を迎えた国総研の、発足以来実施してきた主主要要なな研研究究課課題題やや取取りり組組みみについ
て、研究への理解と今後の国土技術政策の発展のために『国総研20年史』としてとりまとめ、刊行。
国総研の活動を改めて理解いただくとともに、国土交通行政に関する取り組みを行う方々との新たな連携を生み出す
きっかけとなるよう、本誌の配布・PRを実施。

【主なPR活動】
・チラシの配布（約4,000枚を配布）
・本誌の配布（全体で約1,000部を配布）

＜関係委員会委員、本省関係課、地方整備局及び事務所、技術事務所、都道府県、歴代所長、マスコミ、大学、関係団体等に配布＞
・雑誌への『国総研20年史』刊行に関する記事掲載、書籍紹介ページへの掲載

『国総研20年史』
表紙及びチラシ

チラシは1階ロビー、本

省、つくば市役所などに
設置
イベント時に配布

『国総研20年史』特設HPを
開設

前頁のPDFデータを公開

個別ページにすぐアクセス
できるようにページを作成

『国総研20年史』刊行

に関する記事を雑誌
に掲載

雑誌の書籍紹介ページにて
『国総研20年史』を紹介

雑誌「ダム技術」書籍紹介

雑誌「新都市」書籍紹介

雑誌「土木技術資料」 雑誌「道路建設」

雑誌「道路」

ー 41 ーー 40 ー



新型コロナウイルス対策
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国国総総研研 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策本本部部 令令和和２２年年４４月月７７日日設設置置
【本部長】所長 【副本部長】副所長、研究総務官 【本部員】各部・センター長

【【目目的的】】 感感染染対対策策のの推推進進及及びび感感染染拡拡大大時時ににおおけけるる業業務務継継続続性性のの確確保保

職職員員のの感感染染対対策策及及びび業業務務継継続続ののたためめのの主主なな対対応応策策

１１．．職職員員のの健健康康確確保保・・感感染染防防止止

①①職職員員のの感感染染防防止止意意識識のの啓啓発発

・毎日、マスク常時着用、手洗い等の予

防対策や換気を促す庁内放送を実施

・所内イントラに感染防止に関する連絡

事項を掲載 など

②②在在宅宅勤勤務務のの実実施施にに伴伴うう勤勤務務体体制制（（出出勤勤

回回避避））のの策策定定

・緊急事態宣言及びまん延防止重点措

置等の状況に合わせた勤務体制を策定

（テレワーク等による７割出勤回避 等）

２２．．業業務務継継続続（（ククララススタターー発発生生防防止止））

①①テテレレワワーークク環環境境のの整整備備おおよよびびTTVV会会議議

シシスステテムムのの拡拡充充

・職員数分のマジックコネクトを整備

・Ｗｅｂ会議システム ５式

②②庁庁舎舎・・執執務務室室内内等等ににアアククリリルル板板及及びび消消

毒毒液液のの設設置置

③③会会議議・・イイベベンントト等等はは極極力力WWEEBBシシスステテムムをを
活活用用

・各種会議、出張等は、極力WEB 会議

システムを活用し、対面で行う場合は、
最低限の人数・時間で開催

３３．．リリモモーートト業業務務のの推推進進・・ＷＷＥＥＢＢ活活用用

①①業業務務発発注注手手続続きき、、各各種種会会議議・・打打合合せせへへ

ののｗｗｅｅｂｂ会会議議のの導導入入

・発注手続きにおけるヒアリング、第三

者による審査、完了検査をＷｅｂ会議

により実施

・受注業者との打合せ、関係機関との

会議、研修をＷｅｂ会議により実施

⇒ 業務の効率化（移動時間の削減、

日程調整が容易に）

②②リリククルルーートト活活動動・・採採用用面面接接ののリリモモーートト化化

・リクルート活動における研究所紹介や
採用面接へのWeb会議システム等
の導入
⇒ 採用面接参加者の増

（全国からの参加者も増）
やりとりが比較的容易にできる
ため、 学生の不安を解消しやすい

食堂執務室

○ 新型コロナの感染拡大時においても業務継続性等を確保するため、所長を本部長とする「国総研新型コロナウイルス感染症対策
本部」を設置。
○主な対応策として、１．職員の健康確保、感染防止、２．業務継続（クラスター発生防止）、３．リモート業務の推進 の３つの柱を設定。

国総研の国際活動

○ 国総研では、国土交通省の関連方針も踏まえ、海外の政府機関や政府系研究機関を中心とした機関との交流
を進めると共に、下記１～３を柱とした国際的な活動を展開している。
○ これらの活動（及び海外への情報発信）は、機関評価の評価基準では、評価基準①、②、及び⑧に該当する。

• 海外の政府機関や政府系研究機関とのネットワークを構築し、
海外の先進事例や災害被災状況の情報収集・情報共有を行う

１１．．国国内内政政策策にに対対すするる技技術術面面かかららのの貢貢献献

 国内の政策提案や技術基準等へ
の反映
→将来的な技術協力への発展

 国内政策の根拠になるデータや
研究成果の提供

２２．．開開発発途途上上国国へへのの技技術術協協力力

３３．．イインンフフララシシスステテムムのの海海外外展展開開

• 開発途上国での現地政府が抱える高度な技術
的課題への対策、技術基準策定や技術系政府
職員の能力向上への協力を行う

• 被災現場での復興支援・防災対策等の技術的支
援も実施する

• ISOで一部技術基準の国際化において主導的役割を担うことで、国
内基準と国際基準の整合性を確保する

• 日本での技術基準策定の知見を生かし、日本の技術基準を相手
国の諸条件に合わせたカスタムメイドを実施する

※国総研で二国間の協定等を締結するだけで無く、多国間
協力を含めた本省で締結した同様の協定等を活用

 公共施設管理者に近い立場で得られた、国内
での公共施設整備・維持管理や災害対応・
復旧復興の知見・教訓

 防災・減災対策の高度化研究の成果

 インフラシステムの海外
展開を技術的に支援

〔活動の成果〕

〔活動の効果〕

〔活動に活用できる資産〕
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国総研の国際活動

【ISOへの対応】
 専門委員会(TC)への参加、分科委員会（SC）での主導的役割
例1 建築分野（火災安全）
• ISO／TC92において、火災安全に関する国際標準化の議論に

主導的役割で参加（2020年）

例2 建築環境分野 (建築環境における熱的エネルギー使用）
• 設備のエネルギー消費の自動制御システムに関する研究成果

→2019年11月にISO化（二次ポンプ変量制御）

【技術基準の国際展開】
 日本の技術基準を相手国の諸条件に

合わせたカスタムメイドの取組み
例：港湾分野 (ベトナム)

【短期専門家の派遣等】

 短期専門家の派遣
例1 チリ（建築・橋梁分野）

例2 カンボジア(港湾分野) 等

 研修生の受入
例 事業管理、建築防災、

大規模水災害対策、港湾開発・
計画等

【現地課題の解決への提案・協力】

例 ネパール
• 2015年に発生したネパール地震に対し、

３ヶ月間職員を派遣し、被災調査や復興
計画策定等への助言指導を実施

例2 ドイツ連邦建設・都市・空
間研究所 (都市・住宅・建築分
野)
• (国研)建築研究所を交えた3

者による覚書の締結
• 省エネ建築、BIMをはじめと

した研究開発に資する協力
関係の構築

覚書の締結
（2019年.5月）

３３．．イインンフフララシシスステテムムのの海海外外展展開開

２２．．開開発発途途上上国国へへのの技技術術協協力力

１１．．国国内内政政策策にに対対すするる技技術術面面かかららのの貢貢献献

最最近近のの活活動動事事例例

【外国との二国間研究協力】

例1 アメリカ陸軍工兵隊（河川分野）
• 日米治水及び水資源管理会議の

開催や、米国での現地調査によ
る研究成果の一部を水害リスク
評価の手引きへ反映

第13回会議での陸軍工兵

隊・水資源研究所への訪
問（2018年）

• 国総研レポートや記者発表等の各各種種資資料料英訳版を英語版HPに掲載して情情報報発発信信
• ＩＴＳなど海海外外のの関関心心がが高高いい分分野野について、個別に英語版HPを作成して研究内容を情情報報発発信信

４４．．海海外外へへのの情情報報発発信信

評評価価基基準準➀➀

国国土土交交通通政政策策
のの企企画画・・立立案案、、
普普及及をを支支ええるる
研研究究開開発発

評評価価基基準準➁➁

災災害害・・事事故故対対
応応へへのの技技術術的的
支支援援とと対対策策技技
術術のの高高度度化化

評評価価基基準準⑧⑧

研研究究成成果果・・研研究究
活活動動のの効効果果的的
なな発発信信

ネパール地震における
被害状況

ベトナム側 日本側

WEBワークショップ(2020年）
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『国総研２０年史』の刊行

48

平成13年に発足してから本年で20周年を迎えた国総研の、発足以来実施してきた主主要要なな研研究究課課題題やや取取りり組組みみについ
て、研究への理解と今後の国土技術政策の発展のために『国総研20年史』としてとりまとめ、刊行。
国総研の活動を改めて理解いただくとともに、国土交通行政に関する取り組みを行う方々との新たな連携を生み出す
きっかけとなるよう、本誌の配布・PRを実施。

【主なPR活動】
・チラシの配布（約4,000枚を配布）
・本誌の配布（全体で約1,000部を配布）

＜関係委員会委員、本省関係課、地方整備局及び事務所、技術事務所、都道府県、歴代所長、マスコミ、大学、関係団体等に配布＞
・雑誌への『国総研20年史』刊行に関する記事掲載、書籍紹介ページへの掲載

『国総研20年史』
表紙及びチラシ

チラシは1階ロビー、本

省、つくば市役所などに
設置
イベント時に配布

『国総研20年史』特設HPを
開設

前頁のPDFデータを公開

個別ページにすぐアクセス
できるようにページを作成

『国総研20年史』刊行

に関する記事を雑誌
に掲載

雑誌の書籍紹介ページにて
『国総研20年史』を紹介

雑誌「ダム技術」書籍紹介

雑誌「新都市」書籍紹介

雑誌「土木技術資料」 雑誌「道路建設」

雑誌「道路」
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３．機関評価基準の見直しの方向性（案）

49

＜＜議議論論ししてて頂頂ききたたいいポポイインントト＞＞（（再再掲掲））

・国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研の今後の活動の
方向性や情勢の変化に鑑みた評価基準の見直しに関する意
見・助言等をお願いします。

研究評価委員会におけるご意見

50

総括意見

令和
元年度

評価基準①②⑦⑧に対する国総研の活動は、将来的な課題を想定した上で幅広い分野について包
括的に行われていることから、適切であると評価する。今後は、研究開発の実施・推進面では、分野横
断的な枠組みの構築、官民の役割を明確にした上での連携をさらに進めて頂きたい。機関運営面では、
今後の施設のあり方として社会情勢を踏まえ国として戦略的に実験施設を整備すること、また、広報に
おいては、スピード感をもって英語による情報発信の強化を行うとともに、政策推進を目的に国総研の
認知向上に取り組まれたい。

令和
２年度

評価基準③④⑤⑥について国総研は、平成30年度に実施した「研究機関等の評価」での意見等を踏

まえた活動に取り組まれており実を挙げていると評価する。今後は、研究開発の実施・推進面では、国
総研の役割として地方に様々ある課題の解決やデータ収集を進めるために、地方の関係機関との連
携についてより取り組まれたい。複雑な地方の課題の一般化や得られたデータを整理・体系化するこ
とにより、国総研の研究開発の発展につなげてもらいたい。機関運営面では、外部連携等において国
際展開を見据えた取組を検討されたい。また、国際展開を進めるためにも、学位取得についての所の
支援等の人材育成についても検討されたい。

※ 参考資料７に研究評価委員会報告書の抜粋をつけています。

過去２年間の研究評価委員会における機関評価基準に関わるご意見
（研究評価委員会報告書の総括意見から）
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機関評価基準の見直しの方向性（案）

51

１１．．分分野野横横断断的的なな連連携携ににつついいてて

近年、国総研の単独の研究部では対応が難しい課題が増えており、研究所内外との分野横断的な連携を実施してい
る。また、これまでの評価委員会において学際的な連携等についてのご意見があった。

評価基準⑤の後半は外部との連携を評価する基準となっているが、分野横断的な連携を幅広く評価する基準に見直
すことも考えられる。

○機関評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、研究開発の実施・推進と機関運営の面から実施
することとなっている。

○機関評価基準（H30）については、令和５年度の機関評価に向けて、以下のような見直しが考えられるのではないか。

■質の高い研究を支えるマネ
ジメントの仕組みの構築

⑤ 研究マネジメントの充実・外
部との連携確保

研究の質の向上を図るた
め、研究を支える従来の取
組を継続的に改善し、効果
的・効率的に研究をマネジメ
ントする体制・仕組みを構
築・運用しているか。また、
多様で急速な技術の進化に
応じ、省庁間連携や産学官
連携など、外部との新たな
連携の仕組みを機動的に
整備・活用しているか。

外部との連携体系

国総研「研究開発機関の評価」
評価基準（H30）（抄）

機関評価基準の見直しの方向性（案）
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２２．．施施設設のの新新設設・・更更新新ににつついいてて

国総研では近年、実験施設やデータセンターの新設・更新を実施している。

評価基準⑦の本文は実験施設の利活用と適切な管理のみに言及していることから、新設・更新についても評価する基
準に見直すことも考えられる。

３３．．危危機機時時のの業業務務継継続続ににつついいてて

国総研では新型コロナウイルス対策として、テレワーク環境の整備等を実施している。

コロナウイルスに限らず大規模災害のような危機に際しても、職場環境の整備等により業務を継続することが重要で
あることから、そうした活動を評価する基準に見直すことも考えられる。

■住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化
⑦ 実験施設の利活用と適切な管理

政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設を
有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

国総研「研究開発機関の評価」評価基準（H30）（抄）
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３．機関評価基準の見直しの方向性（案）
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＜＜議議論論ししてて頂頂ききたたいいポポイインントト＞＞（（再再掲掲））

・国総研の役割や活動状況を踏まえ、国総研の今後の活動の
方向性や情勢の変化に鑑みた評価基準の見直しに関する意
見・助言等をお願いします。

研究評価委員会におけるご意見

50

総括意見

令和
元年度

評価基準①②⑦⑧に対する国総研の活動は、将来的な課題を想定した上で幅広い分野について包
括的に行われていることから、適切であると評価する。今後は、研究開発の実施・推進面では、分野横
断的な枠組みの構築、官民の役割を明確にした上での連携をさらに進めて頂きたい。機関運営面では、
今後の施設のあり方として社会情勢を踏まえ国として戦略的に実験施設を整備すること、また、広報に
おいては、スピード感をもって英語による情報発信の強化を行うとともに、政策推進を目的に国総研の
認知向上に取り組まれたい。

令和
２年度

評価基準③④⑤⑥について国総研は、平成30年度に実施した「研究機関等の評価」での意見等を踏

まえた活動に取り組まれており実を挙げていると評価する。今後は、研究開発の実施・推進面では、国
総研の役割として地方に様々ある課題の解決やデータ収集を進めるために、地方の関係機関との連
携についてより取り組まれたい。複雑な地方の課題の一般化や得られたデータを整理・体系化するこ
とにより、国総研の研究開発の発展につなげてもらいたい。機関運営面では、外部連携等において国
際展開を見据えた取組を検討されたい。また、国際展開を進めるためにも、学位取得についての所の
支援等の人材育成についても検討されたい。

※ 参考資料７に研究評価委員会報告書の抜粋をつけています。

過去２年間の研究評価委員会における機関評価基準に関わるご意見
（研究評価委員会報告書の総括意見から）

ー 42 ー

機関評価基準の見直しの方向性（案）
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１１．．分分野野横横断断的的なな連連携携ににつついいてて

近年、国総研の単独の研究部では対応が難しい課題が増えており、研究所内外との分野横断的な連携を実施してい
る。また、これまでの評価委員会において学際的な連携等についてのご意見があった。

評価基準⑤の後半は外部との連携を評価する基準となっているが、分野横断的な連携を幅広く評価する基準に見直
すことも考えられる。

○機関評価は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、研究開発の実施・推進と機関運営の面から実施
することとなっている。

○機関評価基準（H30）については、令和５年度の機関評価に向けて、以下のような見直しが考えられるのではないか。

■質の高い研究を支えるマネ
ジメントの仕組みの構築

⑤ 研究マネジメントの充実・外
部との連携確保

研究の質の向上を図るた
め、研究を支える従来の取
組を継続的に改善し、効果
的・効率的に研究をマネジメ
ントする体制・仕組みを構
築・運用しているか。また、
多様で急速な技術の進化に
応じ、省庁間連携や産学官
連携など、外部との新たな
連携の仕組みを機動的に
整備・活用しているか。

外部との連携体系

国総研「研究開発機関の評価」
評価基準（H30）（抄）

機関評価基準の見直しの方向性（案）
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２２．．施施設設のの新新設設・・更更新新ににつついいてて

国総研では近年、実験施設やデータセンターの新設・更新を実施している。

評価基準⑦の本文は実験施設の利活用と適切な管理のみに言及していることから、新設・更新についても評価する基
準に見直すことも考えられる。

３３．．危危機機時時のの業業務務継継続続ににつついいてて

国総研では新型コロナウイルス対策として、テレワーク環境の整備等を実施している。

コロナウイルスに限らず大規模災害のような危機に際しても、職場環境の整備等により業務を継続することが重要で
あることから、そうした活動を評価する基準に見直すことも考えられる。

■住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化
⑦ 実験施設の利活用と適切な管理

政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設を
有効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行っているか。

国総研「研究開発機関の評価」評価基準（H30）（抄）
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委員長  

角 哲也 京都大学防災研究所 教授 

委員  

有吉 善則 (一社)住宅生産団体連合会 建築規制合理化委員会委

員長 
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【【本本委委員員会会】】

令令和和３３年年度度　　国国土土技技術術政政策策総総合合研研究究所所研研究究評評価価委委員員会会委委員員名名簿簿
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清野　明

【【第第三三部部会会】】
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【【第第一一部部会会】】

菅原　正道

【【第第二二部部会会】】
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則

平成 13年 4月  1日国総研達第 15 号 

改正 平成 14年 9月  2日国総研達第  9 号 

改正 平成 22年 4月  9日国総研達第  2 号 

改正 平成 23年 3月 31日国総研達第  1 号 

（目的）

第１条 国土技術政策総合研究所の研究体制、研究開発課題等の外部評価を行うため、国

土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員会の構成及び委員）

第２条 委員会は、委員１３名以内で構成する。

２ 委員は、国土技術政策総合研究所の研究開発分野の外部専門家その他の外部有識者の

うちから、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。

３ 委員の委嘱期間は２年以内とする。但し、再任を妨げない。 

（委員長）

第３条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により決定する。

３ 委員長は、委員会の会務を総理する。

（分科会）

第４条 委員会に、国土技術政策総合研究所の研究開発課題について、その研究開発分野

における専門的視点から評価を行うため、分科会を置く。

２ 分科会は研究開発課題について評価を行い、評価結果を委員会に報告するものとする。 
３ その他所長は、国土技術政策総合研究所の研究開発課題等について、分科会に意見を

求めることができる。

（運営）

第５条 委員会の招集は、所長が行う。

２ 委員会の庶務は、企画部研究評価・推進課が行う。

（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、委員会の運営に関し必要な事項

は委員長が定める。

（附則）

  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成１４年９月２日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

参考資料2
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則 
 

平成 15 年 7 月 7 日国総研達第 12 号 
改正 平成 23 年 3 月 31 日国総研達第 2 号 

 
（設置） 
第１条 国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則第４条の規定に基づき、国土技術政策

総合研究所研究評価委員会分科会（以下「分科会」という。）を設置する。 
 
（分科会委員） 
第２条 分科会委員は、国土技術政策総合研究所が所掌する研究開発分野の外部専門家のうちか

ら、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。ただし、分科会委員には

国土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「本委員会」という。）の委員を複数名含めるこ

ととし、合計２５名を超えないものとする。 
２ 分科会委員の委嘱期間は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 
 
（部会） 
第３条 分科会に部会を置く。 
２ 部会は、第一部会、第二部会及び第三部会とする。 
３ 所長は、研究分野を勘案して各分科会委員が属する部会を明らかにし、分科会委員を委嘱す

るものとする。この際、各部会に１名以上の本委員会委員を含めるものとする。 
 
（主査） 
第４条 分科会委員から、各部会を担当する主査を選出する。 
２ 主査の選出は、本委員会委員を兼ねる分科会委員の中から委員長（国土技術政策総合研究所

研究評価委員会設置規則第３条に規定する委員長をいう。以下同じ。）の指名により行う。 
 
（運営） 
第５条 分科会における評価は、原則として、次の分科会委員からなる会議を開催して行うこと

とする。 
一 評価対象研究開発課題が主に対象とする分野に応じて委員長が指定する部会に属する分科

会委員 
二 前号以外の分科会委員の中から委員長が指名する分科会委員 

２ 委員長は、前項第二号の指名にあたり、主査の意見を求めることとする。 
３ 会議の招集は、所長が行う。 
４ 会議の会務は、第１項第一号に基づき委員長が指定した部会を担当する主査が行う。 
５ 第１項の会議に先立ち、あらかじめ会議出席委員以外の分科会委員から意見を求め、会議に

おける審議に反映させるものとする。 
 
（庶務） 

第６条 分科会の庶務は、企画部研究評価・推進課、企画課及び管理調整部企画調整課が行う。 

 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、分科会の運営に関し必要な事項は主査

が定める。 

 
（附則） 
  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

参考資料 3 
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則

平成 13 年 4月  1日国総研達第 15 号 

改正 平成 14年 9月  2日国総研達第  9 号 

改正 平成 22年 4月  9日国総研達第  2 号 

改正 平成 23年 3月 31日国総研達第  1 号 

（目的）

第１条 国土技術政策総合研究所の研究体制、研究開発課題等の外部評価を行うため、国

土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（委員会の構成及び委員）

第２条 委員会は、委員１３名以内で構成する。

２ 委員は、国土技術政策総合研究所の研究開発分野の外部専門家その他の外部有識者の

うちから、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。

３ 委員の委嘱期間は２年以内とする。但し、再任を妨げない。 

（委員長）

第３条 委員会に委員長を置く。

２ 委員長は、委員の互選により決定する。

３ 委員長は、委員会の会務を総理する。

（分科会）

第４条 委員会に、国土技術政策総合研究所の研究開発課題について、その研究開発分野

における専門的視点から評価を行うため、分科会を置く。

２ 分科会は研究開発課題について評価を行い、評価結果を委員会に報告するものとする。 
３ その他所長は、国土技術政策総合研究所の研究開発課題等について、分科会に意見を

求めることができる。

（運営）

第５条 委員会の招集は、所長が行う。

２ 委員会の庶務は、企画部研究評価・推進課が行う。

（雑則）

第６条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、委員会の運営に関し必要な事項

は委員長が定める。

（附則）

  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成１４年９月２日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（附則）

  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

参考資料2
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国土技術政策総合研究所研究評価委員会分科会設置規則 
 

平成 15 年 7 月 7 日国総研達第 12 号 
改正 平成 23 年 3 月 31 日国総研達第 2 号 

 
（設置） 
第１条 国土技術政策総合研究所研究評価委員会設置規則第４条の規定に基づき、国土技術政策

総合研究所研究評価委員会分科会（以下「分科会」という。）を設置する。 
 
（分科会委員） 
第２条 分科会委員は、国土技術政策総合研究所が所掌する研究開発分野の外部専門家のうちか

ら、国土技術政策総合研究所長（以下「所長」という。）が委嘱する。ただし、分科会委員には

国土技術政策総合研究所研究評価委員会（以下「本委員会」という。）の委員を複数名含めるこ

ととし、合計２５名を超えないものとする。 
２ 分科会委員の委嘱期間は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 
 
（部会） 
第３条 分科会に部会を置く。 
２ 部会は、第一部会、第二部会及び第三部会とする。 
３ 所長は、研究分野を勘案して各分科会委員が属する部会を明らかにし、分科会委員を委嘱す

るものとする。この際、各部会に１名以上の本委員会委員を含めるものとする。 
 
（主査） 
第４条 分科会委員から、各部会を担当する主査を選出する。 
２ 主査の選出は、本委員会委員を兼ねる分科会委員の中から委員長（国土技術政策総合研究所

研究評価委員会設置規則第３条に規定する委員長をいう。以下同じ。）の指名により行う。 
 
（運営） 
第５条 分科会における評価は、原則として、次の分科会委員からなる会議を開催して行うこと

とする。 
一 評価対象研究開発課題が主に対象とする分野に応じて委員長が指定する部会に属する分科

会委員 
二 前号以外の分科会委員の中から委員長が指名する分科会委員 

２ 委員長は、前項第二号の指名にあたり、主査の意見を求めることとする。 
３ 会議の招集は、所長が行う。 
４ 会議の会務は、第１項第一号に基づき委員長が指定した部会を担当する主査が行う。 
５ 第１項の会議に先立ち、あらかじめ会議出席委員以外の分科会委員から意見を求め、会議に

おける審議に反映させるものとする。 
 
（庶務） 

第６条 分科会の庶務は、企画部研究評価・推進課、企画課及び管理調整部企画調整課が行う。 

 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き等、分科会の運営に関し必要な事項は主査

が定める。 

 
（附則） 
  この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

参考資料 3 
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国土技術政策総合研究所
「研究開発機関の評価」評価基準

［Ⅰ研究開発の実施・推進面］ 

■国土交通政策の企画・立案、普及を支える研研究究開開発発

① 研究課題の設定、

研究の実施、

研究成果の実装

政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研

究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研究課

題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に

応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現

場実装を的確に推進しているか。

■災害・事故対応への技技術術的的支支援援と対策技技術術のの高高度度化化

② 国内外における

災害等の対応・高

度化研究

研究所として対応が必要な国内又は海外で発生した災害等につ

いて、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援すると

ともに、原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施につい

て技術的な助言を行う取組を推進しているか。また、災害等から

得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反

映しているか。

■地方整備局等の現現場場技技術術力力のの向向上上を支援

③ 直面する課題解

決、将来の現場技

術力への支援

現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・

助言の取組を推進するとともに、現場技術者を、行政知識と専門

性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

■政策の企画・立案の技術的基盤となるデデーータタのの収収集集・・分分析析・・管管理理、、社社会会へへのの還還元元

④ データの継続し

た収集・管理・分

析・公開

国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性

を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分

析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。

ー 50 ー

［Ⅱ機関運営面］ 

■質の高い研究を支えるママネネジジメメンントトのの仕仕組組みみのの構構築築

⑤ 研究マネジメン

トの充実・外部と

の連携確保

研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に

改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組み

を構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、

省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機

動的に整備・活用しているか。

■技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人人材材のの育育成成

⑥ 目指すべき人材 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人

材の育成が図られているか。

■住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実実験験施施設設等等のの保保有有・・機機能能強強化化

⑦ 実験施設の利活

用と適切な管理

政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学

等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設を有

効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行

っているか。

■研究成果・研究活動の効果的な発発信信

⑧ 研究成果の発信 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、

国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と存在

感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

参考資料４
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国土技術政策総合研究所
「研究開発機関の評価」評価基準

［Ⅰ研究開発の実施・推進面］ 

■国土交通政策の企画・立案、普及を支える研研究究開開発発

① 研究課題の設定、

研究の実施、

研究成果の実装

政策ニーズの変化を踏まえつつ、直面する政策展開に対応した研

究課題、将来的に必要となる政策に資するために実施する研究課

題を設定し、研究課題の目的を達成するため、研究開発の特性に

応じて効果的・効率的に研究を実施するとともに、研究成果の現

場実装を的確に推進しているか。

■災害・事故対応への技技術術的的支支援援と対策技技術術のの高高度度化化

② 国内外における

災害等の対応・高

度化研究

研究所として対応が必要な国内又は海外で発生した災害等につ

いて、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援すると

ともに、原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施につい

て技術的な助言を行う取組を推進しているか。また、災害等から

得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反

映しているか。

■地方整備局等の現現場場技技術術力力のの向向上上を支援

③ 直面する課題解

決、将来の現場技

術力への支援

現場で直面する技術的課題の解決を支援するために行う、指導・

助言の取組を推進するとともに、現場技術者を、行政知識と専門

性を併せ持つ地域の中核技術者として計画的に養成しているか。

■政策の企画・立案の技術的基盤となるデデーータタのの収収集集・・分分析析・・管管理理、、社社会会へへのの還還元元

④ データの継続し

た収集・管理・分

析・公開

国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性

を確保しつつ継続的に収集、管理し、蓄積したデータは、自ら分

析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開しているか。
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［Ⅱ機関運営面］ 

■質の高い研究を支えるママネネジジメメンントトのの仕仕組組みみのの構構築築

⑤ 研究マネジメン

トの充実・外部と

の連携確保

研究の質の向上を図るため、研究を支える従来の取組を継続的に

改善し、効果的・効率的に研究をマネジメントする体制・仕組み

を構築・運用しているか。また、多様で急速な技術の進化に応じ、

省庁間連携や産学官連携など、外部との新たな連携の仕組みを機

動的に整備・活用しているか。

■技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人人材材のの育育成成

⑥ 目指すべき人材 技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人

材の育成が図られているか。

■住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実実験験施施設設等等のの保保有有・・機機能能強強化化

⑦ 実験施設の利活

用と適切な管理

政策の企画・立案に資する検証を行うため、または、民間・大学

等の幅広い技術研究開発を支援するため、保有する実験施設を有

効に利活用するとともに、政策の変化を踏まえ、適切な管理を行

っているか。

■研究成果・研究活動の効果的な発発信信

⑧ 研究成果の発信 国総研の研究成果を発信する取組を積極的に推進するとともに、

国総研の研究活動を国内外に広く周知し、国総研の知名度と存在

感を向上させるため、広報を組織全体で実施しているか。

参考資料４
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基本姿勢 
   

○技術的専門家として行政の視点も踏まえ、国土交通省の政策展開に参画する 
 ・技術政策の企画・立案のみならず、普及・定着まで一貫して、当事者として参画する 

 ・技術政策の必要性や妥当性を実証データにより明らかにし、説明責任を果たす 

○研究活動で培った高度で総合的な技術力を実務の現場に還元する 
 ・現場の実情を踏まえた解決策を提示し、災害時等の高度な緊急対応も機動的に支援する 

 ・個々の対応事例を蓄積、一般化して広く提供するとともに、教訓を研究に反映する   

○国土・社会の将来像の洞察と技術開発の促進により、新たな政策の創出につなげる 
 ・国土や社会を俯瞰し、変化を的確に捉え、将来の課題を見通す 

 ・広く産学官との技術の連携・融合を図り、新たな技術展開を目指す 

国土技術政策総合研究所の使命 
   

 住宅・社会資本分野における唯一の国の研究機関として、技術を原動力に、現在そして
将来にわたって安全・安心で活力と魅力ある国土と社会の実現を目指す 

根幹となる活動 
  

○国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発 
 ・直面する重要な政策展開を支える技術基準・手法を体系的に提示、現場実装し継続的に改良 

 ・将来的な対応が想定される課題を抽出し、政策の方向性を提案 

 ・国土・社会の動向を継続的・長期的に分析し、知見を蓄積 

 ・戦略的な国際標準化、途上国の技術者育成を通じて、我が国の技術の国際展開を支援 

○災害・事故対応への高度な技術的支援と対策技術の高度化 
 ・発災直後から研究者を派遣し、二次災害防止や応急対策に関する現場の対応を支援 

 ・原因の究明、復旧・復興計画の検討、対策の実施について技術的に助言 

 ・災害等から得られる知見・教訓を蓄積し、防災・減災対策の高度化研究に反映 

 ・海外における大規模災害に対し、災害対応先進国として技術的に支援 

○地方整備局等の現場技術力の向上を支援   
 ・現場が直面する課題に対し、実務を知る立場ならではの指導・助言を通じ、技術力を移転 

 ・人材の受入れ、研修等により行政知識と専門性を併せ持つ地域の中核技術者を養成  

○政策形成の技術的基盤となるデータの収集・分析・管理、社会への還元   
 ・国の機関として、膨大な現場データを、客観性・正確性・信頼性を確保しつつ収集、管理 

 ・蓄積したデータは、自ら分析し研究へ反映するとともに、社会へ適切に公開 

国土技術政策総合研究所 研究方針 

平成29年11月1日 
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研究の心構え 

○行政・現場の真のニーズを理解し、本質的な技術的課題を明確化

○課題を突破する仮説と検証方法、社会実装への道筋を含めた研究計画を策定
・組織的に積上げてきた研究蓄積を活用し、既往研究の何を乗り越えるかを明確化

・計画段階から社会実装を想定し、研究項目、手順、スケジュール、達成目標を設定

・自らの強み･弱みを認識した上で、外部とも連携して効率的な研究体制を構築

○得られた事実から研究全体の展開を見据え、柔軟に計画を見直し
・データ、事実を客観的・中立的に解釈して仮説を検証

・幅広い分野の専門家と議論を行い、多面的・多角的に考察

・研究全体を見通し、常に結果の本質を見極め、計画を自発的・継続的に見直し

・試行錯誤し、想定外の結果も柔軟に受けとめ、より良い研究成果の創出へと展開

○知見を体系立てて取りまとめるとともに、現場で使える成果に昇華

○成果の的確・円滑な社会実装に向けた戦略的な道筋を構築
・行政・現場・研究、各々の特性を活かした実現性の高い実装プロセス、役割を明確化

・広報を研究の一環として組み込み、伝わることを意識して積極的に社会へ発信

○実装の結果をフォローアップし、技術的課題を抽出して次なる研究に反映

研究を支える環境整備 

○質の高い研究を支えるマネジメントの仕組みの構築
・幅広い視点から、研究をより良くするために外部評価と所内評価を実施

第三者からの助言・意見等を積極的に取り入れ、自らも厳しく研究状況を検証し改善

・多様で急速な技術の進展に応じ、外部との新たな連携の仕組みを機動的に整備

・成果を知的基盤化する刊行物･データベースを作成、多様な広報手段を用意

○技術を礎とし、研究と行政・現場の両面から政策展開を見通す人材の育成
・データを読解き、現場を想像しつつ結論への道筋と社会実装手順を組立てる力を養成

・先人の研究蓄積や経験・ノウハウを伝承し、行政・現場を経験する機会を提供

・行政・現場、産学からの研究者など、多様な人材による研究組織を形成

○住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保有・機能強化
・実用環境下での性能検証に不可欠な、民間では保有困難な施設を適切に管理・運用

・民間・大学等の幅広い技術研究開発を支援するため、外部への施設利用機会も提供
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